
・本市や各防災関係機関の取組等を踏まえ、地域の防災対

策をより一層推進するために修正

〇防災基本計画等による修正

・近年の地震災害、台風や洪水等による風水害や土砂災害

等を踏まえ行われた、防災基本計画の修正を反映

・各災害事例を踏まえてまとめられた報告やガイドラインを

踏まえて修正

〇本市や各防災関係機関の取組等を踏まえた修正

（１） 計画修正の考え

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について
全 員 協 議 会 資 料

令和７年１１月１ ９日
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（２） 各計画に共通する主な修正

ア 防災基本計画等の修正に伴う修正

計画書：地震 第４章第６節第６（新） 風水 第４章第４節第１１（新）

・災害対応車両検索システム（Ｄ－ＴＲＡＣＥ）を活用

した災害対応車両の情報収集と受け入れ体制を検討す

る旨を追加

○避難生活の質的な向上と被災者支援の充実

災害対応車両登録制度ＨＰ： https://pr.d-trace.go.jp/

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（２） 各計画に共通する主な修正
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（２） 各計画に共通する主な修正

ア 防災基本計画等の修正に伴う修正

計画書：地震 第４章第９節第５ 風水 第４章第９節第１

・防災に必要な物資の備蓄状況

を年１回、公表する旨を追加

○防災に必要な物資の公表

出典：産経新聞「自治体に年1回備蓄公表を義務付けへ、内容の改

善と充実図る 災害対策関連法改正」2025年1月4日

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（２） 各計画に共通する主な修正
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（２） 各計画に共通する主な修正

ア 防災基本計画等の修正に伴う修正

・被災者援護協力団体に関する平時から

の情報収集や受け入れ体制の整備、

発災時の活動内容を追加

○被災者援護協力団体の受け入れ

計画書：地震 第４章第１７節第６（新） 第５章第１７節第７（新）

風水 第４章第１６節第６（新） 第５章第１６節第７（新）

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（２） 各計画に共通する主な修正
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ア 防災基本計画等の修正に伴う修正

（２） 各計画に共通する主な修正

計画書：地震 第５章第１０節第４ 風水 第５章第１０節第４

・発災後の学びの継続や早期再開に向けて、被災地学び支援

派遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ）に基づき、教職員等の派遣を

要請する旨を追加

○被災地における学びの確保

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（２） 各計画に共通する主な修正
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（２） 各計画に共通する主な修正

○住家の被害認定基準運用指針の改訂に伴う修正

計画書：地震 第６章第２節第２ 風水 第６章第２節第２

・住家の被害認定基準運用の改訂に伴う調査方法等の修正

調査を効率よく実施するため、申請書等の情報から、外観被害は軽微でも、内部
被害が比較的大きいと考えられる住家は、２次調査から実施することも考えられる。

ア 防災基本計画等の修正に伴う修正

※災害に係る住家の被害認定基準運用指針 ５．調査方法より抜粋

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（２） 各計画に共通する主な修正
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（２） 各計画に共通する主な修正

・茅ケ崎水道営業所との役割の明確化に伴う修正

○企業庁茅ケ崎水道営業所との応急給水の取組に関する修正

イ 市及び関係機関の取組に関する修正

計画書：地震 第４章第９節第１

第５章第９節第１

風水 第４章第９節第１

第５章第９節第１

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（２） 各計画に共通する主な修正
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計画書：地震 第１章第４節第１ 第１章第８節第３ 第４章第７節現状

第４章第１８節現状

○被害想定結果の公表に伴う各種データの修正・追記

ア 神奈川県地震被害想定調査報告書（令和７
年３月）の改訂に伴う修正

・県地震被害想定調査報告書（令和７年３月）における被害

想定の公表による各種データの修正と新たな被害想定項目

等の追記

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（３） 地震災害対策計画の主な修正
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○南海トラフ地震防災対策推進地域や被害想定結果の見直し

イ 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書、

南海トラフ地震防災対策推進基本計画及び南海トラフ地震

臨時情報防災対応ガイドラインの改訂に伴う修正

・推進地域の指定状況や

新たな被害想定結果を

踏まえて修正

計画書：地震 第８章第１節第３～

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（３） 地震災害対策計画の主な修正
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○南海トラフ地震対策に関する「重点施策」の選定

・南海トラフ地震対策として、本市がおおむね１０年間で完
遂すべき対策を「重点施策」として定めていく旨を追加

イ 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書、

南海トラフ地震防災対策推進基本計画及び南海トラフ地震

臨時情報防災対応ガイドラインの改訂に伴う修正

計画書：地震 第８章第２節第１（新）～

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（３） 地震災害対策計画の主な修正

10



計画書：地震 第８章第６節第２

○臨時情報の発表時における防災対策

イ 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書、

南海トラフ地震防災対策推進基本計画及び南海トラフ地震

臨時情報防災対応ガイドラインの改訂に伴う修正

・臨時情報発表時に、「防災対応」と「社会経済活動の継

続」とのバランスを考慮した防災対策を進めていく旨を

追加

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（３） 地震災害対策計画の主な修正
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○臨時情報発表時における「特別な備え」の再確認

・臨時情報発表時に「特別な備え」

の再確認をする旨を追加。

イ 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書、

南海トラフ地震防災対策推進基本計画及び南海トラフ地震

臨時情報防災対応ガイドラインの改訂に伴う修正

計画書：地震 第８章第６節第４ 出典 内閣府ＨＰ

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（３） 地震災害対策計画の主な修正
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計画書：地震 第４章第５節第１

○津波ハザードマップの公表に伴う修正

・津波ハザードマップに基づき、

津波からの避難行動を周知す

る旨を追加

ウ 市及び関係機関の取組に関する修正

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（３） 地震災害対策計画の主な修正
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・茅ヶ崎市津波避難計画の策定に関する

旨を追加

ウ 市及び関係機関の取組に関する修正

○津波ハザードマップの公表に伴う修正

計画書：地震 第４章第５節第３ 第５章第５節第３

茅ヶ崎市津波避難計画

令和○年○月

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（３） 地震災害対策計画の主な修正
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計画書：地震 第５章第１節第１

○災害対策本部の設置基準の見直し

・大津波警報・津波警報の発表時に災害対策本部を設置

する旨を追加

ウ 市及び関係機関の取組に関する修正

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（３） 地震災害対策計画の主な修正
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計画書：風水 第４章第２節第２

・令和７年県水防計画、洪水対策計画の修正に基づき

各データを修正

○令和７年神奈川県水防計画等の修正に基づく修正

ア 市及び関係機関の取組に関する修正

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（４） 風水害対策計画の主な修正
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計画書：特殊 第３章第１節第２～ 第３章第２節第１～ 第３章第４節第１～

第３章第６節第１～ 第３章第７節第３～

・「首都圏における広域降灰対策

に関するガイドライン」による

被害想定や広域降灰対策に関す

る基本的な考え方を記載

○被害想定、その影響及び広域降灰対策の基本的な考え方の

追記

ア 首都圏における広域降灰対策に関するガイ
ドラインの公表に伴う修正

・その他、広域降灰対策に関する

各記載事項を修正・追加 出典：富士山ハザードマップ（改訂版）検討委員会報告書

（令和３年３月）

茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（５）特殊災害対策計画の主な修正
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○７年11月25日～12月24日 パブリックコメント手続きを実施

○８年１月下旬 パブリックコメント結果の公表

○８年２月５日 茅ヶ崎市防災会議

○８年２月下旬 計画の改訂版の作成

（６）今後の主なスケジュール茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）について

（６） 今後の主なスケジュール
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茅ヶ崎市地域防災計画 地震災害対策計画 新旧対照表（修正素案） 

新 旧 

第１章 地震災害対策の計画的な推進 

第３節 茅ヶ崎市の自然的・社会的条件 

（略） 

第２ 社会的条件 

１ 人口※ 

本市の人口は、令和○年○月○日現在○○○，○○○人であり、１ｋｍ２当た

りの人口密度は、およそ○，○○○人です。（※修正時点の直近の数値を反映） 

Ｐ４ 

第１章 地震災害対策の計画的な推進 

第３節 茅ヶ崎市の自然的・社会的条件 

（略） 

第２ 社会的条件 

１ 人口 

本市の人口は、令和７年２月１日現在２４５，０９４人であり、１ｋｍ２

当たりの人口密度は、およそ６，８６５人です。 

第１章 地震災害対策の計画的な推進 

第４節 被害想定 

第１ 地震被害の想定  

  県では、令和６年度に地震被害想定調査を実施しています。なお、県は、

国における新たな地震モデル、想定手法といった被害の想定に関する動向を

踏まえ、適時新たな被害想定調査を実施します。 

市の地震被害想定は、神奈川県地震被害想定調査報告書（令和７年３月）

によるものとし、ここでは、一部を抜粋して示しています。 

１ 想定地震 

【検討対象地震一覧】 
想定地震 説明 発生確率 地震のタイプ 

① 都心南部直下

地震

首都圏付近のフィ

リピン海プレート

内で、都心南部の直

下を震源とするモ

ーメントマグニチ

ュード７．３の地震

である。東京湾北部

地震に替わり、国が

防災対策の主眼を

置く地震としてお

り、東京都をはじ

め、県内の大都市に

30 年以内 

70％ 

南関東直下 

(プレート境界型) 

Ｐ６ 

第１章 地震災害対策の計画的な推進 

第４節 被害想定 

第１ 地震被害の想定 

  県では、平成２６年度に地震被害想定調査を実施しています。なお、県は、

国における新たな地震モデル、想定手法といった被害の想定に関する動向を

踏まえ、適時新たな被害想定調査を実施します。 

市の地震被害想定は、神奈川県地震被害想定調査報告書（平成２７年３月）

によるものとし、ここでは、一部を抜粋して示しています。 

１ 想定地震 

【検討対象地震一覧】 
想定地震 説明 発生確率 地震のタイプ 

① 都心南部直下

地震

首都圏付近のフィ

リピン海プレート

と北米プレート境

界で、都心南部の直

下を震源とするマ

グニチュード７．３

の地震である。東京

湾北部地震に替わ

り、国が防災対策の

主眼を置く地震と

しており、東京都を

はじめ、県内の大都

30 年以内 

70％ 

南関東直下 

(プレート境界型) 
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新 旧 

も被害をもたらす

地震である。 

② 三浦半島断層

群の地震

三浦半島断層帯を

震源域とするモー

メントマグニチュ

ード７．０の地震で

ある。国の地震調査

研究推進本部の長

期評価において、国

内の主な活断層の

中で、今後３０年以

内に地震発生の可

能性が高いグルー

プに属するとされ

ており、県東部に大

きな被害をもたら

す活断層方の地震

であるとされてい

る。

30 年以内 

6～11％ 

活断層型 

③ 神奈川県西部

地震

神奈川県西部を震

源域とするモーメ

ントマグニチュー

ド６．７の地震であ

る。固有の地震活動

であるか明確では

ないものの、歴史的

に繰り返し発生し

ていることが知ら

れており、地震発生

の切迫性が指摘さ

れている。

(過去 400 年の間に

同クラスの地震が

5 回発生) 

未解明だが、地殻

内の浅い地震とし

て設定 

④ 東海地震 駿河トラフを震源

域とするモーメン

トマグニチュード

８．０の地震であ

る。大規模地震対策

特別措置法で地震

発生の予知が可能

30 年以内 

80％程度(南海トラ

フの地震)

海溝型 

(駿河トラフ) 

市にも被害をもた

らす地震である。 

② 三浦半島断層

群の地震

三浦半島断層帯を

震源域とするマグ

ニチュード７．０の

地震である。国の地

震調査研究推進本

部の長期評価にお

いて、国内の主な活

断層の中で、今後３

０年以内に地震発

生の可能性が高い

グループに属する

とされており、県東

部に大きな被害を

もたらす活断層方

の地震であるとさ

れている。

30 年以内 

6～11％ 

活断層型 

③ 神奈川県西部

地震

神奈川県西部を震

源域とするマグニ

チュード６．７の地

震である。固有の地

震活動であるか明

確ではないものの、

歴史的に繰り返し

発生していること

が知られており、地

震発生の切迫性が

指摘されている。

(過去 400 年の間に

同クラスの地震が

5 回発生) 

未解明だが、地殻

内の浅い地震とし

て設定 

④ 東海地震 駿河トラフを震源

域とするマグニチ

ュード８．０の地震

である。大規模地震

対策特別措置法で

地震発生の予知が

可能とされている

30 年以内 

70％程度(南海トラ

フの地震)

海溝型 

(駿河トラフ) 
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新 旧 

とされている地震

であり、その切迫性

が指摘されている。 

⑤ 南海トラフ巨

大地震 

南海トラフを震源

域とするモーメン

トマグニチュード

９．０の地震であ

る。国が想定する、

あらゆる可能性を

考慮した南海トラ

フの最大クラスの

地震であり、南海ト

ラフ巨大地震対策

措置法の対象とな

る地震である。国の

長期評価によると、

南海トラフ全域で

の地震発生確率が

３０年以内に８

０％程度であり、切

迫性が指摘されて

いる。 

30 年以内 

80％程度(南海トラ

フの地震) 

海溝型 

(南海トラフ) 

⑥ 大正型関東地

震 

相模トラフを震源

域とするモーメン

トマグニチュード

８．２の地震であ

る。１９２３年の大

正関東地震を再現

した地震で、県の防

災上重要建築物の

耐震診断基準とし

て活用されており、

国も長期的な防

災・減災対策の対象

として考慮してい

る地震である。 

30 年以内 

ほぼ 0～6％(200 年

から 400 年の発生

間隔) 

海溝型 

(相模トラフ) 

⑦ 元禄型関東地

震（参考） 

相模トラフから房

総半島東側を震源

30 年以内 

ほぼ 0％(2 千年か

海溝型 

(相模トラフ) 

地震であり、その切

迫性が指摘されて

いる。 

⑤ 南海トラフ巨

大地震 

南海トラフを震源

域とするマグニチ

ュード９．０の地震

である。国が想定す

る、あらゆる可能性

を考慮した南海ト

ラフの最大クラス

の地震であり、南海

トラフ巨大地震対

策措置法の対象と

なる地震である。国

の長期評価による

と、南海トラフ全域

での地震発生確率

が３０年以内に７

０％程度であり、切

迫性が指摘されて

いる。 

 

30 年以内 

70％程度(南海トラ

フの地震) 

海溝型 

(南海トラフ) 

⑥ 大正型関東地

震 

相模トラフを震源

域とするマグニチ

ュード８．２の地震

である。１９２３年

の大正関東地震を

再現した地震で、県

の防災上重要建築

物の耐震診断基準

として活用されて

おり、国も長期的な

防災・減災対策の対

象として考慮して

いる地震である。 

 

30 年以内 

ほぼ 0～5％(200 年

から 400 年の発生

間隔) 

海溝型 

(相模トラフ) 

⑦ 元禄型関東地

震（参考） 

相模トラフから房

総半島東側を震源

30 年以内 

ほぼ 0～0.5％(2 千

海溝型 

(相模トラフ) 
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域とするモーメン

トマグニチュード

８．５の地震であ

る。１７０３年の元

禄関東を再現した

地震で、現実に発生

した最大クラスの

地震でもある。

ら 3 千年の発生間

隔) 

⑧ 相模トラフ沿

いの最大クラ

スの地震（参

考）

元禄型関東地震の

震源域に加え関東

北部までを震源域

とするモーメント

マグニチュード８．

７の地震である。国

が想定する、あらゆ

る可能性を考慮し

た相模トラフ沿い

の最大クラスの地

震である。

30 年以内 

ほぼ 0～6％(2 千年

から 3 千年あるい

はそれ以上の発生

間隔) 

海溝型 

(相模トラフ) 

出典 神奈川県地震被害想定調査報告書（令和７年３月） 

２ 想定地震の震源域 

出典 地震被害想定調査報告書（令和７年３月） 

  （略） 

３ 被害想定結果 

(1)想定条件

想 

定 

条 

件 

季節 冬 

日 平日 

発生時間 午後６時 

風速 ３．０m/s 

風向 北北東 

※風速、風向の観測点は「辻堂」

域とするマグニチ

ュード８．５の地震

である。１７０３年

の元禄関東を再現

した地震で、現実に

発生した最大クラ

スの地震でもある。 

年から 3 千年の発

生間隔) 

⑧ 相模トラフ沿

いの最大クラ

スの地震（参

考）

元禄型関東地震の

震源域に加え関東

北部までを震源域

とするマグニチュ

ード８．７の地震で

ある。国が想定す

る、あらゆる可能性

を考慮した相模ト

ラフ沿いの最大ク

ラスの地震である。 

30 年以内 

ほぼ 0～0.5％(2 千

年から 3 千年ある

いはそれ以上の発

生間隔) 

海溝型 

(相模トラフ) 

出典 神奈川県地震被害想定調査報告書（平成２７年３月） 

２ 想定地震の震源域 

出典 地震被害想定調査報告書（平成２７年３月） 

  （略） 

３ 被害想定結果 

(1)想定条件

想 

定 

条 

件 

季節 冬 

日 平日 

発生時間 午後６時 

風速 ６．３５２m/s 

風向 北北東 

※風速、風向の観測点は「辻堂」
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(2)被害想定結果 
都心南部

直下地震 

三 浦 半

島 断 層

群 の 地

震 

神奈川県

西部地震 

東海地震 南海トラ

フ巨大地

震

大正型関

東地震 

元禄型関

東 地 震

（参考） 

相模トラ

フ沿いの

最大クラ

スの地震

（参考）

規模(マグニチュード) 7.3 7.0 6.7 8 9 8.2 8.5 8.7 

震度ランク 
5 強～ 

6 強 

5 強 

～6 弱 

5 弱～ 

6 弱 

5 弱～ 

6 弱 

5 弱～ 

6 弱 
6 強～7 6 強～7 6 強～7 

建物 

被害 

全 壊 棟 数

（棟） 
140 0 0 0 0 12,740 12,740 17,680 

半 壊 棟 数

（棟） 
1,890 570 60 190 250 14,300 14,300 15,910 

火災 

被害 

出 火 件 数

(件) 
＊ 0 0 0 0 70 70 110 

残出火件数

(件) 
＊ 0 0 0 0 50 50 90 

焼 失 棟 数

(棟) 
120 ＊ 0 0 0 6,250 6,270 10,470 

自力脱出困難者(人) ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 2,550 2,540 3,730 

帰宅困難者数 
直後(人) 12,470 12,470 12,470 12,470 12,470 12,470 12,470 12,470 
2 日後(人) 2,300 930 90 10 10 8,070 8,070 10,060 

避難所避難者

数（人） 

1～３日後

(人) 
11,090 1,270 120 250 370 64,430 65,600 72,750 

４ 日 目 ～

１ 週 間 後

（人） 

1,270 430 100 220 260 53,810 56,510 65,350 

1 ヶ 月 後

(人) 
760 260 40 120 140 32,180 32,310 35,170 

避難所外避難

者数（人） 

1～３日後

(人) 
7,390 850 80 160 240 42,910 43,140 46,980 

４ 日 目 ～

１ 週 間 後

（人） 

1,270 430 70 190 230 53,530 52,220 54,380 

1 ヶ 月 後

(人) 
1,780 600 100 270 330 75,080 75,400 82,060 

要

配

慮

者 

避 難 者

数(１～

3 日） 

65 歳以上

の 単 身 高

齢 者 数

(人) 

6,750 750 70 80 120 39,670 39,370 45,430 

要 介 護 認

定者(人) 
1,220 140 10 20 20 7,190 7,140 8,220 

避 難 者

数 

(1 ヶ月

後) 

65 歳以上

の 

単 身 高 齢

者数(人) 

1,310 350 60 120 150 45,840 45,420 47,610 

要 介 護 認

定者(人) 
240 60 10 20 30 8,220 8,150 8,570 

人

的

被

害 

死 者

数 

(人) 

(津波含む) 0 0 0 0 0 600 2,160 3,660 

津波 0 0 0 ＊ ＊ 40 1,600 2,890 

負 傷

者 数

(人) 

(津波含む) 420 170 20 70 100 3,350 3,500 5,050 

重傷者数 0 0 0 0 0 180 200 300 

エレベーター停止台数(台) 20 40 10 20 30 150 150 290 

(2)被害想定結果 
都心南部

直下地震 

三 浦 半

島 断 層

群 の 地

震 

神奈川県

西部地震 

東海地震 南海トラ

フ巨大地

震

大正型関

東地震 

元禄型関

東地震 

相模トラ

フ沿いの

最大クラ

スの地震

規模(マグニチュード) 7.3 7.0 6.7 8 9 8.2 8.5 8.7 

震度ランク 
5 強～ 

6 弱 

5 強～ 

6 弱 

5 弱～ 

5 強 

5 弱～ 

5 強 

5 弱～ 

5 強 
6 強～7 6 強～7 7 

建物 

被害 

全 壊 棟 数

（棟） 
210 20 0 ＊ 20 15,950 16,260 18,900 

半 壊 棟 数

（棟） 
2,630 480 50 100 130 13,400 14,470 13,310 

火災 

被害 

出 火 件 数

(件) 
＊ 0 0 0 0 80 80 110 

残出火件数

(件) 
0 0 0 0 0 50 50 90 

焼 失 棟 数

(棟) 
0 0 0 0 0 12,000 12,000 20,170 

自力脱出困難者(人) 450 ＊ 0 0 0 2,870 2,870 4,270 

要

配

慮

者 

避 難 者

数(１～

3 日） 

高 齢 者 数

(人) 
450 80 20 30 30 13,070 13,380 15,520 

要介護 3以

上(人) 
100 20 ＊ ＊ ＊ 3,010 3,080 3,570 

避 難 者

数 

(1 ヶ月

後) 

高 齢 者 数

(人) 
450 80 ＊ 20 30 10,950 11,010 13,130 

要介護 3以

上(人) 
100 20 ＊ ＊ ＊ 2,520 2,530 3,020 

人

的

被

害 

死 者

数 

(人) 

(津波含む) 10 ＊ 30 ＊ ＊ 940 2,660 2,340 

津波 0 0 30 ＊ ＊ 150 1,870 1,210 

負 傷

者 数

(人) 

(津波含む) 380 170 10 40 70 6,020 6,380 7,860 

重傷者数 20 ＊ 0 ＊ ＊ 400 430 560 

エレベーター停止台数(台) 180 350 360 380 270 200 180 180 

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン 

電力 
停 電 軒 数

(軒) 
110,670 30 110,670 110,670 110,670 110,670 110,670 110,670 

都 市 ガ

ス 

供給停止 

件数(件) 
0 0 0 0 0 64,950 64,950 64,950 

Ｌ Ｐ ガ

ス 

容器被害 

件数(本) 
340 0 0 0 0 440 440 720 

上水道 

断水人口 

( 直

後)(人) 

3,430 120 ＊ ＊ 10 229,410 229,410 233,180 

下水道 
機 能 支 障

人口(人) 
7,040 3,890 1,820 2,420 2,660 24,560 24,560 41,890 

通信 
不 通 回 線

数(回線) 
82,940 20 82,980 82,980 82,990 85,000 85,070 86,300 

避難所避難

者数（人） 

1 ～ ３ 日 後

(人) 
2,920 530 110 190 230 84,960 87,490 102,420 

1 ヶ月後(人) 1,460 260 30 60 80 35,550 35,760 42,640 

帰宅困難者

数 

直後(人) 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 

2 日後(人) 0 0 0 0 0 6,390 6,390 6,390 

災害廃棄物(万ｔ) 12 2 ＊ ＊ 1 427 435 561 
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ラ

イ

フ

ラ

イ

ン 

電力 
停 電 軒 数

(軒) 
690 210 1,850 1,850 1,850 82,430 82,430 149,770 

都 市 ガ

ス 

供給停止 

件数(件) 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 70,280 70,280 70,280 

Ｌ Ｐ ガ

ス 

容器被害 

件数(本) 
230 ＊ ＊ ＊ ＊ 470 470 660 

上水道 

断水人口 

（直後) 

(人) 

48,770 5,170 340 630 1,210 235,710 235,710 239,320 

下水道 
機 能 支 障

人口(人) 
7,680 5,180 3,310 3,320 3,340 37,250 37,250 39,650 

通信 
不 通 回 線

数(回線) 
850 140 1,130 1,130 1,130 71,940 72,680 94,040 

災害廃棄物(万ｔ) ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 220 230 310 

＊：わずか（計算上０．５以上１０未満） 

出典 神奈川県地震被害想定調査報告書（令和７年３月） 

第２ 津波被害の想定 

１ 津波浸水予測の検証 

  県は、東日本大震災による津波被害を踏まえ、学識者等で構成する「津波

浸水想定検討部会」を設置し、平成２４年３月３０日に新たな津波浸水予測

図を公表しました。しかし、平成２５年１２月に内閣府が設置した「首都直

下地震モデル検討会」から最新の科学的知見が示されたことから、想定外を

なくすという考えのもと、平成２７年３月３１日に「津波防災地域づくりに

関する法律」に基づき、津波高または浸水域が最大となる５つの地震による

津波浸水想定を設定し、津波浸水想定図を公表しました。 

避難所外避難者 1,950 350 60 110 140 56,530 57,300 65,570 

＊：わずか（計算上０．５以上１０未満） 

出典 神奈川県地震被害想定調査報告書（平成２７年３月） 

第２ 津波被害の想定 

１ 津波浸水予測の検証 

  県は、東日本大震災による津波被害を踏まえ、学識者等で構成する「津波

浸水想定検討部会」を設置し、平成２４年３月３０日に新たな津波浸水予測

図を公表しました。しかし、平成２５年１２月に内閣府が設置した「首都直

下地震モデル検討会」から最新の科学的知見が示されたことから、想定外を

なくすという考えのもと、平成２７年３月３１日に「津波防災地域づくりに

関する法律」に基づく津波浸水想定を設定し、津波浸水想定図を公表しまし

た。 
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２ 津波想定 

(1) 新たな津波浸水予測図の地震・津波の考え方

新たな津波対策においては、平成２３年９月に中央防災会議「東北地方

太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」により示

された最大クラスの津波対策の考え方に基づき、将来発生すると予想され

る津波のレベルを２段階に分け、各種対策を講じることとされました。 

津波のレベルは、概ね数百年から千年に１回程度発生する「発生頻度は

極めて低いが、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波（Ｌ２

津波）」と、概ね数十年から百数十年に１回程度発生する「発生頻度は高

いものの津波高は低く海岸保全施設等の整備を行う上で検証の対象とす

る津波（Ｌ１津波）」に分けられ、本市では最大クラスの津波となる「相

模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）」を想定地震とし、住民避難を

主軸にした対策を構築し、津波避難体制の整備を進めていきます。 

(2) 想定地震
検討対象地震 説  明 最大津波到達高等 

（茅ヶ崎市） 

津波浸水想定

図の対象地震

※ 

①相模トラフ沿いの

海溝型地震（西側モデ

ル）

（説明文 略） （略） 〇 

②相模トラフ沿いの

海溝型地震（中央型モ

デル）

（説明文 略） （略） 〇 

③西相模灘地震 （説明文 略） （略） 

④大正関東地震 （説明文 略） （略） 

⑤元禄関東地震 （説明文 略） （略） 〇 

⑥元禄関東地震と国

府津-松田断層帯の連

動地震

（説明文 略） （略） 〇 

⑦慶長型地震 （説明文 略） （略） 〇 

２ 津波想定 

(1) 新たな津波浸水予測図の地震・津波の考え方

新たな津波対策においては、平成２３年９月に中央防災会議「東北地方

太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」により示

された最大クラスの津波対策の考え方に基づき、将来発生すると予想され

る津波のレベルを２段階に分け、各種対策を講じることとされました。 

概ね数百年から千年に１回程度発生する「発生頻度は極めて低いが、発

生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波」と、概ね数十年から百

数十年に１回程度発生する「発生頻度は高いものの津波高は低く海岸保全

施設等の整備を行う上で検証の対象とする津波」に分け、最大クラスの津

波については、住民避難を主軸にした対策を構築し、避難体制の整備を進

めていきます。 

  （略） 

(2) 想定地震
検討対象地震 説  明 最大津波到達高等 

（茅ヶ崎市） 

①相模トラフ沿いの

海溝型地震（西側モデ

ル）

（説明文 略） （略） 

②相模トラフ沿いの

海溝型地震（中央型モ

デル）

（説明文 略） （略） 

③西相模灘地震 （説明文 略） （略） 

④大正関東地震 （説明文 略） （略） 

⑤元禄関東地震 （説明文 略） （略） 

⑥元禄関東地震と国

府津-松田断層帯の連

動地震

（説明文 略） （略） 

⑦慶長型地震 （説明文 略） （略） 

⑧明応型地震 （説明文 略） （略） 
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⑧明応型地震 （説明文 略） （略） 

 

 

⑨神奈川県西部地震 （説明文 略） （略） 

 

 

  ※「津波高さ」または「浸水域」が最大で、津波浸水想定図の基になる想定地震。 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨神奈川県西部地震 （説明文 略） （略） 

 

 

 

 

 

３ 津波浸水予測図 

茅ヶ崎市津波ハザードマップ（平成２４年６月作成）では、平成２４年３

月３０日に県が示した津波浸水予測図をもとに、本市に甚大な被害をもたら

すと予測されている慶長型地震、元禄型関東地震と神縄・国府津－松田断層

帯地震の連動型地震南関東地震の浸水予測図を重ね合わせ、本市の最大の浸

水深・区域を示しています。 

なお、市は、平成２７年３月３１日に神奈川県が示した新たな津波浸水予

測図をもとに、今後津波ハザードマップを改訂します。 
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第１章 地震災害対策の計画的な推進 

第５節 地震災害対策計画の推進主体とその役割 

災害発生時には、市、防災関係機関、市民及び企業等が一致団結して連携し

た応急対策活動を行うことが重要です。迅速かつ円滑に応急対策活動を実施す

るため、それぞれの役割や責任を明確化し、災害対策基本法に基づいた、協力・

Ｐ１４ 

第１章 地震災害対策の計画的な推進 

第５節 地震災害対策計画の推進主体とその役割 

 災害発生時には、市、防災関係機関、市民及び企業等が一致団結して連携した

応急対策活動を行うことが重要です。迅速かつ円滑に応急対策活動を実施するた

め、それぞれの役割や責任を明確化し、災害対策基本法に基づいた、協力・支援
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支援体制を確立した上で、平常時からの予防対策や災害時の応急対策活動等の

連携強化を図りつつ、各種対策を実施するものとします。 

（略） 

第２ 防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

２ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

（略） 

（2）電信電話機関（ＮＴＴ東日本株式会社神奈川事業部、ＮＴＴドコモビ

ジネス株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ神奈川支店）

（略） 

体制を確立した上で、平常時からの予防対策、災害時の応急対策活動等、各種対

策を実施するものとします。 

（略） 

第２ 防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

２ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

（略） 

（2）電信電話機関（東日本電信電話株式会社神奈川事業部、エヌ・ティ・

ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ド

コモ神奈川支店）

（略）

第１章 地震災害対策の計画的な推進 

第８節 東日本大震災の教訓と継承  

第３ 帰宅困難者対策  

東日本大震災では、都内で鉄道等公共交通機関が運行停止となり、多数の

帰宅困難者がまちにあふれ、駅やその周辺には多くの人が滞留する等の混乱

が発生し、主要道路は、帰宅者の車等により大渋滞が起こり、交通機能が滞

りました。 

また、本市においても、ＪＲ東海道線やＪＲ相模線の運行停止により、約

６００人の帰宅困難者が発生しました。 

令和７年３月の神奈川県地震被害想定調査報告書では、県内で最大６０万

人を超える帰宅困難者が発生すると想定されており、本市でも１２，０００

人を超える帰宅困難者が生じるものと想定されています。 

（略） 

Ｐ２５ 

第１章 地震災害対策の計画的な推進 

第８節 東日本大震災の教訓と継承  

第３ 帰宅困難者対策 

東日本大震災では、都内で鉄道等公共交通機関が運行停止となり、多数の

帰宅困難者がまちにあふれ、駅やその周辺には多くの人が滞留する等の混乱

が発生し、主要道路は、帰宅者の車等により大渋滞が起こり、交通機能が滞

りました。 

また、本市においても、ＪＲ東海道線やＪＲ相模線の運行停止により、約

６００人の帰宅困難者が発生しました。 

平成２７年３月の神奈川県地震被害想定調査報告書では、県内で最大６０

万人を超える帰宅困難者が発生すると想定されており、本市でも６，０００

人を超える帰宅困難者が生じるものと想定されています。 

（略） 

第２章 災害に強い組織・人づくり 

第２節 防災知識の普及・啓発 

（略） 

第１ 市民等に対する防災知識の普及・啓発 企画政策部、くらし安心部、都

市部、保健所 

Ｐ３０ 

第２章 災害に強い組織・人づくり 

第２節 防災知識の普及・啓発 

（略） 

第１ 市民等に対する防災知識の普及・啓発 企画政策部、くらし安心部、都

市部 
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（略） 

 

（略） 

 

 

第２章 災害に強い組織・人づくり 

第４節 地域防災力の強化 

（略） 

【現状】 

○市には、現在１消防団本部と２２分団（定員４２７人）が組織され、４地区（茅

ヶ崎、鶴嶺、松林、小出）に分かれて活動を行っています。（令和７年４月１

日現在） 

○市内には、令和７年４月現在、１３５自主防災組織が結成され、各組織では、

防災訓練の企画、実施、活動に必要な資機材の整備、活動マニュアルの作成等

に取り組んでおり、市は、その活動を支援しています。 

○市は、平成１３年度より、地域防災の担い手となる防災リーダーの養成研修を

実施しており、令和８年２月現在、○，○○○名（うち女性○○○名）の防災

リーダーが自主防災組織等で活動しています。 

（略） 

第１ 消防団の強化 消防本部、消防団 

（略） 

３ 消防団の訓練・研修 

   市は、地域防災力の中核である消防団の応急対応能力の向上を図るため、

消防団員の能力（知識や技能、判断力など）及び資質を高める各種訓練に取

り組み、更なる消防力の強化、ひいては地域防災力の強化に努めます。 

また、消防団は自主防災組織や防災士等の多様な主体と連携して訓練を実

施することで、地域防災力の強化に努めます。 

（略） 

Ｐ３５ 

第２章 災害に強い組織・人づくり 

第４節 地域防災力の強化 

（略） 

【現状】 

○市には、現在１消防団本部と２２分団（定員４２７人）が組織され、４地区（茅

ヶ崎、鶴嶺、松林、小出）に分かれて活動を行っています。（令和６年４月１

日現在） 

○市内には、令和６年４月現在、１３５自主防災組織が結成され、各組織では、

防災訓練の企画、実施、活動に必要な資機材の整備、活動マニュアルの作成等

に取り組んでおり、市は、その活動を支援しています。 

○市は、平成１３年度より、地域防災の担い手となる防災リーダーの養成研修を

実施しており、令和７年２月現在、２，７５４名（うち女性７９５名）の防災

リーダーが自主防災組織等で活動しています。 

（略） 

第１ 消防団の強化 消防本部、消防団 

 （略） 

３ 消防団の訓練・研修 

   市は、地域防災力の中核である消防団の応急対応能力の向上を図るため、

消防団員の能力（知識や技能、判断力など）及び資質を高める各種訓練に取

り組み、更なる消防力の強化、ひいては地域防災力の強化に努めます。 

また、消防団は自主防災組織等と連携して訓練を実施することで、地域防

災力の強化に努めます。 

（略） 

 

第２章 災害に強い組織・人づくり 

第６節 防災訓練の実施 

（略） 

【現状】 

○市は、防災関係機関との協力連携のもと、災害対策本部運営訓練、津波対策訓

Ｐ４２ 

第２章 災害に強い組織・人づくり 

第６節 防災訓練の実施 

（略） 

【現状】 

○市は、防災関係機関との協力連携のもと、災害対策本部運営訓練、消防防災フ

29



 

 

 

新 旧 

練、消防防災フェスティバル、通信訓練等を実施しています。 

○略 

 

【課題】 

○略 

○略 

○略 

○略 

○略 

○津波対策訓練の実施にあたり、市民等の津波への意識向上及び避難行動の促進

を図るとともに、避難情報の受伝達手段体制の整備や実践的な訓練の実施が必

要です。 

○略 

（略） 

 

第７ 災害警備訓練 茅ケ崎警察署 

   警察は、南海トラフ地震臨時情報発表時及び地震災害発生時における災害

警備活動の円滑な遂行を図るため、警備要員の招集、救出救助、交通規制等

の訓練を実施します。 

 

第８ 津波対策訓練 くらし安心部、経済部、横須賀海上保安部湘南海上保安    

  署、自主防災組織 

 １ 津波対策訓練の実施 

   市は、津波に対する住民の自主的な避難行動や、津波に対する意識啓発を

図るため、防災関係機関や津波一時退避場所の指定先等と連携し、海浜利用

者や周辺自治会等の参加の下、津波情報収集伝達訓練や津波避難訓練を実施

します。 

また、自主防災組織は、市の津波対策訓練に積極的に参加するとともに、

地域の特性に応じた実践的な避難訓練の実施に努めます。 

（略） 

ェスティバル、通信訓練等を実施しています。 

○略 

 

【課題】 

○略 

○略 

○略 

○略 

○略 

○（新設） 

 

 

○略 

（略） 

 

第７ 災害警備訓練 茅ケ崎警察署 

   警察は、南海トラフ地震臨時情報発表及び地震災害発生時における災害警

備活動の円滑な遂行を図るため、警備要員の招集、救出救助、交通規制等の

訓練を実施します。 

 

第８ 津波対策訓練 くらし安心部、経済部、横須賀海上保安部湘南海上保安    

  署 

 １ 津波対策訓練の実施 

   市は、津波に対する住民の自主的な避難行動、津波に対する意識啓発を図

るため、防災関係機関や津波一時退避場所協定締結先等と連携し、海浜利用

者や周辺自治会等の参加の下、津波に関する情報伝達訓練や避難訓練を実施

します。 

また、自主防災組織は、市の津波対策訓練に積極的に参加するとともに、

地域の特性に応じた実践的な避難訓練の実施に努めます。 

（略） 

 

第３章 災害に強いまちづくり 

Ｐ４７ 

第３章 災害に強いまちづくり 
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第１節 防災空間の確保 

（略） 

第３ 避難場所等の指定 くらし安心部、市民部、経済部、文化スポーツ部、

福祉部、教育総務部、教育推進部 

（略） 

１ 指定緊急避難場所の指定 

（略） 

(2) 津波

津波から身を守るための避難先として、耐震基準等を満たすとともに、

津波避難対象地域の区域外で、その近傍にある施設を指定します。 

ア 茅ヶ崎市津波ハザードマップに示された津波浸水想定区域外にある

施設 

イ 想定される津波に対して安全な構造であるとともに、津波浸水想定区

域内であっても想定水位以上の高さに避難スペースがあり、かつ当該ス

ペースまでの有効な避難経路があること。 

（略） 

３ その他の避難所等の確保 

  （略） 

(2) 津波一時退避場所

津波から身を守るためには、津波の高さより高い場所へ迅速に避難する

ことが重要です。特に本市から震源が近い地震の場合は、地震発生後間も

なく津波が襲来することが想定され、津波から迅速に避難する場所を確保

する必要があります。 

本市の地形は、比較的平坦であり、地形を利用した避難場所の確保は困

難な状況です。そのため、市は、津波からの一時的な退避場所を確保する

ため、市内の中高層建物の所有者等との協定締結を進めるとともに、必要

な防災用備蓄資機材等の整備に努めます。 

（略） 

第１節 防災空間の確保 

（略） 

第３ 避難場所等の指定 くらし安心部、市民部、経済部、文化スポーツ部、

福祉部、教育総務部、教育推進部 

（略） 

１ 指定緊急避難場所の指定 

（略） 

(2) 津波

津波から身を守るための避難先として、耐震基準等を満たすとともに、

次のいずれかの基準に適合する施設を指定します。 

ア 茅ヶ崎市津波ハザードマップに示された津波浸水想定区域外にある

施設 

イ 想定される津波に対して安全な構造であるとともに、津波浸水想定区

域内であっても想定水位以上の高さに避難スペースがあり、かつ当該ス

ペースまでの有効な避難経路があること。 

（略） 

３ その他の避難所等の確保 

（略） 

(2) 津波一時退避場所

津波から身を守るためには、津波の高さより高い場所へ迅速に避難する

ことが重要です。特に本市から震源が近い地震の場合は、地震発生後間も

なく津波が襲来することが想定され、津波から迅速に避難する場所を確保

する必要があります。 

本市の地形は、比較的平坦であり、地形を利用した避難場所の確保は困

難な状況です。そのため、市は、津波からの一時的な退避場所を確保する

ため、市内の中高層建物の所有者等との協定締結を進めるとともに、必要

な防災用備蓄資機材等の整備に努めます。 

（略） 

第４章 平常時の対策 

第１節 災害対策本部機能の強化 

Ｐ６３ 

第４章 平常時の対策 

第１節 災害対策本部機能の強化 
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【現状】 

○略

○市は、防災関係機関と連携の強化を図るため、関係機関参加のもと、災害対

策本部運営訓練、津波対策訓練、消防防災フェスティバル、災害情報受伝達

訓練等を実施しています。

（略） 

【現状】 

○略

○市は、防災関係機関と連携の強化を図るため、関係機関参加のもと、災害対

策本部運営訓練、消防防災フェスティバル、災害情報受伝達訓練等を実施し

ています。

（略） 

第４章 平常時の対策 

第４節 医療救護・保健活動体制の充実 

【現状】 

○略

○略

○神奈川県災害時保健医療救護計画により、市立病院は災害拠点病院として、

茅ヶ崎徳洲会病院、湘南東部総合病院は災害協力病院として位置づけられて

います。

○略

○略

○略

○略

○令和○年○月時点で、市内に特定医療費（指定難病）医療受給者が ○，○○

○人おり、保健師等が患者・家族の支援を行っています。また、人工呼吸器

を装着している方の災害時個別支援計画の作成を進めています。

○略

○略

○略

（略）

第５ 茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議の開催 保健所 

災害時に、速やかに会議を開催し、医療救護活動に関する情報共有、調

整等を図れるよう、平時から災害時医療救護活動の推進に必要となる事項

の意見交換、情報共有等を行うとともに、必要な訓練等を企画、実施しま

Ｐ６９ 

第４章 平常時の対策 

第４節 医療救護・保健活動体制の充実 

【現状】 

○略

○略

○神奈川県保健医療救護計画により、市立病院は災害拠点病院として、茅ヶ崎

徳洲会病院、湘南東部総合病院は災害協力病院として位置づけられています。 

○略

○略

○略

○略

○令和６年３月時点で、市内に特定医療費（指定難病）医療受給者が １，８４

３人おり、保健師等が患者・家族の支援を行っています。また、人工呼吸器

を装着している方の災害時個別支援計画の作成を進めています。

○略

○略

○略

（略）

第５ 茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議の開催 保健所 

災害時に、速やかに会議を開催し、医療救護活動に関する情報共有、調

整等を図れるよう、平時から災害時医療救護活動の推進に必要となる事項

の意見交換、情報共有等を行うとともに、必要な訓練等を企画、実施しま
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す。 

また、県保健医療福祉調整本部との連絡体制を強化します。 

（略） 

す。 

また、県保健医療調整本部との連絡体制を強化します。 

（略） 

 

第４章 平常時の対策 

第５節 津波対策 

【現状】 

○市は、神奈川県が平成２７年３月３１日に作成した津波浸水想定を基に津波

ハザードマップを作成し、浸水想定区域や基準水位、避難方法等について周知

しています。 

○略 

○略 

 

（略） 

【取り組みの方向】 

第１ 津波に関する防災知識の普及・啓発 くらし安心部、経済部、自主防災

組織 

（略） 

１ 津波ハザードマップを活用した避難方法等の周知・啓発 

市は、国や県の最新の知見等を踏まえた津波ハザードマップを作成し、

市民等に配布することにより、津波が発生した場合の浸水想定区域や基準

水位、避難方法等の周知・啓発に努めます。 

 

第２ 津波情報伝達体制の整備 くらし安心部、消防本部、消防団 

１ 津波情報伝達体制の確立 

市及び防災関係機関は、全国瞬時警報システム、防災行政用無線、広報

車、消防車両等、多様な情報伝達手段を活用した津波情報の伝達体制及び

避難対策の充実を図り、災害時に市民や海浜利用者等が迅速かつ安全な避

難を実施できるよう、速やかに避難指示を発令する体制を確立します。 

また、日本サーフィン連盟（ＮＳＡ）湘南茅ヶ崎支部等の協力による津

波フラッグの掲示等、視覚に訴える情報伝達を図ります。 

 

Ｐ７２ 

第４章 平常時の対策 

第５節 津波対策 

【現状】 

○市は、神奈川県が作成した津波浸水予測図を基に津波ハザードマップを作成

し、浸水想定区域や避難方法等について周知しています。 

 

○略 

○略 

 

（略） 

【取り組みの方向】 

第１ 津波に関する防災知識の普及・啓発 くらし安心部、経済部、自主防災

組織 

（略） 

１ 津波ハザードマップの作成及び配布 

市は、県が作成した津波浸水予測図に基づき、津波ハザードマップを作

成し、市民等に配布することにより、津波が発生した場合の浸水想定区域

や避難方法等の周知・啓発に努めます。 

 

 

第２ 津波情報伝達体制の整備 くらし安心部、消防本部、消防団 

１ 津波情報伝達体制の確立 

市及び防災関係機関は、全国瞬時警報システム、防災行政用無線、広報

車、消防車両等、多様な情報伝達手段を活用した津波情報の伝達体制及び

避難対策の充実を図り、災害時に市民が迅速かつ安全な避難を実施できる

よう、速やかに避難指示を発令する体制を確立します。 

また、日本サーフィン連盟（ＮＳＡ）湘南茅ヶ崎支部等の協力による津

波フラッグの掲示等、視覚に訴える情報伝達を図ります。 
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第３ 津波避難対策 くらし安心部 

 １ 茅ヶ崎市津波避難計画の策定 

   市は、津波対策の推進に関する法律に基づき、市民等の津波避難行動の

考え方や市の津波対策の体制など、市民等の迅速かつ円滑な避難を確保す

るために必要な事項を定めた津波避難計画を策定します。 

   津波避難計画は、県の津波浸水想定の見直しや津波避難訓練で明らかに

なった課題、社会的条件の変化等を踏まえ、必要に応じて見直します。 

 

第４ 要配慮者の津波避難対策 くらし安心部、福祉部、こども育成部、消防

本部、保健所、教育総務部、教育推進部、要配慮者利用施設、配備職員、自

主防災組織 

 １ 避難情報等の発令体制の整備 

   市は、津波からの避難の必要性があると認めるときは、要配慮者等、特

に避難行動に時間を要する者に対して、避難情報等を的確に発令できるよ

う、その体制を整備します。 

   また、避難支援の関係者に対する関連情報の提供体制についても整備し

ます。 

２ 要配慮者利用施設に対する津波注意報等に関する情報等の伝達体制の整

備 

   市は、津波防災地域づくりに関する法律第５３条に基づき定める、津波

災害警戒区域内における社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として

防災上の配慮を要する者が利用する施設（以下「要配慮者利用施設」とい

う。)でその利用者の迅速かつ円滑な避難の確保を図る必要があると認める

要配慮者利用施設（以下、「本計画資料編に定める要配慮者利用施設」とい

う。）の所有者又は管理者に対し、津波注意報等に関する情報等を伝達する

ため、その体制を整備します。 

(1) 要配慮者利用施設等の範囲 

要配慮者施設の 

範囲 

１ 高齢者施設、保護施設、児童福祉施設、障がい児・

者施設等の社会福祉施設 （※１） 

２ 病院、診療所の医療施設（有床に限る。） 

３ 幼稚園及び学校（小学校、中学校、高等学校、特

別支援学校） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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前記「要配慮者利用施設の範囲」表中（※１）の、具体的な施設の種類

は、概ね次のとおりとします。 

高齢者施設 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホ

ーム、ケアハウス、老人短期入所施設、老人福祉セ

ンター、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、

有料老人ホーム、高齢者保養研修施設、認知症高齢

者グループホーム、老人デイサービスセンター、複

合型サービス 

保護施設 救護施設、更生施設、医療保護施設 

児童福祉施設等 保育園、認可外保育施設、助産施設、乳児院、母子

生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療

施設、児童自立支援施設、児童更正施設、児童家庭

支援センター 、放課後児童クラブ、盲・ろうあ児施

設、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事

業所 

障がい児・者施 

設等 

生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事

業所、就労継続支援事業所、施設入所支援事業所、

地域活動支援センター、障害者小規模通所施設、身

体障害者福祉センター、障害者更生センター、補装

具製作施設、点字図書館、聴覚障害者情報提供施設、

知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲児施設、

難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設、肢体不自由

児通園施設、重症心身障害児施設、知的障害者小規

模通所授産施設、福祉ホーム、障害者ショートステ

イセンター、中途障害者地域活動センター、障害者

地域活動ホーム、総合リハビリテーションセンター、

地域療育センター、障害者グループホーム 

その他社会福祉 

施設 

社会福祉センター、地域ケアプラザ、福祉保健活動

拠点、福祉保健研修交流センター、福祉機器支援セ

ンター、無料低額診療施設、隣保館、宿泊施設、地

域子育て支援拠点 

３ 避難誘導体制の整備 
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市は、要配慮者に対する避難誘導を的確に行うため、自主防災組織と連

携を図ります。 

４ 要配慮者利用施設利用者の避難確保体制の整備 

津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、利用者

の避難確保の体制整備を図ります。 

第５ 要配慮者利用施設における安全確保 くらし安心部、要配慮者利用施設

所管部、要配慮者利用施設 

津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設は、その利用者の安全確保を図

るとともに、施設そのものの災害に対する安全性を高めることが重要です。 

１ 安全確保対策 

(1) 要配慮者施設の安全対策

  市は、要配慮者利用施設について、できるだけ浸水の危険性が低い場

所に立地するように整備するものとし、やむを得ず設置する場合は、施

設の耐浪化、非常電源の設置場所の工夫、必要な物資の備蓄など防災力

の向上を図るよう努めます。 

(2) 防災教育・訓練の充実

施設管理者は、職員や利用者が津波発生時の安全確保に必要な基礎的

知識を習得するために、定期的に防災教育を実施します。また、職員や

利用者が災害時の切迫した状況下でも適切な行動が取れるよう、各施設

の構造や利用者の状況に応じた防災訓練を定期的に実施します。 

２ 避難確保計画の作成 

本計画資料編に定める要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、津波防

災地域づくりに関する法律第７１条に基づき、利用者の円滑かつ迅速な避

難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画の作成（以下

「避難確保計画」という。）等を行います。 

(1) 避難確保計画の作成

本計画資料編に定める要配慮者利用施設は、津波防災地域づくりに関

する法律第７１条に基づき、次に掲げる内容を定めた避難確保計画を作

成します。 

ア 津波の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項

イ 津波の発生時における避難促進施設の利用者の避難の誘導に関する

（新設） 
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事項 

ウ 津波の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教

育の実施に関する事項 

エ その他、避難促進施設の利用者の津波の発生時の円滑かつ迅速な避

難の確保を図るために必要な措置に関する事項 

(2) 避難訓練の実施

当該要配慮者利用施設は、津波防災地域づくりに関する法律第７１条

の２に基づき、避難確保計画に定める避難誘導等に関する訓練を実施し

ます。 

３ 避難確保計画の作成等に係る支援・点検体制 

(1) 避難確保計画作成に係る支援・点検体制

国、県、市は、協力・連携し、「避難確保計画の作成・活用の手引き(令

和４年３月 国土交通省 水管理・国土保全局)」を参考とした避難確保計

画の作成支援・点検等の体制を構築します。 

(2) 避難確保計画作成に係る勧告

市は、津波防災地域づくりに関する法律第７１条の３に基づき、本計

画資料編に定める要配慮者利用施設のうち避難確保計画を作成していな

い場合において、必要があると認めるときは、所有者又は管理者に対し、

避難確保計画の作成を促すため、必要な指示を行います。 

第６ 津波防護施設及び設備の整備 くらし安心部、消防本部 

市及び県は、沿岸住民、海浜利用者の安全確保を第一に考え、地域の特

性、景観、利用実態に合わせた、津波防護施設の整備を計画的に進めます。 

１ 津波一時退避場所の確保 

津波から身を守るためには、基準水位より高い場所へ迅速に避難するこ

とが重要です。特に本市から震源が近い地震の場合は、地震発生後間もな

く津波が襲来することが想定されます。迅速に津波から避難する場所が必

要となりますが、本市の地形は、比較的平坦であり地形を利用した避難場

所の確保は困難な状況です。 

このため、市は、避難対象地域及びその近傍の中高層建物の所有者等に

協力を求め、津波襲来時の一時退避場所の確保に努めます。 

また、避難対象地域及びその近傍に位置する自主防災組織は、地域内の

第３ 津波防災施設及び設備の整備 くらし安心部、消防本部 

市及び県は、沿岸住民、海浜利用者の安全確保を第一に考え、地域の特

性、景観、利用実態に合わせた、津波防災施設の整備を計画的に進めます。 

１ 津波一時退避場所の確保 

津波から身を守るためには、津波の高さより高い場所へ迅速に避難する

ことが重要です。特に本市から震源が近い地震の場合は、地震発生後間も

なく津波が襲来することが想定されます。迅速に津波から避難する場所が

必要となりますが、本市の地形は、比較的平坦であり地形を利用した避難

場所の確保は困難な状況です。 

このため、市は、市内の中高層建物の所有者等に協力を求め、津波襲来

時の一時退避場所の確保に努めます。 

また、自主防災組織は、地域内のマンション等、避難に有効な高層建造
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マンション等、避難に有効な高層建造物について市へ情報提供を行うとと

もに、地域としての働きかけ等を積極的に行い、市と連携し、津波一時退

避場所の拡充に努めます。 

（略） 

物について市へ情報提供を行うとともに、地域としての働きかけ等を積極

的に行い、市と連携し、津波一時退避場所の拡充に努めます。 

（略） 

 

 

第４章 平常時の対策 

第６節 避難対策 

【現状】 

○ 略 

○市は、災害の種別に応じた指定緊急避難場所や指定一般避難所、指定福祉避

難所を災害対策基本法に基づき指定しています。 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 能登半島地震では、キッチンカーやトイレカー、ランドリーカー等の災害対

応車両による温かい食事や快適なトイレ等の提供を通じて、避難生活環境の

改善が図られました。国は、能登半島地震を踏まえて、令和７年６月に「災

害対応車両登録制度」を構築し、災害対応車両を平時から登録・データベー

ス化することで発災時に迅速に車両が提供される取り組みを進めています。 

 

【課題】 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 発災時に災害登録車両の迅速かつ円滑な受け入れを実施することで、避難所

の質的な向上を図る必要があります。 

（略） 

Ｐ７４ 

第４章 平常時の対策 

第６節 避難対策 

【現状】 

○ 略 

○市は、災害の種別に応じた指定緊急避難場所や指定避難所を災害対策基本法

に基づき指定しています。 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

（新規） 

 

 

 

 

 

【課題】 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

（新規） 

 

（略） 
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第２ 避難所運営体制の強化 くらし安心部、文化スポーツ部、保健所、配備

職員、自主防災組織 

（略） 

３ 男女共同参画等の視点に配慮した生活環境の確保 

「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」（平成２５年６月、

内閣府男女共同参画局）や「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイド

ライン」（令和２年５月、内閣府男女共同参画局）を踏まえた男女のニーズ

の違いのほか、多様な主体のニーズに配慮した避難所運営となるよう、次

の項目を避難所運営マニュアルに位置づけます。 

(1) 男女のニーズに関する配慮 

 ア 女性や子育て家庭の避難所運営委員会への参画 

 イ 女性や子どもに対する暴力等の予防のための取組 

 ウ 男女別の更衣室、物干し場、入浴施設、トイレ 

 エ 授乳室等の整備 

  (2) 良好な生活環境 

ア プライバシーの確保の工夫 

   イ ユニバーサルデザイン（男女共用）や快適なトイレの設置 

   ウ 相談スペースや学習スペース等の確保 

（略） 

 

第６ 災害対応車両の受け入れ体制の整備 くらし安心部 

１ 災害対応車両の受け入れに向けた情報収集 

   市は、避難所及び避難生活の質の向上を実現するため、災害対応車両検

索システム（Ｄ－ＴＲＡＣＥ）を活用し、平常時からキャンピングカーや

トレーラーハウス、シャワーカー等の避難生活の環境改善に資する車両情

報の収集に努めます。 

 ２ 災害対応車両の受け入れ体制の整備 

   市は、災害対応車両の円滑な受け入れができるよう、必要とする車両や

その要請の方法・手順、配置する拠点、付随する必要な資機材等の検討を

行います。 

 

 

第２ 避難所運営体制の強化 くらし安心部、文化スポーツ部、保健所、配備

職員、自主防災組織 

 （略） 

３ 男女共同参画の視点に配慮した生活環境の確保 

「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」（平成２５年６月、

内閣府男女共同参画局）や「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイド

ライン」（令和２年５月、内閣府男女共同参画局）を踏まえ、男女のニーズ

の違い等、男女共同参画の視点に配慮した避難所運営となるよう女性の避

難所運営委員会への参画、女性や子どもに対する暴力等の予防のための取

組や、プライバシーの確保の工夫、男女別の更衣室や物干し場、入浴施設、 

トイレの男女別の設置やユニバーサルデザイン（男女共用）のトイレの設

置 、授乳室等の整備、女性用物資の配布方法等の配慮、安心して相談等の

できるスペースの確保等について避難所運営マニュアルに位置づけます。 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39



 

 

 

新 旧 

第７ 応急仮設住宅の整備 くらし安心部、都市部、建設部 

（略） 

 

第８ 避難計画の策定 くらし安心部 

（略） 

 

第６ 応急仮設住宅の整備 くらし安心部、都市部、建設部 

（略） 

 

第７ 避難計画の策定 くらし安心部 

（略） 

 

第４章 平常時の対策 

第７節 帰宅困難者対策 

【現状】 

○神奈川県の地震被害想定調査結果では、冬の１８時に想定地震が発生した場

合には、本市で１２，０００人を超える帰宅困難者が発生すると想定されて

います。 

（略） 

Ｐ７７ 

第４章 平常時の対策 

第７節 帰宅困難者対策 

【現状】 

○神奈川県の地震被害想定調査結果では、冬の１８時に想定地震が発生した場

合には、本市で６，０００人を超える帰宅困難者が発生すると想定されてい

ます。 

（略） 

 

第４章 平常時の対策 

第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給対策 

【現状】 

○市は、災害に備え、乾燥米飯や毛布、トイレ、簡易ベッド、入浴設備等の物

資を災害時に避難所となる公立小・中学校や総合体育館、茅ヶ崎公園野球場

及び北部備蓄倉庫等に備蓄しています。 

 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

 

【課題】 

○市は、必要となる備蓄量の推計及びその確保に努めるとともに、備蓄物資を

計画的に更新する必要があります。また、季節性を考慮し、要配慮者等に配

Ｐ８１ 

第４章 平常時の対策 

第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給対策 

【現状】 

○市は、災害に備え、乾燥米飯、毛布及びトイレ等を災害時に避難所となる公

立小・中学校や総合体育館、茅ヶ崎公園野球場及び北部備蓄倉庫等に備蓄し

ています。 

 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

○ 略 

 

【課題】 

○市は、備蓄物資を計画的に更新するとともに、季節性を考慮し、要配慮者等

に配慮した備蓄を進める必要があります。 
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慮した物資を備蓄する必要があります。 

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

【取り組みの方向】 

第１ 飲料水の備蓄及び確保 くらし安心部、文化スポーツ部、建設部、下水

道河川部、教育総務部、県企業庁茅ケ崎水道営業所 

（略） 

２ 飲料水の確保 

(1) 略

(2) 市は、応急給水用の飲料水袋、給水タンク、ろ過装置等の防災用資機

材の整備に努めるとともに、取扱方法の周知に努めます。 

(3) 神奈川県企業庁茅ケ崎水道営業所（以下「水道営業所」という。）は、

飲料水の調達体制を整備するとともに、市と受け入れに関する調整を行

います。 

３ 配水池からの給水 

水道営業所は、断水時における配水池からの給水方法や輸送ルート等に

ついて検討します。 

（略） 

第５ 防災に必要な物資の公表 くらし安心部 

市は、防災に必要な物資の数量について、年１回、市ホームページで公

表します。 

第６ 自己備蓄の推進 くらし安心部 

（略） 

第７ 防災備蓄倉庫の管理 くらし安心部 

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

【取り組みの方向】 

第１ 飲料水の備蓄及び確保 くらし安心部、文化スポーツ部、建設部、下水

道河川部、教育総務部 

（略） 

２ 飲料水の確保 

(1) 略

(2) 市は、神奈川県企業庁茅ケ崎水道営業所（以下「水道営業所」という。）

や協定を締結する民間施設等からの飲料水の調達体制を整備します。

(3) 市は、応急給水用として飲料水袋、給水タンク、ろ過装置等の防災用

資機材の整備に努めるとともに、取扱方法の周知に努めます。 

３ 配水池からの給水 

市は、断水時の配水池からの給水方法等について、体制を整えます。 

（略） 

（新設） 

第５ 自己備蓄の推進 くらし安心部 

（略） 

第６ 防災備蓄倉庫の管理 くらし安心部 
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（略） 

 

第８ 物資供給体制の整備 くらし安心部、経済部、神奈川県トラック協会 

（略） 

 ４ 物資拠点および効率的な運営体制の確保 

   市は、救援物資を迅速かつ効率的に輸送するため、物資拠点から避難所

等までの輸送手段を含めた体制が速やかに確保できるよう、あらかじめ、

適切な物資拠点を選定しておきます。 

   また、物資拠点の効率的な運営を実現するため、運送事業者等と協定を

締結し、運営に必要な人員や資機材、車両等の確保に努めます。 

（略） 

（略） 

 

第７ 物資供給体制の整備 くらし安心部、経済部、神奈川県トラック協会 

（略） 

 ４ 物資拠点および効率的な運営体制の確保 

   市は、救援物資を迅速かつ効率的に輸送するため、物資拠点から避難所

等までの輸送手段を含めた体制が速やかに確保できるよう、あらかじめ、

適切な物資拠点を選定しておきます。 

   また、物資拠点の効率的な運営を実現するため、運送事業者等と協定を

締結し、運営に必要な人員や資機材等の確保に努めます。 

（略） 

 

第４章 平常時の対策 

第１０節 教育・保育対策 

【現状】 

○略 

○略 

○略 

○市には指定等文化財として、令和○年○月○日時点で国指定○件、県指定○件、

市指定○○件、国登録○件の文化財があるほか、博物館などの施設には未指定

の文化財が収蔵されています。文化財パトロールなどを通じて、文化財の情報

の把握に努めています。 

（略） 

Ｐ８４ 

第４章 平常時の対策 

第１０節 教育・保育対策 

【現状】 

○略 

○略 

○略 

○市には指定等文化財として、令和６年３月７日時点で国指定５件、県指定９件、

市指定３１件、国登録６件の文化財があるほか、博物館などの施設には未指定

の文化財が収蔵されています。文化財パトロールなどを通じて、文化財の情報

の把握に努めています。 

（略） 

 

第４章 平常時の対策 

第１３節 ライフライン等の応急復旧対策 

（略） 

第７ 通信サービス ＮＴＴ東日本(株)神奈川事業部 

ＮＴＴ東日本(株)神奈川事業部は、災害等が発生又は発生するおそれがあ

る場合において、電気通信設備等の被害を防御し又は被害の拡大を防止する

ために、平時から応急用資機材及び災害対策機器の配備、復旧体制の整備に

努めます。 

Ｐ９０ 

第４章 平常時の対策 

第１３節 ライフライン等の応急復旧対策 

（略） 

第７ 通信サービス 東日本電信電話(株)神奈川事業部 

東日本電信電話(株)神奈川事業部は、災害等が発生又は発生するおそれが

ある場合において、電気通信設備等の被害を防御し又は被害の拡大を防止す

るために、平時から応急用資機材及び災害対策機器の配備、復旧体制の整備

に努めます。 
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また、災害時における通信量の増加を抑制するため、災害時の不要不急な

通信は控えるよう周知に努めます。 

（略） 

また、災害時における通信量の増加を抑制するため、災害時の不要不急な

通信は控えるよう周知に努めます。 

（略） 

 

第４章 平常時の対策 

第１７節 ボランティアの受入体制の充実強化 

【現状】 

○阪神・淡路大震災では、多くのボランティアやボランティア団体が活発に活動

し、ボランティア活動の重要性が社会に再認識されました。令和６年能登半島

地震では、発災直後から豊富な支援経験を有するボランティア団体が被災地で

様々な支援を実施し、被災地の人々の生活再建等に貢献してきました。 

○略 

○略 

〇国は、被災者援護協力団体制度を創設し、平素から登録団体の情報をデータベ

ースで広く公開することで、自治体とＮＰＯ・ボランティア団体との連携強化

の構築を図っています。 

 

【課題】 

○略 

○略 

○略 

○略 

○略 

〇発災時に被災者援護協力団体の迅速かつ円滑な受け入れを実施することで、避

難所生活の向上及び避難者の生活改善を図る必要があります。 

（略） 

 

第６ 被災者援護協力団体との連携 くらし安心部、各部 

 １ 被災者援護協力団体の受け入れに向けた情報収集 

   市は、発災時に被災者が専門性を活かした多様な支援を受けられるように

するため、被災者援護協力団体として登録されるＮＰＯ・ボランティア団体

の情報を活用し、平常時から各団体に関する情報の収集に努めます。 

Ｐ９６ 

第４章 平常時の対策 

第１７節 ボランティアの受入体制の充実強化 

【現状】 

○阪神・淡路大震災では、多くのボランティアやボランティア団体が活発に活動

し、ボランティア活動の重要性が社会に再認識され、その後発生した新潟県中

越沖地震や東日本大震災等の大災害においても災害救援を行うボランティア

活動等は被災地の人々の生活再建等に貢献してきました。 

○略 

○略 

（新規） 

 

 

 

【課題】 

○略 

○略 

○略 

○略 

○略 

（新設） 

 

（略） 

 

（新設） 
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２ 被災者援護協力団体の受け入れ体制の整備 

市は、専門性のある支援を迅速に受け入れられるよう、被災者援護協力団

体の受け入れに必要な拠点の選定やその要請の方法・手順、調整手段等の検

討を行います。 

第４章 平常時の対策 

第１８節 災害廃棄物等の処理対策 

【現状】 

○神奈川県による地震被害想定調査報告書では、本市においても最大で２００万

トンを超える災害廃棄物等の発生が想定されます。

（略） 

第３ 災害廃棄物等の処理・処分計画の策定等 環境部 

市は、神奈川県災害廃棄物処理計画（平成２９年３月 神奈川県）を踏ま

え、茅ヶ崎市災害廃棄物処理計画（令和２年３月）に基づき、災害によって

生じた災害廃棄物の一時保管場所となる仮置場の配置や災害廃棄物の処

理・処分を定める等、災害時における応急体制の整備に努めます。 

また、必要に応じて当該計画の見直しを行い、計画の実効性の向上に努め

ます。 

（略） 

Ｐ９８ 

第４章 平常時の対策 

第１８節 災害廃棄物等の処理対策 

【現状】 

○神奈川県による地震被害想定調査報告書では、本市においても最大で４００万

トンを超える災害廃棄物等の発生が想定されます。

（略） 

第３ 災害廃棄物等の処理・処分計画の策定等 環境部 

市は、神奈川県災害廃棄物処理計画（平成２９年３月 神奈川県）を踏ま

え、茅ヶ崎市災害廃棄物処理計画（令和２年３月）に基づき、災害によって

生じた災害廃棄物の一時保管場所となる仮置場の配置や災害廃棄物の処

理・処分を定める等、災害時における応急体制の整備に努めます。 

（略） 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１節 災害対策本部の設置及び運営 

（略） 

第１ 災害対策本部組織 統括調整部各班、くらし安心部 

（略） 

２ 災害対策本部 

  市長は、大規模な地震や火災、津波等の災害が発生し、又は発生するおそ

れがあるときは、災害対策基本法第２３条の２第１項に基づき、災害対策本

部を設置して事態に対処します。設置した場合、直ちに県及び防災関係機関

に通知するとともに、市庁舎入口に災害対策本部の掲示をします。 

Ｐ１０６ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１節 災害対策本部の設置及び運営 

（略） 

第１ 災害対策本部組織 統括調整部各班、くらし安心部 

（略） 

２ 災害対策本部 

  市長は、本市で震度５弱以上を観測したとき、大規模な地震による広域火

災が発生したとき、又は必要と認めたときは、災害対策基本法第２３条の２

第１項に基づき、災害対策本部を設置して事態に対処します。設置した場合、

直ちに県及び防災関係機関に通知するとともに、市庁舎入口に災害対策本部
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災害対策本部長（以下「本部長」という。）は市長とします。 

(1) 災害対策本部設置基準

災害対策本部は、災害対策基本法第２３条の２第１項の規定により市長

が必要と認めたときに設置します。設置基準はおおむね次のとおりです。 

ア 本市で震度５弱以上を観測したとき

イ 相模湾・三浦半島に大津波警報又は津波警報が発表されたとき

ウ 大規模な地震による広域火災が発生したとき

エ その他市長が必要と認めたとき

（略） 

４ 配備体制 

(1) 略

(2) 配備体制の一般基準は次のとおりです。

区分 種別 配備体制 配備時期 

災
害
対
策
本
部

設
置
前

事前配備 情報の収集及び連絡

体制をとるとともに、応

急対策準備に必要な職

員を配備する体制とす

る。 

１ 気象警報又は津波警

報若しくは津波注意報が

発表され、災害の発生する

おそれが予見されるとき。 

２ 本市で震度４を観測

したとき。 

３ 相模湾・三浦半島に津

波注意報が発表されたと

き。 

４ その他状況により必

要があるとき。 

災
害
対
策
本
部
設
置

後

第１号 

配備 

局地的な災害に直ち

に対処できる必要な職

員を動員する体制とす

る。 

市内に局地的な災害が

発生し、又は 発生するお

それが高いときで、本部長

が必要と認めたとき。 

第２号 

配備 

１ 第１号配備体制を

強化するとともに、拡大

しつつある災害に対処

１ 相模湾・三浦半島に津

波警報が発表されたとき。 

の掲示をします。 

災害対策本部長（以下「本部長」という。）は市長とします。 

(1) 災害対策本部設置基準

災害対策本部は、災害対策基本法第２３条の２第１項の規定により市長

が必要と認めたときに設置します。設置基準はおおむね次のとおりです。 

ア 本市で震度５弱以上を観測したとき

（新設）

イ 大規模な地震による広域火災が発生したとき

ウ その他市長が必要と認めたとき

（略） 

４ 配備体制 

(3) 略

(4) 配備体制の一般基準は次のとおりです。

区分 種別 配備体制 配備時期 

災
害
対
策
本
部

設
置
前

事前配備 情報の収集及び連絡

体制をとるとともに、応

急対策準備に必要な職

員を配備する体制とす

る。 

１ 気象警報又は津波警

報若しくは津波注意報が

発表され、災害の発生する

おそれが予見されるとき。 

２ 本市で震度４を観測

したとき。 

（新設） 

３ その他状況により必

要があるとき。 

災
害
対
策
本
部
設
置

後

第１号 

配備 

局地的な災害に直ち

に対処できる必要な職

員を動員する体制とす

る。 

市内に局地的な災害が

発生し、又は 発生するお

それが高いときで、本部長

が必要と認めたとき。 

第２号 

配備 

１ 第１号配備体制を

強化するとともに、拡大

しつつある災害に対処

（新設） 

45



 

 

 

新 旧 

できる体制とする。 

２ 第１号配備体制で

班員が一部動員された

班にあっては、班員の全

員を動員する。 

２ 市内の広域に災害が

拡大し、又は大規模な局地

的災害の発生が予見され、

本部長が必要と認めたと

き。 

第３号 

配備 

全職員をもって当た

る完全な体制とし、状況

により各班が直ちに活

動できる体制とする。 

１ 本市で震度５弱以上

を観測したとき。 

２ 相模湾・三浦半島に大

津波警報が発表されたと

き。 

３ 市内の全域に災害が

発生したとき。 

４ その他状況により本

部長が必要と認めたとき。 

 （略） 

できる体制とする。 

２ 第１号配備体制で

班員が一部動員された

班にあっては、班員の全

員を動員する。 

 

市内の広域に災害が拡大

し、又は大規模な局地的災

害の発生が予見され、本部

長が必要と認めたとき。 

第３号 

配備 

全職員をもって当た

る完全な体制とし、状況

により各班が直ちに活

動できる体制とする。 

１ 本市で震度５弱以上

を観測したとき。 

（新設） 

 

 

２ 市内の全域に災害が

発生したとき。 

３ その他状況により本

部長が必要と認めたとき。 

 （略） 

 

 

第５章 災害時の応急対策活動 

第２節 災害情報の受伝達 

（略） 

第２ 災害時の広報 総括・情報班、企画政策部、くらし安心部、消防部、防

災関係機関 

（略） 

 ２ 広報手段 

災害情報を広く確実に伝達するため、また、停電や機器・システム等に予

期せぬトラブル等があることも想定し、共通の情報を可能な限り多様な伝達

手段で伝達することとします。 

そのために、防災行政用無線等、情報の受け手側の能動的な操作を伴わず、

必要な情報が自動的に配信されるタイプの伝達手段であるＰＵＳＨ型の伝

達手段を活用します。ただし、ＰＵＳＨ型の伝達手段のうち、屋外拡声器を

用いた防災行政用無線（同報系）での伝達については、音声による伝達が難

しい面もあることから、戸別受信機、防災ラジオ、緊急速報メール、ちがさ

きメール配信サービス、ＬＩＮＥ等の屋内で受信可能な手段を組み合わせて

Ｐ１１０ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第２節 災害情報の受伝達 

（略） 

第２ 災害時の広報 総括・情報班、企画政策部、くらし安心部、消防部、防

災関係機関 

（略） 

 ２ 広報手段 

災害情報を広く確実に伝達するため、また、停電や機器・システム等に予

期せぬトラブル等があることも想定し、共通の情報を可能な限り多様な伝達

手段で伝達することとします。 

そのために、防災行政用無線等、情報の受け手側の能動的な操作を伴わず、

必要な情報が自動的に配信されるタイプの伝達手段であるＰＵＳＨ型の伝

達手段を活用します。ただし、ＰＵＳＨ型の伝達手段のうち、屋外拡声器を

用いた防災行政用無線（同報系）での伝達については、音声による伝達が難

しい面もあることから、戸別受信機、防災ラジオ、緊急速報メール、ちがさ

きメール配信サービス等の屋内で受信可能な手段を組み合わせて配信しま
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配信します。 

  （略） 

(1) 防災行政用無線、戸別受信機、防災ラジオ、Ｘ（旧ツイッター）、緊急

速報メール、ｔｖｋ（地上デジタル放送によるデータ文字放送）、防災ラ

ジオ、災害情報共有システム（Ｌアラート）※、ＬＩＮＥ等の即時性の高

い情報発信 

 （略） 

 

第４ 通信手段の確保 総括・情報班 

（略） 

 １ 災害時の通信連絡 

(1) 略 

(2) 加入電話を使用する場合には、回線の状況によりＮＴＴ東日本 (株)等が

指定した災害時優先電話を利用します。 

（略） 

第６ ＮＴＴ東日本(株)の措置 ＮＴＴ東日本(株)神奈川事業部 

ＮＴＴ東日本(株)は、災害時における通信ふくそうの緩和及び重要通信の

確保を図るため、次の措置をとります。 

（略） 

す。 

  （略） 

(1) 防災行政用無線、地域情報配信システム、Ｘ（旧ツイッター）、緊急速

報メール、ｔｖｋ（地上デジタル放送によるデータ文字放送）、防災ラジ

オ、災害情報共有システム（Ｌアラート）※等の即時性の高い情報発信 

 （略） 

 

 

第４ 通信手段の確保 総括・情報班 

（略） 

 １ 災害時の通信連絡 

(1) 略 

(2) 加入電話を使用する場合には、回線の状況により東日本電信電話(株)等が

指定した災害時優先電話を利用します。 

（略） 

第６ 東日本電信電話(株)の措置 東日本電信電話(株)神奈川事業部 

東日本電信電話(株)は、災害時における通信ふくそうの緩和及び重要通信

の確保を図るため、次の措置をとります。 

（略） 

 

 

第５章 災害時の応急対策活動 

第４節 医療救護・保健活動 

（略） 

第１ 市立病院の活動 市立病院部 

   市立病院は、災害拠点病院として、災害時における地域医療の中核的役割

を果たし、県保健医療福祉調整本部や医療機関、医療救護所と連携し、的確

な医療救護活動を実施します。 

１ 医療救護活動 

(1) 市立病院は、発災後直ちに院内状況等を調査しＥＭＩＳへ入力します。 

なお、被災が甚だしく医療機関としての活動が不可能な場合は、県保健

医療福祉調整本部、茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議及び同一ブロック

Ｐ１１８ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第４節 医療救護・保健活動 

（略） 

第１ 市立病院の活動 市立病院部 

   市立病院は、災害拠点病院として、災害時における地域医療の中核的役割

を果たし、県保健医療調整本部や医療機関、医療救護所と連携し、的確な医

療救護活動を実施します。 

 １ 医療救護活動 

(1) 市立病院は、発災後直ちに院内状況等を調査しＥＭＩＳへ入力します。 

なお、被災が甚だしく医療機関としての活動が不可能な場合は、県保健

医療調整本部、茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議及び同一ブロック（湘
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（湘南東部二次保健医療圏）内の他の災害拠点病院等に速やかにその旨を

報告します。 

(2) 略 

    (3) 略 

    (4) 市立病院は、県保健医療福祉調整本部と連携し、被災地内での医療救護

活動を実施するほか、ＤＭＡＴの派遣受援体制の整備や、重傷病者の広域

医療搬送等の広域的な連携による柔軟な医療救護活動を実施します。 

（略） 

 

第２ 災害協力病院の活動 災害協力病院 

災害協力病院は、災害拠点病院における対応に準じ、災害拠点病院のバッ

クアップ体制に参加し、傷病者等を受け入れるとともに医療救護活動に協力

します。 

災害協力病院の管理者は、発災後直ちに院内状況等を調査し、その結果に

ついてＥＭＩＳへ入力します。被災が甚だしく医療機関としての活動が不可

能な場合は、県保健医療福祉調整本部、茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議

及び二次保健医療圏内の災害拠点病院等に速やかにその旨を報告します。 

 

第３ 茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議の活動 保健所部 

（略） 

   (2) 県保健医療福祉調整本部に対し、必要となる保健医療活動チームのうち

都道府県医療救護班、ＪＭＡＴ（Japan Medical Association Team：日本

医師会災害医療チーム）、日本赤十字社救護班、ＪＤＡＴ（Japan Dental 

Alliance Team：日本災害歯科支援チーム）及び薬剤師チーム等（以下、

「都道府県医療救護班等」という。）の派遣、医薬品の確保、血液製剤の

供給等に関する要請を行うこと 

 

第４ 医療救護活動 救援物資対策班、保健医療対策班、保健所部、医療関係

団体、医療機関、薬品会社、消防部 

（略） 

 １ 医療救護活動体制 

災害状況に応じて、医療救護所の開設場所の選定や、医療関係団体への要

南東部二次保健医療圏）内の他の災害拠点病院等に速やかにその旨を報告

します。 

  (2) 略 

    (3) 略 

    (4) 市立病院は、県保健医療調整本部と連携し、被災地内での医療救護活動

を実施するほか、ＤＭＡＴの派遣受援体制の整備や、重傷病者の広域医療

搬送等の広域的な連携による柔軟な医療救護活動を実施します。 

（略） 

 

第２ 災害協力病院の活動 災害協力病院 

災害協力病院は、災害拠点病院における対応に準じ、災害拠点病院のバッ

クアップ体制に参加し、傷病者等を受け入れるとともに医療救護活動に協力

します。 

災害協力病院の管理者は、発災後直ちに院内状況等を調査し、その結果に

ついてＥＭＩＳへ入力します。被災が甚だしく医療機関としての活動が不可

能な場合は、県保健医療調整本部、茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議及び

二次保健医療圏内の災害拠点病院等に速やかにその旨を報告します。 

 

第３ 茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議の活動 保健所部 

（略） 

   (2) 県保健医療調整本部に対し、必要となる保健医療活動チームのうち都道

府県医療救護班、ＪＭＡＴ、日本赤十字社救護班及び薬剤師チーム（以下、

「都道府県医療救護班等」という。）の派遣、医薬品の確保、血液製剤の

供給等に関する要請を行うこと 

 

 

 

第４ 医療救護活動 救援物資対策班、保健医療対策班、保健所部、医療関係

団体、医療機関、薬品会社、消防部 

（略） 

 １ 医療救護活動体制 

災害状況に応じて、医療救護所の開設場所の選定や、医療関係団体への要

48



新 旧 

員の派遣要請を実施します。 

また、市内の医療機関の被災状況、診療状況を把握し、被災者や医療機関、

医療救護所に情報提供するとともに、医療機関や医療救護所の医療救護活動

を支援します。 

なお、市のみでは医療救護活動の実施が困難であると茅ヶ崎市・寒川町災

害医療対策会議が判断したときは、県保健医療福祉調整本部に対し、都道府

県医療救護班等の派遣要請を行います。 

市は、大規模災害が発生した場合、必要に応じて医療救護班を編成し、医

療救護所へ派遣します。 

（略） 

５ 医薬品等の確保 

（略） 

(1) 医薬品等の搬送

市は、救護所等で必要となる医薬品の搬送を行います。

【医薬品等の確保の基本的な流れ】 

出典 神奈川県災害時保健医療救護計画（令和７年３月） 

員の派遣要請を実施します。 

また、市内の医療機関の被災状況、診療状況を把握し、被災者や医療機関、

医療救護所に情報提供するとともに、医療機関や医療救護所の医療救護活動

を支援します。 

なお、市のみでは医療救護活動の実施が困難であると茅ヶ崎市・寒川町災

害医療対策会議が判断したときは、県保健医療調整本部に対し、都道府県医

療救護班等の派遣要請を行います。 

市は、大規模災害が発生した場合、必要に応じて医療救護班を編成し、医

療救護所へ派遣します。 

（略） 

５ 医薬品等の確保 

（略） 

(1) 医薬品等の搬送

医薬品等の搬送は、救援物資対策班に手配を依頼します。

【医薬品等の調達系統】 
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    (2) 血液の確保 

医療機関から要請があった場合、市は、茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策

会議を通じて、県保健医療福祉調整本部に血液製剤の確保を要請します。 

【血液製剤等の確保の基本的な流れ】 

 
   出典 神奈川県災害時保健医療救護計画（令和７年３月） 

（略） 

 

第５ ＤＭＡＴとの連携 消防部、保健所部、市立病院部 

（略） 

 ２ ＤＭＡＴ調整本部 

ＤＭＡＴ調整本部は、大規模災害発生直後から急性期までの間、県保健医

療福祉調整本部長の指揮下で、県内で活動する全てのＤＭＡＴ等を統括しま

す。 

（略） 

 

 

   (2) 血液の確保 

医療機関から要請があった場合、市は、茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策

会議を通じて、県保健医療調整本部に血液製剤の確保を要請します。 

【医薬品等の調達系統】 

 

 

 
 

 

 

（略） 

 

第５ ＤＭＡＴとの連携 消防部、保健所部、市立病院部 

（略） 

 ２ ＤＭＡＴ調整本部 

ＤＭＡＴ調整本部は、大規模災害発生直後から急性期までの間、県保健医

療調整本部長の指揮下で、県内で活動する全てのＤＭＡＴ等を統括します。 

（略） 
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第６ ＤＰＡＴとの連携 保健所部 

（略） 

 ２ ＤＰＡＴ調整本部 

ＤＰＡＴ調整本部は、大規模災害発生直後から慢性期までの間、県保健医

療福祉調整本部長の指揮下で、神奈川県内で活動する全てのＤＰＡＴ等を統

括します。 

（略） 

 

第７ ＤＨＥＡＴの活動 保健所部 

（略） 

１ ＤＨＥＡＴの活動 

(1) 県保健医療福祉調整本部における指揮調整機能の後方支援 

(2) 保健所の指揮調整機能の後方支援 

（略） 

 

第６ ＤＰＡＴとの連携 保健所部 

（略） 

 ２ ＤＰＡＴ調整本部 

ＤＰＡＴ調整本部は、大規模災害発生直後から慢性期までの間、県保健医

療調整本部長の指揮下で、神奈川県内で活動する全てのＤＰＡＴ等を統括し

ます。 

（略） 

 

第７ ＤＨＥＡＴの活動 保健所部 

（略） 

１ ＤＨＥＡＴの活動 

(1) 県保健医療調整本部における指揮調整機能の後方支援 

(2) 保健所の指揮調整機能の後方支援 

（略） 

 

 

第５章 災害時の応急対策活動 

第５節 津波対策 

第２ 津波情報の伝達 総括・情報班、企画政策部、くらし安心部、消防部、

消防団、横浜地方気象台 

 １ 津波情報の受伝達 

（略） 

  (2) 広報活動 

    市は、津波警報・大津波警報が発表された場合は、防災行政用無線等を

通じて、気象業務法に従ったサイレンにより、直ちに市民に伝達します。 

また、津波の規模を踏まえ、避難対象地域の市民に対して迅速な避難を

呼びかけるために、直ちに避難指示を発令します。 

さらに、広報車、消防車両やＳＮＳ・ホームページ、地域情報配信シス

テム等あらゆる手段を用いて広報活動を行います。 

（略） 

 ２ 海面監視 

   市は、本市で震度４以上の地震を観測した場合又は「相模湾・三浦半島」

Ｐ１２５ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第５節 津波対策 

第２ 津波情報の伝達 総括・情報班、企画政策部、くらし安心部、消防部、

消防団、横浜地方気象台 

 １ 津波情報の受伝達 

（略） 

  (2) 広報活動 

    市は、津波警報・大津波警報が発表された場合は、防災行政用無線等を

通じて、気象業務法に従ったサイレンにより、直ちに市民に伝達します。 

また、津波の規模と避難対象地域等を集約し、市民の迅速な避難を呼び

かけるために、必要に応じ避難指示を発令します。 

さらに、広報車、消防車両や地域情報配信システム等あらゆる手段を用

いて広報活動を行います。 

（略） 

 ２ 海面監視 

   市は、本市で震度４以上の地震を観測した場合又は「相模湾・三浦半島」
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に津波注意報等が発表された場合には防災行政用無線による広報及び海面

監視を実施します。 

海面監視においては、津波監視カメラによる海岸映像の確認、津波高所見

張り場所からの監視及び巡回監視等としますが、津波の到達時間を考慮し

て、監視職員の安全確保を第一に実施します。 

また、市は、監視により異常を認めた場合、又は危険が生じるおそれがあ

る場合は、速やかに沿岸住民や海浜利用者等に対し、津波に関する情報を伝

達し、必要に応じ避難指示を発令します。 

なお、避難指示の発令を判断する場合において、必要に応じて関係機関に

助言を求めます。 

 

第３ 津波避難対策 総括・情報班、避難所対策班、企画政策部、くらし安心

部 

   津波避難対象地域の指定や津波一時退避場所の指定、津波避難路の指定そ

の他の避難対策に関する事項については、茅ヶ崎市津波避難計画に定めま

す。 

 

１ 避難行動 

   津波発生時の避難行動は、大津波警報、津波警報、津波注意報の各種情報

を一刻も早く捉え、避難対象地域の区域外へ避難することを基本とします

が、避難対象地域の区域外への避難が困難な場合は、避難対象地域内の津波

避難ビル・津波避難地に避難することも含まれます。 

 ２ 避難情報等の発令 

   避難情報等の発令は、本章第２節「第１ 地震や津波に関する情報等の受

伝達」により行います。 

 ３ 津波一時退避場所等への避難 

   指定緊急避難場所（津波）及び市と津波一時退避場所に係る協定を締結し

ているマンション・企業等は、「相模湾・三浦半島」への津波警報・大津波

警報の発表とともに避難者の受入れを行い、市はその状況を把握し、津波に

関する情報を適時防災行政用無線等により周知します。 

（略） 

に津波注意報等が発表された場合には防災行政用無線による広報及び海面

監視を実施します。 

海面監視においては、海面監視カメラによる海岸映像の確認、高所からの

監視及び巡回監視等としますが、津波の到達時間を考慮して、監視職員の安

全確保を第一に実施します。 

また、市は、監視により異常を認めた場合、又は危険が生じるおそれがあ

る場合は、速やかに沿岸住民や海浜利用者等に対し、津波に関する情報を伝

達し、必要に応じ避難指示を発令します。 

なお、避難指示の発令を判断する場合において、必要に応じて関係機関に

助言を求めます。 

 

第３ 津波一時退避場所への避難 総括・情報班、避難所対策班、企画政策部、

くらし安心部 

    避難所及び市と津波一時退避に係る協定を締結しているマンション・企

業等は、「相模湾・三浦半島」への津波警報・大津波警報の発表とともに避

難者の受入れを行い、市はその状況を把握し、津波に関する情報を適時防

災行政用無線等により周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 Ｐ１２８ 

52



新 旧 

第５章 災害時の応急対策活動 

第６節 避難対策 

（略） 

第３ 避難所の開設・運営 総括・情報班、避難所対策班、福祉部、保健所部、

教育部、配備職員、自主防災組織 

（略） 

１ 避難所の開設 

(1) 避難所

ア 指定一般避難所は公立小・中学校３２校とし、災害の状況、規模

等に応じて開設します 。

イ 公立小・中学校のみで避難者の収容が困難なときは、二次避難所

等を開設します。

(ｱ) 避難所として受入れが可能な公共施設

(ｲ) 県立高等学校及び特別支援学校

(ｳ) 協定を締結している私立学校

(ｴ) 協定を締結している企業等

(ｵ) 指定福祉避難所

(ｶ) 協定を締結している社会福祉施設及び特別支援学校

（略） 

第６ 要配慮者及び避難行動要支援者支援対策 避難所対策班、要配慮者対策

班、文化スポーツ部、福祉部、こども育成部、保健所部、消防部、茅ケ崎 

警察署 

２ 避難所における要配慮者に対する支援 

（略） 

(2) 市は、避難所内の一般避難スペースでの生活が困難な障がい者や高齢

者等については、心身の状態や災害関連死のリスク等を踏まえ、指定福

祉避難所や福祉避難所に係る協定を締結している特別養護老人ホーム等

の社会福祉施設に施設の被災状況や収容可能人数を確認の上、障がい者

や高齢者等の受入れを依頼します。

また、福祉避難所が収容能力を超えた場合、又は対応が困難な要配慮

者については、県に対し、必要な措置を要請します。 

（略） 

第５章 災害時の応急対策活動 

第６節 避難対策 

（略） 

第３ 避難所の開設・運営 総括・情報班、避難所対策班、保健所部、教育部、

配備職員、自主防災組織 

（略） 

１ 避難所の開設 

(1) 避難所

ア 避難所は公立小・中学校３２校とし、災害の状況、規模等に応じ

て開設します 。

イ 公立小・中学校のみで避難者の収容が困難なときは、二次避難所

等を開設します。

(ｱ) 避難所として受入れが可能な公共施設

(ｲ) 県立高等学校及び特別支援学校

(ｳ) 協定を締結している私立学校

(ｴ) 協定を締結している企業等

(ｵ) 協定を締結している社会福祉施設

（略） 

第６ 要配慮者及び避難行動要支援者支援対策 避難所対策班、要配慮者対策

班、文化スポーツ部、福祉部、こども育成部、保健所部、消防部、茅ケ崎 

警察署 

２ 避難所における要配慮者に対する支援 

（略） 

(2) 市は、避難所内の一般避難スペースでの生活が困難な障がい者や高齢

者等については、福祉避難所に係る協定を締結している特別養護老人ホ

ーム等の社会福祉施設に施設の被災状況や収容可能人数を確認の上、障

がい者や高齢者等の受入れを依頼します。

また、福祉避難所が収容能力を超えた場合、又は対応が困難な要配慮

者については、県に対し、必要な措置を要請します。 

 （略） 
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第９ 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理 被災者生活再建対策班、福祉

部、都市部、建設部 

（略） 

 １ 実施機関 

(1) 災害救助法が適用された場合 

同法に基づき県が行います。ただし、被害の程度等により県から委任

された事務については、市が行います。 

(2) 災害救助法が適用されない場合 

同法が適用されない場合は、被災者に対する仮設住宅等の建設及び住

宅の応急修理は、市が実施します。 

（略） 

 ２ 応急仮設住宅必要戸数の把握 

（略） 

(2) 公営住宅等の活用 

市及び県は、応急仮設住宅として利用可能な民間賃貸住宅等や公営住

宅の空き戸数を調査します。 

（略） 

 ４ 応急仮設住宅への入居者募集及び運営管理 

   市及び県は、応急仮設住宅への入居者募集を行います。その際、建設型

応急住宅については、避難行動要支援者優先の観点から、入居者の優先順

位を設定して選考します。 

また、運営管理にあたっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、

孤独死や引きこもり等を防止するためのこころのケア、入居者によるコミ

ュニティの形成に努めるとともに、男女共同参画等の視点に配慮し、女性

や子ども、若者等の多様な生活者の意見を反映できるよう配慮します。 

 

 

第９ 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理 被災者生活再建対策班、福祉

部、都市部、建設部 

（略） 

 １ 実施機関 

(1) 災害救助法が適用された場合 

同法に基づき県が行います。ただし、被害の程度等により県から委任

されたときは、市が行います。 

(2) 災害救助法が適用されない場合 

同法が適用されない場合は、被災者に対する応急仮設住宅の建設及び

住宅の応急修理は、市が実施します。 

（略） 

 ２ 応急仮設住宅必要戸数の把握 

（略） 

(2) 公営住宅等の活用 

市及び県は、応急仮設住宅として利用可能な公営住宅及び民間賃貸住

宅等の戸数を調査します。 

 （略） 

 ４ 応急仮設住宅への入居者募集及び運営管理 

   市及び県は、応急仮設住宅への入居者募集を行います。その際、避難行

動要支援者優先の観点から、入居者の優先順位を設定して選考します。 

 

また、運営管理にあたっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、

孤独死や引きこもり等を防止するためのこころのケア、入居者によるコミ

ュニティの形成に努めるとともに、男女共同参画の視点に配慮し、多様な

生活者の意見を反映できるよう配慮します。 

 

 

第５章 災害時の応急対策活動 

第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 

（略） 

第１ 飲料水の調達・供給 救援物資対策班、経済部、文化スポーツ部、下水

Ｐ１４２ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 

（略） 

第１ 飲料水の調達・供給 救援物資対策班、経済部、文化スポーツ部、下水
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道河川部、県企業庁茅ケ崎水道営業所、自衛隊 

 （略） 

 ２ 飲料水の調達活動 

市は、飲料水兼用貯水槽や耐震性プール、配水池の水の活用を図るとと

もに、水道営業所や協定を締結する民間施設等からの飲料水の調達を迅速

に行います。 

３ 飲料水の供給活動 

市及び水道営業所は、応急給水マニュアルに基づき市民に対し飲料水を

供給します。 

(1) 給水方法 

ア 避難所における給水 

市は、避難所の耐震性プールの水をろ過装置等の使用により、飲料

水として確保し、市民に対し給水を行います。 

ア 飲料水兼用貯水槽による給水 

市は、自主防災組織等と連携し、必要に応じ飲料水兼用貯水槽から

市民に対し給水を行います。 

イ 給水拠点による給水 

水道営業所は、配水池等で飲料水を確保するとともに、市の要請に

基づき、市が指定する応急給水拠点に飲料水を運搬します。 

市は、給水拠点の場所については、防災行政用無線等を活用し、市

民に周知します。 

 (2) 応援要請 

市及び水道営業所は、飲料水が不足し、確保が必要なときは、次の応

援要請を行います。 

（略） 

道河川部、県企業庁茅ケ崎水道営業所、自衛隊 

 （略） 

 ２ 飲料水の調達活動 

市は、飲料水兼用貯水槽や耐震性プール、配水池の水の活用を図るとと

もに、水道営業所や協定を締結する民間施設等からの飲料水の調達を迅速

に行います。 

３ 飲料水の供給活動 

市は、次の方法により給水方針に基づき市民に対し供給します。 

 

(1) 給水方法 

ア 避難所における給水 

市は、避難所の耐震性プールの水をろ過装置等の使用により、飲料

水として確保し、市民に対し給水を行います。 

イ 飲料水兼用貯水槽による給水 

市は、自主防災組織等と連携し、必要に応じ飲料水兼用貯水槽から

市民に対し給水を行います。 

ウ 給水拠点による給水 

市は、応急給水拠点を定め、水道営業所等の協力のもと、配水池等

の取水場所から給水車、給水タンク等により飲料水を確保し、市民に

対し給水を行います。 

給水拠点の場所については、防災行政用無線等を活用し、市民に周

知します。 

(2) 応援要請 

市は、飲料水が不足し、確保が必要なときは、次の応援要請を行いま

す。 

（略） 

 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１０節 教育・保育対策 

第４ 応急教育の実施 こども育成部、教育部、施設管理者 

（略） 

 ４ 被災地学び支援派遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ）の要請 

Ｐ１４６ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１０節 教育・保育対策 

第４ 応急教育の実施 こども育成部、教育部、施設管理者 

（略） 

（新設） 
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   市は、発災後における学びの継続や学校の早期再開に向けて、被災地学

び支援派遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ：Disaster Education Support Team）に

基づく教職員等の派遣を要請します。 

   Ｄ－ＥＳＴの主な取り組みは次のとおりです。 

(1) 文部科学省から被災地への職員派遣 

(2) 被災地外からの学校支援チームの派遣 

(3) 文部科学省の調整による被災地への応援職員及びスクールカウンセ

ラーの派遣 

 （略） 

 

 

 

 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１３節 ライフライン等の応急復旧活動 

第６ 通信サービス ＮＴＴ東日本(株)神奈川事業部 

（略） 

 

Ｐ１５６ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１３節 ライフライン等の応急復旧活動 

第６ 通信サービス 東日本電信電話(株)神奈川事業部 

（略） 

 

 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１６節 広域応援・受援活動 

（略） 

第１ 行政機関等に対する応援要請 総括・情報班、経営総務部、湘南地域県

政総合センター 

（略） 

２ 行政機関等に対する応急措置の要請 

   市は、円滑な応急措置の必要があると認めるときは、県に対し、指定行

政機関または関係指定地方行政機関に対する応急措置の実施の要請を求め

ます。 

   また、県に対して上記の要求ができない場合は、指定行政機関または関

係指定地方行政機関に対してその旨を伝えるとともに、市域における災害

の状況を通知します。なお、当該通知を受けた機関は、県の要請を待つい

とまがない等、緊急を要すると認められるときは、県からの要請を待たず

して応急措置を実施します。 

Ｐ１６４ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１６節 広域応援・受援活動 

（略） 

第１ 行政機関等に対する応援要請 総括・情報班、経営総務部、湘南地域県

政総合センター 

（略） 

２ 新設 
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３ 応援要請の手続き 

（略） 

４ 関係団体、企業等への応援要請 

（略） 

２ 応援要請の手続き 

（略） 

３ 関係団体、企業等への応援要請 

（略） 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１７節 ボランティア活動 

（略） 

第７ 被災者援護協力団体への支援協力 統括調整部、各部 

市は、発災時において被災者援護協力団体の迅速な支援協力を受けるた

め、必要に応じて、被災者台帳の共有や災害救助法等を活用した業務を委

託します。 

被災者援護協力団体へ委託する主な業務は次のとおりです。 

(1) 避難所の運営

(2) 炊き出しその他による食品の給与または飲料水の供給

(3) 被服、寝具その他の生活必需品の供与又は貸与

(4) 被災した住宅の応急修理又は災害により生じた土砂その他の障害物

除去 

(5) 被災者からの相談への対応又は被災者に対する情報の提供・助言

(6) ボランティア受入れの実施に係る連絡調整

(7) その他被災者の援護を図るために必要な協力業務

Ｐ１６９ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１７節 ボランティア活動 

（略） 

（新設） 

第６章 復旧・復興対策 

第２節 被災状況の調査 

第２ 罹災証明書等の交付 市民部、消防部 

市は、災害対策基本法第９０条の２に基づき、市域で災害が発生した場

合、災害救助法や被災者生活再建支援法等に基づく被災者支援策や市税の

減免等を実施するにあたり必要とされる住家等の被害程度を証明する罹災

証明書を交付します。 

なお、交付にあたっては、被災者からの申請に基づき、不動産鑑定士や

Ｐ１７９ 

第６章 復旧・復興対策 

第２節 被災状況の調査 

第２ 罹災証明書等の交付 市民部、消防部 

市は、市域で災害が発生した場合、災害救助法や被災者生活再建支援法

等に基づく被災者支援策や市税の減免等を実施するにあたり必要とされる

住家等の被害程度について、災害対策基本法第９０条の２に基づき、被災

者からの申請に基づき、住家の被害状況を調査し、被害の程度を証明する

書面として罹災証明書の交付を行います。 
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土地家屋調査士の士業団体と連携しつつ、住家の被害状況を調査し、交付

します。 

（略） 

 ３ 被害認定調査活動 

   市は、具体的な調査方法及び判定方法は、内閣府「災害に係る住家の被

害認定基準運用指針」等に基づき判定します。 

  （略） 

  (2) 被害認定調査 

  
  ※調査を効率よく実施するため、申請書等の情報から、外観被害は軽微で

も、内部被害が比較的大きいと考えられる住家は、２次調査から実施す

ることも考えられる。 

（略） 

（略） 

 

 

 ３ 被害認定調査活動 

   市は、具体的な調査方法及び判定方法は、内閣府「災害に係る住家の被

害認定基準運用指針」等に基づき判定します。 

  （略） 

  (2) 被害認定調査 

  
 （略） 

 

 

第６章 復旧・復興対策 

第４節 復興対策 

（略） 

第４ 都市基盤施設等の復旧・復興 企画政策部、経済部、文化スポーツ部、

環境部、都市部、建設部、下水道河川部、教育部、京浜河川事務所、横浜

国道事務所、藤沢土木事務所、県企業庁茅ケ崎水道営業所、東日本旅客鉄

道(株)横浜支社、ＮＴＴ東日本(株)、東京電力パワーグリッド(株)、東京

ガスネットワーク(株) 

（略） 

Ｐ１８７ 

第６章 復旧・復興対策 

第４節 復興対策 

（略） 

第４ 都市基盤施設等の復旧・復興 企画政策部、経済部、文化スポーツ部、

環境部、都市部、建設部、下水道河川部、教育部、京浜河川事務所、横浜

国道事務所、藤沢土木事務所、県企業庁茅ケ崎水道営業所、東日本旅客鉄

道(株)横浜支社、東日本電信電話(株)、東京電力パワーグリッド(株)、東

京ガスネットワーク(株) 

（略） 

 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第１節 総則 

（略） 

第３ 地域指定 

   本市は、法第３条第１項の規定に基づく南海トラフ地震防災対策推進地

Ｐ２１８ 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第１節 総則 

（略） 

第３ 地域指定 

   本市は、法第３条第１項の規定に基づく南海トラフ地震防災対策推進地
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域及び法第１０条第１項の規定に基づく南海トラフ地震津波避難対策特別

強化地域に指定されています。 

県内では、南海トラフ地震防災対策推進地域に２８市町が、南海トラフ

地震津波避難対策特別強化地域に１３市町が指定されています。 

 

    ■南海トラフ地震防災対策推進地域の指定（出典 内閣府資料） 

 
※県内の指定市町：横浜市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、

茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間

市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井

町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町（２８市町） 

 

 （略） 

 

第４ 南海トラフ地震により想定される被害の概要 

   中央防災会議防災対策推進検討会議の下に平成２４年４月に設置された

「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」により令和７年３月

に発表された、本市に係る被害想定及び平成２７年３月に神奈川県が発表

した神奈川県地震被害想定調査報告書の南海トラフ巨大地震による本市の

主な被害想定については、次のようになっています。 

 

域及び法第１０条第１項の規定に基づく南海トラフ地震津波避難対策特別

強化地域に指定されています。 

県内では、南海トラフ地震防災対策推進地域に２７市町が、南海トラフ

地震津波避難対策特別強化地域に１３市町が指定されています。 

 

    ■南海トラフ地震防災対策推進地域の指定（出典 内閣府資料） 

 
※県内の指定市町：横浜市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、

茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間

市、南足柄市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田

町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町（２７市町） 

 

（略） 

 

第４ 南海トラフ地震により想定される被害の概要 

   中央防災会議防災対策推進検討会議の下に平成２４年４月に設置された

「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」により平成２４年８

月に発表された本市に係る被害想定及び平成２７年３月に神奈川県が発表

した神奈川県地震被害想定調査報告書の南海トラフ巨大地震による本市の

主な被害想定については、次のようになっています。 
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 １ 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループによる本市の被害想定 

最大震度 最大津波高 最短津波到達時間

（津波高１ｍ） 

浸水面積 

（浸水深３０㎝以上） 

６弱 ５ｍ ３０分 ３０ｈａ 

  ※「南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会 地震モデル 報告書

令和７年３月３１日」内の「ケース①：駿河湾～紀伊半島沖に＜大すべ

り域＋超大すべり＞域を設定したもの」に基づく 

（略） 

 １ 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループによる本市の被害想定 

最大震度 最大津波高 最短津波到達時間 浸水面積 

（浸水深３０㎝以上） 

６弱 ５ｍ ２６分 ２０ｈａ 

（略） 

 

 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第２節 重点施策に関する事項 

第１ 重点施策の策定 

   南海トラフ地震の発生確率は、今後３０年以内に約８０％程度と推定さ

れていることから、事前の対策に費やすことができる時間と内容には限り

があります。 

   そのため、市は、すべての施策を一律に講じるのではなく、市の特性を

踏まえた上で、直接死者数を減らす「命を守る」対策と、災害関連死者数

を減らす「命をつなぐ」対策について、おおむね１０年間で実施すべき重

点施策として具体的に策定し、推進していくよう努めます。 

 

Ｐ２１９ 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

（新設） 

 

 

 

 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第３節 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項 

（略） 

Ｐ２１９ 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第２節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 

（略） 

 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第４節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 

（略） 

第５ 消防機関等の活動 

   津波からの円滑な避難の確保に係る消防機関の活動については、「第５章 

災害時の応急対策活動 第６節 避難対策」を準用します。 

   消防団の活動については、「第２章 災害に強い組織・人づくり 第４節 

Ｐ２２０ 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第３節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 

（略） 

第５ 消防機関等の活動 

   津波からの円滑な避難の確保に係る消防機関の活動については、「第５章 

災害時の応急対策活動 第６節 避難対策」を準用します。 
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地域防災力の強化」を準用します。 

（略） （略） 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第５節 関係者との連携協力の確保 

第１ 資機材、人員等の配備手配 

１ 被災時における物資等の調達手配及び人員の配備のうち、応急対策を実

施するため広域的措置が必要なものについては、「第４章 平常時の対策 第

９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給対策」及び「第５章 災

害時の応急対策活動 第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供

給活動」を準用します。 

２ 応急対策の実施のために必要な他機関からの応援等に関する協定、制度

その他手続き上の措置のほか、国や他の地方公共団体等からの応援職員等

を迅速・的確に受け入れるための受援計画については、「第４章 平常時の

対策 第１６節 広域応援・受援体制の充実強化」及び「第５章 災害時の応

急対策活動 第１６節 広域応援・受援活動」を準用します。 

第２ 他機関に対する応援要請 

自らの地域で必要となる物資の備蓄及び調達に関する方法については、

「第４章 平常時の対策 第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調

達・供給対策」及び「第５章 災害時の応急対策活動 第９節 飲料水、

食料及び生活必需物資等の調達・供給活動」を準用します。 

（略） 

Ｐ２２２ 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第４節 関係者との連携協力の確保 

第１ 資機材、人員等の配備手配 

１ 物資等の調達手配 

地震発生後に行う災害応急対策に必要な次の物資、資機材（以下「物資

等」という。）の確保については、「第４章 平常時の対策 第９節 飲料

水、食料及び生活必需物資等の調達・供給対策」及び「第５章 災害時の

応急対策活動 第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活

動」を準用します。 

２ 人員の配置 

市は、人員に不足が生じる場合は、人員の配備状況を県に報告するとと

もに、県等に応援を要請します。 

３ 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

防災関係機関は、地震が発生した場合において、茅ヶ崎市地域防災計画

に定める災害応急対策及び施設等の応急復旧対策を実施するため、あらか

じめ必要な資機材について計画的に点検、整備、配備等行うこととします。 

なお、機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに別に定めることとし

ます。 

第２ 他機関に対する応援要請 

地震発生後に行う災害応急対策に必要な次の物資等の確保については、

「第４章 平常時の対策 第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調

達・供給対策」及び「第５章 災害時の応急対策活動 第９節 飲料水、

食料及び生活必需物資等の調達・供給活動」を準用します。 

（略） 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

Ｐ２２３ 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 
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第６節 時間差発生等における円滑な避難の確保等に関する事項 

（略） 

第２ 時間差発生に備えた防災対応の基本的な考え方 

南海トラフ地震は、その発生時期等の正確な予測が困難であり、完全な

防災対応は現実的に困難です。後発地震が発生する可能性が高まった場合、

臨時情報として「巨大地震警戒」と「巨大地震注意」のいずれかが発表さ

れますが、「警戒」は平常時の約百倍、「注意」は約数倍の発生確率とされ、

各々の臨時情報に応じた防災対応を実施する必要があります。 

市は、これらの違いを踏まえ、防災対応と社会経済活動の継続とのバラ

ンスを考慮した防災対応を行います。 

 １ 南海トラフ地震臨時情報の内容に応じた防災対応 

（略） 

(2) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

   市及び防災関係機関は、後発地震に備え、１週間、明らかに被災するリ

スクが高い事項については回避する防災対応（巨大地震警戒対応）をとり、

社会全体としては後発地震に備えつつ社会経済活動を継続することとしま

す。 

市及び防災関係機関は、巨大地震警戒対応について、第４の定めるとこ

ろにより対応するものとします。 

・後発地震が発生してからでは避難が間に合わないおそれがある市民等の

避難及び施設等の従業員・利用者等の安全確保 

・日頃からの地震の備えの再確認（家具等の固定、避難場所・避難経路の

確認、家族等との安否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の確認等） 

・行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認及び施設・設備等

の点検 

 

 (3) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合 

市及び防災関係機関は、後発地震に備え、日頃からの地震への備えを再

確認する等警戒レベルを上げることを中心とした防災対応（巨大地震注意

対応）をとり、後発地震に備えつつ社会経済活動を継続することとします。 

市及び防災関係機関は、巨大地震注意対応について、第５の定めるとこ

ろにより対応するものとします。 

第５節 時間差発生等における円滑な避難の確保等に関する事項 

（略） 

第２ 時間差発生に備えた防災対応の基本的な考え方 

地震発生時期等の確度の高い予測は困難であり、完全に安全な防災対応

を実施することは現実的に困難です。そのため、地震発生可能性と防災対

応の実施による日常生活・企業活動への影響のバランスを考慮しつつ、「よ

り安全な防災行動を選択」するという考え方のもと、防災対応を行います。 

  

 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報の内容に応じた防災対応 

（略） 

(2) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

    後発地震に備え、１週間、明らかに被災するリスクが高い事項につい

ては回避する防災対応（巨大地震警戒対応）をとり、社会全体としては

後発地震に備えつつ通常の社会活動をできるだけ維持することとしま

す。 

巨大地震警戒対応は、次に掲げる事項等とし、市及び防災関係機関は、

第４の定めるところにより対応するものとします。 

・後発地震が発生してからでは避難が間に合わないおそれがある市民等

の避難及び施設等の従業員・利用者等の安全確保 

・日頃からの地震の備えの再確認（家具等の固定、避難場所・避難経路

の確認、家族等との安否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の確

認等） 

・行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認及び施設・設備

等の点検 

 (3) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合 

後発地震に備え、日頃からの地震への備えを再確認する等警戒レベル

を上げることを中心とした防災対応（巨大地震注意対応）をとることと

します。 

巨大地震注意対応は、次に掲げる事項等とし、市及び防災関係機関は、

第５の定めるところにより対応するものとします。 
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・日頃からの地震の備えの再確認（家具等の固定、避難場所・避難経路の

確認、家族等との安否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の確認等） 

・行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認及び施設・設備等

の点検 

 

（略） 

 

第４ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における

災害応急対策に係る措置に関する事項 

（略） 

 ２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達 

   国は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等に基づき、後発地震に対

して警戒する措置を１週間継続する旨を、都府県を通じて市町村に伝達す

るとともに、国民に呼びかけます。 

 （略） 

  (2) 市による市民等への呼びかけ 

市は、防災行政用無線等を通じて、市民等に対して家具の固定、非常

用持出袋、避難場所や避難経路、家族との安否確認方法等の日頃からの

地震への備えや臨時情報の発表に伴う特別な備えを再確認するよう呼び

かけます。 

（略） 

３ 災害対策本部等の設置等 

  市は、南海トラフ地震への警戒体制をとることとし、関係職員は緊急参

集後、気象庁、県、防災関係機関からの情報を収集します。 

 市は、災害対策本部を設置し、本部員会議を開催することで、南海トラ

フ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容について共有するとともに、当

面の活動方針を決定します。本部員会議での意思決定を補佐するため、統

括調整部を設置し、総括・情報班、避難所対策班、その他必要な班を編成

します。 

（略） 

６ 災害応急対策をとるべき期間等 

（略） 

・日頃からの地震の備えの再確認（家具等の固定、避難場所・避難経路

の確認、家族等との安否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の確

認等） 

   ・行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認及び施設・設備

等の点検 

（略） 

 

第４ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における

災害応急対策に係る措置に関する事項 

（略） 

 ２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達 

   国は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等に基づき、後発地震に対

して警戒する措置を１週間継続する旨を、都府県を通じて市町村に伝達す

るとともに、国民に呼びかけます。 

 （略） 

  (2) 市による市民等への呼びかけ 

市は、防災行政用無線等を通じて、市民等に対して家具の固定、非常

用持出袋、避難場所や避難経路、家族との安否確認方法等の日頃からの

地震への備えを再確認するよう呼びかけます。 

（略） 

 

３ 災害対策本部等の設置等 

  市は、南海トラフ地震警戒体制をとることとし、関係職員は緊急参集後、

気象庁、県、防災関係機関からの情報を収集します。 

  市は、災害対策本部を設置し、本部員会議を開催することで、南海トラ

フ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容について共有するとともに、当

面の活動方針を決定します。本部員会議での意思決定を補佐するため、統

括調整部を開設し、総括・情報班、避難所対策班、その他必要な班を編成

します。 

（略） 

６ 災害応急対策をとるべき期間等 

（略） 
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発生から１週間を経過した後は、後発地震に対して警戒する措置は原則

終了するものとし、さらに１週間（対象地震発生から３３６時間経過した

以降の正時までの期間、以下同じ。）、後発地震に対して注意する措置をと

るものとします。当該期間を経過した後は、後発地震に対して注意する措

置は原則終了するものとします。 

（略） 

■南海トラフ地震により発生する津波の浸水想定（出典：南海トラフ巨大地

震モデル・被害想定手法検討会 地震モデル報告書（令和７年３月３１日）

による。） 

※本市にとって最大の津波高となるケース①：駿河湾～紀伊半島沖に「大すべ

り域＋超大すべり域」

（略） 

８ 関係者との連携協力の確保 

（略） 

(2) 神奈川県警察の活動

神奈川県警察は、後発地震の発生に係る市民の危惧、不安等から発生

するおそれのある混乱及び各種の犯罪を防止するため、次の事項を重点

に必要な措置を行います。 

  （略） 

(5) 交通

ア 道路

神奈川県警察は、自動車運転者のとるべき行動について市民等に周

知します。 

（略） 

(6) 市が自ら管理等を行う施設等に関する対策

発生から１週間を経過した後は、後発地震に対して警戒する措置は原則

解除するものとし、さらに１週間（対象地震発生から３３６時間経過した

以降の正時までの期間、以下同じ。）、後発地震に対して注意する措置をと

るものとします。当該期間を経過した後は、後発地震に対して注意する措

置は原則解除するものとします。 

（略） 

■南海トラフ地震により発生する津波の浸水想定（出典：内閣府に設置され

た「南海トラフの巨大地震モデル検討会」の「第二次報告」（平成２４年８

月）による。）

※本市にとって最大の津波高となるケース⑥（「駿河湾～紀伊半島沖」に「大す

べり域、分岐断層」を設定）の津波

（略） 

８ 関係者との連携協力の確保 

（略） 

(2) 警備対策

警察は、後発地震の発生に係る市民の危惧、不安等から発生するおそ

れのある混乱及び各種の犯罪を防止するため、次の事項を重点に必要な

措置を行います。 

  （略） 

(5) 交通

ア 道路

警察は、自動車運転者のとるべき行動について市民等に周知します。 

（略） 

(6) 市が自ら管理等を行う施設等に関する対策

想定図：更新予定 
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   （略） 

イ 公共施設

市は、利用者及び職員の安全の確保を図るため、施設の緊急安全点

検を行い、点検結果を踏まえ、必要な措置を講ずるとともに、避難誘

導等の後発地震発生時の対応について確認します。 

また、庁舎等公共施設のうち、後発地震の発生後、災害応急対策を

実施する上で重要な役割を果たす施設については、非常用発電機の点

検、飲料水及び食料等の備蓄、非常用通信手段の点検等、その機能を

果たすために必要な措置を講ずるものとします。 

第５ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合における

災害応急対策に係る措置に関する事項 

（略） 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の伝達 

国は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等に基づき、後発地震に対

して注意する措置をとるべき旨を、都府県を通じて市町村に伝達するとと

もに、国民に呼びかけます。 

  （略） 

(2) 市による市民等への呼びかけ

市は、防災行政用無線等を通じて、市民等に対して家具の固定、非常

用持出袋、避難場所や避難経路、家族との安否確認方法等の日頃からの

地震への備えや臨時情報の発表に伴う特別な備えを再確認するよう呼び

かけます。 

（略） 

５ 災害対応対策をとるべき期間等 

（略） 

当該期間（以下「南海トラフ地震注意対応期間」という。）を経過した後

は、後発地震に対して注意する措置は原則終了するものとします。 

（略） 

  （略） 

イ 公共施設

市は、利用者及び職員の安全の確保を図るため、施設の緊急安全点

検を行い、点検結果を踏まえ、必要な措置を講ずるとともに、避難誘

導等の後発地震発生時の対応について確認します。 

また、庁舎等公共施設のうち、後発地震の発生後、災害応急対策を

実施する上で重要な役割を果たす施設については、非常用発電機の点

検、飲料水及び食料等の備蓄、通信手段の点検等、その機能を果たす

ために必要な措置を講ずるものとします。 

第５ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合における

災害応急対策に係る措置に関する事項 

（略） 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の伝達 

国は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等に基づき、後発地震に対

して注意する措置をとるべき旨を、都府県を通じて市町村に伝達するとと

もに、国民に呼びかけます。 

  （略） 

(2) 市による市民等への呼びかけ

市は、防災行政用無線等を通じて、市民等に対して家具の固定、非常

用持出袋、避難場所や避難経路、家族との安否確認方法等の日頃からの

地震への備えを再確認するよう呼びかけます。 

  （略） 

５ 災害対応対策をとるべき期間等 

（略） 

当該期間（以下「南海トラフ地震注意対応期間」という。）を経過した後

は、後発地震に対して注意する措置は原則解除するものとします。 

（略） 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第７節 防災訓練に関する事項 

Ｐ２３１ 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第６節 防災訓練計画 
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（略） （略） 

 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第８節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項 

（略） 

Ｐ２３１ 

第８章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第７節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

（略） 
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茅ヶ崎市地域防災計画 風水害対策計画 新旧対照表（修正素案） 
 

 

新 旧 

 

第１章 災害対策の計画的な推進 

第３節 茅ヶ崎市の自然的・社会的条件 

第１ 自然的条件 

 １ 地形及び気象 

（略） 

(2) 気象概要（令和７年） 

本市の平均気温は○○．○度、４月から９月（暖候期）は平均気温○○．○

度、１０月から３月（寒候期）は○○．○度で、最も暑くなった８月が平均気

温○○．○度、最も寒かった１月が平均気温○．○度でした。 

年降水量は、○○○○．○mmで特に○月、○月、○月に多く雨が降りました。

○月には日最大降雨量○○○．○mm、○月には時間最大降雨量○○．○mmを観

測しています。 

また、平均風速は○．○ｍ、最大瞬間風速は○○○○．○ｍでした。 

（出典 茅ヶ崎市・寒川町気象情報（茅ヶ崎市消防本部観測所）） 

第２ 社会的条件 

１ 人口 

本市の人口は、令和○年○月○日現在○○○，○○○人であり、１ｋｍ２当

たりの人口密度は、およそ○，○○○人です。（※修正時点の直近の数値を反

映） 

（略） 

Ｐ４ 

第１章 災害対策の計画的な推進 

第３節 茅ヶ崎市の自然的・社会的条件 

第１ 自然的条件 

 １ 地形及び気象 

（略） 

(2) 気象概要（令和６年） 

本市の平均気温は１７．８度、４月から９月（暖候期）は平均気温２３．８

度、１０月から３月（寒候期）は１１．７度で、最も暑くなった８月が平均気

温２８．８度、最も寒かった１月が平均気温７．８度でした。 

年降水量は、１８８０．０mmで特に５月、６月、８月に多く雨が降りました。

８月には日最大降雨量１４０．５mm、７月、８月には時間最大降雨量４３．０

mmを観測しています。 

また、平均風速は１．８ｍ、最大瞬間風速は２４．５ｍでした。 

（出典 茅ヶ崎市・寒川町気象情報（茅ヶ崎市消防本部観測所）） 

第２ 社会的条件 

１ 人口 

本市の人口は、令和７年２月１日現在２４５，０９４人であり、１ｋｍ２

当たりの人口密度は、およそ６，８６５人です。 

 （略） 

 

第１章 災害対策の計画的な推進 

第４節 被害想定 

（略） 

第２ 洪水予報河川等 

（略） 

 ３ 水位周知下水道 

   （略） 

   水位周知下水道の指定は公共下水道等の排水施設等の名称等を神奈川県

水防計画に規定することにより行うこととします。令和７年６月１日現在、

指定はありません。 

Ｐ８ 

第１章 災害対策の計画的な推進 

第４節 被害想定 

（略） 

第２ 洪水予報河川等 

（略） 

 ３ 水位周知下水道 

   （略） 

   水位周知下水道の指定は公共下水道等の排水施設等の名称等を神奈川県

水防計画に規定することにより行うこととします。令和６年６月１日現在、

指定はありません。 
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（略） 

第３ 浸水想定 

（略） 

２ 雨水出水浸水想定区域の指定 

（略） 

令和７年６月１日現在、指定はありません。 

（略） 

（略） 

第３ 浸水想定 

（略） 

２ 雨水出水浸水想定区域の指定 

（略） 

令和６年６月１日現在、指定はありません。 

（略） 

第１章 災害対策の計画的な推進 

第５節 計画の推進主体とその役割 

災害発生時には、市、県、防災関係機関、市民及び企業等が一致団結して連携

した応急対策活動を行うことが重要です。迅速かつ円滑に応急対策活動を実施す

るため、それぞれの役割や責任を明確化し、災害対策基本法に基づいた、協力・

支援体制を確立した上で、平常時からの予防対策や災害時の応急対策活動等の連

携強化を図りつつ、各種対策を実施するものとします。 

（略） 

第２ 防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

２ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

（略） 

（2）電信電話機関（ＮＴＴ東日本株式会社神奈川事業部、ＮＴＴドコモビ

ジネス株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ神奈川支店）

（略） 

Ｐ２５ 

第１章 災害対策の計画的な推進 

第５節 計画の推進主体とその役割 

 災害発生時には、市、県、防災関係機関、市民及び企業等が一致団結して連携

した応急対策活動を行うことが重要です。迅速かつ円滑に応急対策活動を実施す

るため、それぞれの役割や責任を明確化し、災害対策基本法に基づいた、協力・

支援体制を確立した上で、平常時からの予防対策、災害時の応急対策活動等、各

種対策を実施するものとします。 

（略） 

第２ 防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

２ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

（略） 

（2）電信電話機関（東日本電信電話株式会社神奈川事業部、エヌ・ティ・

ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ド

コモ神奈川支店）

（略） 

第２章 災害に強い組織・人づくり 

第４節 地域防災力の強化 

（略） 

【現状】 

○市には、現在１消防団本部と２２分団（定員４２７人）が組織され、４地区（茅

ヶ崎、鶴嶺、松林、小出）に分かれて活動を行っています。（令和７年４月１日

現在）

Ｐ４６ 

第２章 災害に強い組織・人づくり 

第４節 地域防災力の強化 

（略） 

【現状】 

○市には、現在１消防団本部と２２分団（定員４２７人）が組織され、４地区（茅

ヶ崎、鶴嶺、松林、小出）に分かれて活動を行っています。（令和６年４月１日

現在）
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○市内には、令和７年４月現在、１３５自主防災組織が結成され、各組織では、

防災訓練の企画、実施、活動に必要な資機材の整備、活動マニュアルの作成等

に取り組んでおり、市は、その活動を支援しています。

○市は、平成１３年度より、地域 防災の担い手となる防災リーダーの養成研修を

実施しており、令和７年２月現在、○，○○○名（うち女性○○○名）の防災

リーダーが自主防災組織等で活動しています。

（略） 

第１ 消防団の強化 消防本部、消防団 

（略） 

３ 消防団の訓練・研修 

市は、地域防災力の中核である消防団の応急対応能力の向上を図るため、

消防団員の能力（知識や技能、判断力など）及び資質を高める各種訓練に取

り組み、更なる消防力の強化、ひいては地域防災力の強化に努めます。 

また、消防団は自主防災組織や防災士等の多様な主体と連携して訓練を実

施することで、地域防災力の強化に努めます。 

（略） 

○市内には、令和６年４月現在、１３５自主防災組織が結成され、各組織では、

防災訓練の企画、実施、活動に必要な資機材の整備、活動マニュアルの作成等

に取り組んでおり、市は、その活動を支援しています。

○市は、平成１３年度より、地域 防災の担い手となる防災リーダーの養成研修を

実施しており、令和７年２月現在、２，７５４名（うち女性７９５名）の防災

リーダーが自主防災組織等で活動しています。

（略） 

第１ 消防団の強化 消防本部、消防団 

（略） 

３ 消防団の訓練・研修 

市は、地域防災力の中核である消防団の応急対応能力の向上を図るため、

消防団員の能力（知識や技能、判断力など）及び資質を高める各種訓練に取

り組み、更なる消防力の強化、ひいては地域防災力の強化に努めます。 

また、消防団は自主防災組織等と連携して訓練を実施することで、地域防

災力の強化に努めます。 

（略） 

第４章 平常時の対策 

第２節 水防対策 

（略） 

第２ 重要水防区域 くらし安心部、下水道河川部、消防本部、消防団、京浜河

川事務所、藤沢土木事務所 

１ 重要水防区域 

市内の河川のうち、特に水防上警戒又は防御に重要性を有する区域及び箇

所を重要水防区域として定めています。 

河川名 管理者名 管理延長 
重要水防区域 

箇所 延長 

相模川 国土交通省 6.60km 45 4,318m 

小出川 神奈川県 11.25km 6 8,820m 

千の川 神奈川県 1.70km - - 

Ｐ７５ 

第４章 平常時の対策 

第２節 水防対策 

（略） 

第２ 重要水防区域 くらし安心部、下水道河川部、消防本部、消防団、京浜河

川事務所、藤沢土木事務所 

１ 重要水防区域 

市内の河川のうち、特に水防上警戒又は防御に重要性を有する区域及び箇

所を重要水防区域として定めています。 

河川名 管理者名 管理延長 
重要水防区域 

箇所 延長 

相模川 国土交通省 6.60km 34 4,114m 

小出川 神奈川県 11.25km 7 8,930m 

千の川 神奈川県 1.70km - - 

69



 

 

新 旧 

出典 「令和７年度 洪水対策計画書（多摩川・鶴見川・相模川）（国土交通

省関東地方整備局京浜河川事務所）」、「令和７年度神奈川県水防計画

（神奈川県）」 

（略） 

第４ 水防警報、洪水予報河川、水位周知河川 くらし安心部、下水道河川部、

消防本部、消防団、京浜河川事務所、藤沢土木事務所 

（略） 

３ 国土交通大臣、知事が水防警報を行う河川、海岸 

（略） 

(1)～(3)出典「令和７年度 神奈川県水防計画」 
４ 洪水予報河川、水位周知河川 

（略） 

 (1)、(2)出典「令和７年度 神奈川県水防計画」 

（略） 

出典 「令和６年度 洪水対策計画書（多摩川・鶴見川・相模川）（国土交

通省関東地方整備局京浜河川事務所）」、「令和６年度神奈川県水防計

画（神奈川県）」 

（略） 

第４ 水防警報、洪水予報河川、水位周知河川 くらし安心部、下水道河川部、

消防本部、消防団、京浜河川事務所、藤沢土木事務所 

（略） 

３ 国土交通大臣、知事が水防警報を行う河川、海岸 

（略） 

(1)～(3)出典「令和６年度 神奈川県水防計画」 
４ 洪水予報河川、水位周知河川 

（略） 

(1)、(2)出典「令和６年度 神奈川県水防計画」 

（略） 

 

第４章 平常時の対策 

第４節 避難対策 

【現状】 

○略 

○略 

○略 

○市は、災害の種別に応じた指定緊急避難場所や指定一般避難所、指定福祉避難

所を災害対策基本法に基づき指定しています。 

○略 

○略 

○略 

○略 

○略 

○略 

○略 

○略 

○過去の大規模災害では、キッチンカーやトイレカー、ランドリーカー等の災害

Ｐ８７ 

第４章 平常時の対策 

第４節 避難対策 

【現状】 

○略 

○略 

○略 

○市は、災害の種別に応じた指定緊急避難場所や指定避難所を災害対策基本法に

基づき指定しています。 

○略 

○略 

○略 

○略 

○略 

○略 

○略 

○略 

（新設） 
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対応車両による温かい食事や快適なトイレ等の提供を通じて、避難生活環境の

改善が図られました。国は、能登半島地震を踏まえて、令和７年６月に「災害

対応車両登録制度」を構築し、災害対応車両を平時から登録・データベース化

することで発災時に迅速に車両が提供される取り組みを進めています。 

【課題】 

○略

○略

○略

○略

○略

○略

○略

○略

○略

○略

○略

○ 発災時に災害登録車両の迅速かつ円滑な受け入れを実施することで、避難所の

質的な向上を図る必要があります。 

（略） 

第６ 避難所運営体制の強化 くらし安心部、文化スポーツ部、保健所、配備職

員、自主防災組織 

（略） 

４ 男女共同参画等の視点に配慮した生活環境の確保 

「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」（平成２５年６月、内

閣府男女共同参画局）や「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライ

ン」（令和２年５月、内閣府男女共同参画局）を踏まえた男女のニーズの違い

のほか、多様な主体のニーズに配慮した避難所運営となるよう、次の項目を

避難所運営マニュアルに位置づけます。

(1) 男女のニーズに関する配慮

ア 女性や子育て家庭の避難所運営委員会への参画

【課題】 

○略

○略

○略

○略

○略

○略

○略

○略

○略

○略

○略

（新設）

（略） 

第６ 避難所運営体制の強化 くらし安心部、文化スポーツ部、保健所、配備職

員、自主防災組織 

（略） 

４ 男女共同参画の視点に配慮した生活環境の確保 

   「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」（平成２５年６月、内

閣府男女共同参画局）や「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライ

ン」（令和２年５月、内閣府男女共同参画局）を踏まえ、男女のニーズの違い

等、男女共同参画の視点に配慮した避難所運営となるよう女性の避難所運営

委員会への参画、女性や子どもに対する暴力等の予防のための取組や、プラ

イバシーの確保の工夫、男女別の更衣室や物干し場、入浴施設、トイレの男

女別の設置やユニバーサルデザイン（男女共用）のトイレの設置、授乳室等
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イ 女性や子どもに対する暴力等の予防のための取組

ウ 男女別の更衣室、物干し場、入浴施設、トイレ

エ 授乳室等の整備

(2) 良好な生活環境

ア プライバシーの確保の工夫

イ ユニバーサルデザイン（男女共用）や快適なトイレの設置

ウ 相談スペースや学習スペース等の確保

（略） 

第８ 要配慮者の避難対策 くらし安心部 、文化 スポーツ部、福祉部、こども

育成部、消防本部、保健所、教育総務部、教育推進部、要配慮者利用施設、

配備職員、自主防災組織 

（略） 

１ 高齢者等避難の発令体制の整備 

市は、災害の発生に備え必要があると認めるときは、要配慮者等、特に避

難行動に時間を要する者に対して、高齢者等避難を的確に発令できるよう、

その体制を整備します。 

また、避難支援の関係者に対する関連情報の提供体制についても整備しま

す。 

（略） 

第１１ 災害対応車両の受け入れ体制の整備 くらし安心部 

１ 災害対応車両の受け入れに向けた情報収集 

市は、避難所及び避難生活の質の向上を実現するため、災害対応車両検

索システム（Ｄ－ＴＲＡＣＥ）を活用し、平常時からキャンピングカーや

トレーラーハウス、シャワーカー等の避難生活の環境改善に資する車両情

報の収集に努めます。 

  ２ 災害対応車両の受け入れ体制の整備 

市は、災害対応車両の円滑な受け入れができるよう、必要とする車両や

その要請の方法・手順、配置する拠点、付随する必要な資機材等の検討を

行います。 

の整備、女性用物資の配布方法等の配慮、安心して相談等のできるスペース

の確保等について避難所運営マニュアルに位置づけます。 

（略） 

第８ 要配慮者の避難対策 くらし安心部 、文化 スポーツ部、福祉部、こども

育成部、消防本部、保健所、教育総務部、教育推進部、要配慮者利用施設、

配備職員、自主防災組織 

（略） 

１ 高齢者等避難の発令体制の整備 

市は、災害の発生に備え必要があると認めるときは、要配慮者等、特に避

難行動に時間を要する者に対して、高齢者等避難を的確に発令できるよう、

その体制を整備します。 

（略） 

（新設） 
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第１２ 応急仮設住宅の整備 くらし安心部、都市部、建設部 

（略） 

 

第１１ 応急仮設住宅の整備 くらし安心部、都市部、建設部 

（略） 

 

第４章 平常時の対策 

第６節 医療救護・保健活動体制の充実 

【現状】 

○略 

○略 

○神奈川県災害時保健医療救護計画により、市立病院は災害拠点病院として、茅

ヶ崎徳洲会病院、湘南東部総合病院は災害協力病院として位置づけられていま

す。 

○略 

○略 

○略 

○略 

○略 

○令和７年３月時点で、市内に特定医療費（指定難病）医療受給者が○，○○○

人おり、保健師等が患者・家族の支援を行っています。また、人工呼吸器を装

着している方の災害時個別支援計画の作成を進めています。 

○略 

○略 

○略 

 

第５ 茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議の開催 保健所 

   災害時に、速やかに会議を開催し、医療救護活動に関する情報共有、調整

等を図れるよう、平時から災害時医療救護活動の推進に必要となる事項の意

見交換、情報共有等を行うとともに、必要な訓練等を企画、実施します。 

また、県保健医療福祉調整本部との連絡体制を強化します。 

（略） 

 

Ｐ９８ 

第４章 平常時の対策 

第６節 医療救護・保健活動体制の充実 

【現状】 

○略 

○略 

○神奈川県保健医療救護計画により、市立病院は災害拠点病院として、茅ヶ崎徳

洲会病院、湘南東部総合病院は災害協力病院として位置づけられています。 

 

○略 

○略 

○略 

○略 

○略 

○令和６年３月時点で、市内に特定医療費（指定難病）医療受給者が１，８４３

人おり、保健師等が患者・家族の支援を行っています。また、人工呼吸器を装

着している方の災害時個別支援計画の作成を進めています。 

○略 

○略 

○略 

 

第５ 茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議の開催 保健所 

   災害時に、速やかに会議を開催し、医療救護活動に関する情報共有、調整

等を図れるよう、平時から災害時医療救護活動の推進に必要となる事項の意

見交換、情報共有等を行うとともに、必要な訓練等を企画、実施します。 

また、県保健医療調整本部との連絡体制を強化します。 

（略） 
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第４章 平常時の対策 

第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給対策 

【現状】 

○市は、災害に備え、乾燥米飯や毛布、トイレ、簡易ベッド、入浴設備等の物資

を災害時に避難所となる公立小・中学校や総合体育館、茅ヶ崎公園野球場及び

北部備蓄倉庫等に備蓄しています。

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

【課題】 

○市は、必要となる備蓄量の推計及びその確保に努めるとともに、備蓄物資を計

画的に更新する必要があります。また、季節性を考慮し、要配慮者等に配慮し

た物資を備蓄する必要があります。 

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

【取り組みの方向】 

第１ 飲料水の備蓄及び確保 くらし安心部、文化スポーツ部、建設部、下水道

河川部、教育総務部 

（略） 

２ 飲料水の確保 

(1) 略

(2) 市は、応急給水用の飲料水袋、給水タンク、ろ過装置等の防災用資機材

Ｐ１０５ 

第４章 平常時の対策 

第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給対策 

【現状】 

○市は、災害に備え、乾燥米飯、毛布及びトイレ等を災害時に避難所となる公立

小・中学校や総合体育館、茅ヶ崎公園野球場及び北部備蓄倉庫等に備蓄してい

ます。

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

【課題】 

○市は、備蓄物資を計画的に更新するとともに、季節性を考慮し、要配慮者等に

配慮した備蓄を進める必要があります。

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

○ 略

【取り組みの方向】 

第１ 飲料水の備蓄及び確保 くらし安心部、文化スポーツ部、建設部、下水道

河川部、教育総務部 

（略） 

２ 飲料水の確保 

(1) 略

(2) 市は、神奈川県企業庁茅ケ崎水道営業所（以下「水道営業所」という。）
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の整備に努めるとともに、取扱方法の周知に努めます。 

    (3) 神奈川県企業庁茅ケ崎水道営業所（以下「水道営業所」という。）は、飲

料水の調達体制を整備するとともに、市と受け入れに関する調整を行いま

す。 

 ３ 配水池からの給水 

   水道営業所は、断水時における配水池からの給水方法や輸送ルート等につ

いて検討します。 

 

（略） 

 

第５ 防災に必要な物資の公表 くらし安心部 

   市は、防災に必要な物資の数量について、年１回、市ホームページで公表

します。 

 

第６ 自己備蓄の推進 くらし安心部 

（略） 

 

第７ 防災備蓄倉庫の管理 くらし安心部 

（略） 

 

第８ 物資供給体制の整備 くらし安心部、経済部、神奈川県トラック協会 

（略） 

 ４ 物資拠点および効率的な運営体制の確保 

   市は、救援物資を迅速かつ効率的に輸送するため、物資拠点から避難所等

までの輸送手段を含めた体制が速やかに確保できるよう、あらかじめ、適切

な物資拠点を選定しておきます。 

   また、物資拠点の効率的な運営を実現するため、運送事業者等と協定を締

結し、運営に必要な人員や資機材、車両等の確保に努めます。 

（略） 

や協定を締結する民間施設等からの飲料水の調達体制を整備します。 

    (3) 市は、応急給水用として飲料水袋、給水タンク、ろ過装置等の防災用資

機材の整備に努めるとともに、取扱方法の周知に努めます。 

 

 ３ 配水池からの給水 

   市は、断水時の配水池からの給水方法等について、体制を整えます。 

 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

第５ 自己備蓄の推進 くらし安心部 

（略） 

 

第６ 防災備蓄倉庫の管理 くらし安心部 

（略） 

 

第７ 物資供給体制の整備 くらし安心部、経済部、神奈川県トラック協会 

（略） 

 ４ 物資拠点および効率的な運営体制の確保 

   市は、救援物資を迅速かつ効率的に輸送するため、物資拠点から避難所等

までの輸送手段を含めた体制が速やかに確保できるよう、あらかじめ、適切

な物資拠点を選定しておきます。 

   また、物資拠点の効率的な運営を実現するため、運送事業者等と協定を締

結し、運営に必要な人員や資機材等の確保に努めます。 

（略） 

 

 

第４章 平常時の対策 

Ｐ１０８ 

第４章 平常時の対策 
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第１０節 教育・保育対策 

【現状】 

○略 

○略 

○略 

○市には指定等文化財として、令和〇年〇月〇日時点で国指定○件、県指定○件、

市指定○○件、国登録○件の文化財があるほか、博物館などの施設には未指定

の文化財が収蔵されています。文化財パトロールなどを通じて、文化財の情報

の把握に努めています。 

（略） 

第１０節 教育・保育対策 

【現状】 

○略 

○略 

○略 

○市には指定等文化財として、令和６年３月７日時点で国指定５件、県指定９件、

市指定３１件、国登録６件の文化財があるほか、博物館などの施設には未指定

の文化財が収蔵されています。文化財パトロールなどを通じて、文化財の情報

の把握に努めています。 

（略） 

 

第４章 平常時の対策 

第１３節 広域応援・受援体制の充実強化 

（略） 

第７ 通信サービス ＮＴＴ東日本(株)神奈川事業部 

ＮＴＴ東日本(株)神奈川事業部は、 災害等が発生又は発生するおそれが

ある場合において、電気通信設備等の被害を防御し又は被害の拡大を防止す

るために、平時から応急用資機材及び災害対策機器の配備、復旧体制の整備

に努めます。 

また、災害時における通信量の増加を抑制するため、災害時の不要不急な

通信は控えるよう周知に努めます。 

（略） 

Ｐ１１４ 

第４章 平常時の対策 

第１３節 ライフライン等の応急復旧対策 

（略） 

第７ 通信サービス 東日本電信電話(株)神奈川事業部 

東日本電信電話(株)神奈川事業部は、 災害等が発生又は発生するおそれ

がある場合において、電気通信設備等の被害を防御し又は被害の拡大を防止

するために、平時から応急用資機材及び災害対策機器の配備、復旧体制の整

備に努めます。 

また、災害時における通信量の増加を抑制するため、災害時の不要不急な

通信は控えるよう周知に努めます。 

（略） 

 

第４章 平常時の対策 

第１６節 ボランティアの受入体制の充実強化 

【現状】 

○阪神・淡路大震災では、多くのボランティアやボランティア団体が活発に活動

し、ボランティア活動の重要性が社会に再認識されました。令和６年能登半島

地震では、発災直後から豊富な支援経験を有するボランティア団体が被災地で

様々な支援を実施し、被災地の人々の生活再建等に貢献してきました。 

○略 

○略 

Ｐ１１９ 

第４章 平常時の対策 

第１６節 ボランティアの受入体制の充実強化 

【現状】 

○阪神・淡路大震災では、多くのボランティアやボランティア団体が活発に活動

し、ボランティア活動の重要性が社会に再認識され、その後発生した新潟県中

越沖地震や東日本大震災等の大災害においても災害救援を行うボランティア

活動等は被災地の人々の生活再建等に貢献してきました。 

○略 

○略 
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〇国は、被災者援護協力団体制度を創設し、平素から登録団体の情報をデータベ

ースで広く公開することで、自治体とＮＰＯ・ボランティア団体との連携強化

の構築を図っています。 

【課題】 

○略

○略

○略

○略

○略

〇発災時に被災者援護協力団体の迅速かつ円滑な受け入れを実施することで、避

難所生活の向上及び避難者の生活改善を図る必要があります。 

（略） 

第６ 被災者援護協力団体との連携 くらし安心部、各部 

１ 被災者援護協力団体の受け入れに向けた情報収集 

市は、発災時に被災者が専門性を活かした多様な支援を受けられるように

するため、被災者援護協力団体として登録されるＮＰＯ・ボランティア団体

の情報を活用し、平常時から各団体に関する情報の収集に努めます。 

２ 被災者援護協力団体の受け入れ体制の整備 

市は、専門性のある支援を迅速に受け入れられるよう、被災者援護協力団

体の受け入れに必要な拠点の選定やその要請の方法・手順、調整手段等の検

討を行います。 

（新規） 

【課題】 

○略

○略

○略

○略

○略

（新設）

（略） 

（新設） 

第４章 平常時の対策 

第１７節 災害廃棄物等の処理対策 

（略） 

第３ 災害廃棄物等の処理・処分計画の策定等 環境部 

市は、神奈川県災害廃棄物処理計画（平成２９年３月 神奈川県）を踏ま

Ｐ１２１ 

第４章 平常時の対策 

第１７節 災害廃棄物等の処理対策 

（略） 

第３ 災害廃棄物等の処理・処分計画の策定等 環境部 

市は、神奈川県災害廃棄物処理計画（平成２９年３月 神奈川県）を踏ま
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え、茅ヶ崎市災害廃棄物処理計画（令和２年３月）に基づき、災害によって

生じた災害廃棄物の一時保管場所となる仮置場の配置や災害廃棄物の処

理・処分を定める等、災害時における応急体制の整備に努めます。 

また、必要に応じて当該計画の見直しを行い、計画の実効性の向上に努め

ます。 

（略） 

え、茅ヶ崎市災害廃棄物処理計画（令和２年３月）に基づき、災害によって

生じた災害廃棄物の一時保管場所となる仮置場の配置や災害廃棄物の処

理・処分を定める等、災害時における応急体制の整備に努めます。 

（略） 

第５章 災害時の応急対策活動 

第３節 災害情報の受伝達 

（略） 

第２ 災害時の広報 総括・情報班、企画政策部、くらし安心部、消防部、京浜

河川事務所、防災関係機関 

（略） 

２ 広報手段 

災害情報を広く確実に伝達するため、また、停電や機器・システム等に予

期せぬトラブル等があることも想定し、共通の情報を可能な限り多様な伝達

手段で伝達することとします。 

そのために、防災行政用無線等、情報の受け手側の能動的な操作を伴わず、

必要な情報が自動的に配信されるタイプの伝達手段であるＰＵＳＨ型の伝

達手段を活用します。ただし、ＰＵＳＨ型の伝達手段のうち、屋外拡声器を

用いた防災行政用無線（同報系）での伝達については、音声による伝達が難

しい面もあることから、戸別受信機、防災ラジオ、緊急速報メール、ちがさ

きメール配信サービス、ＬＩＮＥ等の屋内で受信可能な手段を組み合わせて

配信します。 

  （略） 

(1) 防災行政用無線、戸別受信機、防災ラジオ、Ｘ（旧ツイッター）、緊急

速報メール、ｔｖｋ（地上デジタル放送によるデータ文字放送）、防災ラ

ジオ、災害情報共有システム（Ｌアラート）※、ＬＩＮＥ等の即時性の高

い情報発信

 （略） 

第４ 通信手段の確保 総括・情報班 

Ｐ１３５ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第３節 災害情報の受伝達 

（略） 

第２ 災害時の広報 総括・情報班、企画政策部、くらし安心部、消防部、京浜

河川事務所、防災関係機関 

（略） 

２ 広報手段 

災害情報を広く確実に伝達するため、また、停電や機器・システム等に予

期せぬトラブル等があることも想定し、共通の情報を可能な限り多様な伝達

手段で伝達することとします。 

そのために、防災行政用無線等、情報の受け手側の能動的な操作を伴わず、

必要な情報が自動的に配信されるタイプの伝達手段であるＰＵＳＨ型の伝

達手段を活用します。ただし、ＰＵＳＨ型の伝達手段のうち、屋外拡声器を

用いた防災行政用無線（同報系）での伝達については、音声による伝達が難

しい面もあることから、戸別受信機、防災ラジオ、緊急速報メール、ちがさ

きメール配信サービス等の屋内で受信可能な手段を組み合わせて配信しま

す。 

  （略） 

(1) 防災行政用無線、地域情報配信システム、Ｘ（旧ツイッター）、緊急速

報メール、ｔｖｋ（地上デジタル放送によるデータ文字放送）、防災ラジ

オ、災害情報共有システム（Ｌアラート）※等の即時性の高い情報発信

（略） 

第４ 通信手段の確保 総括・情報班 
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（略） 

 １ 災害時の通信連絡 

 （略） 

  (2) 加入電話を使用する場合には、回線の状況によりＮＴＴ東日本(株)等が

指定した災害時優先電話を利用します。 

（略） 

第６ ＮＴＴ東日本(株)の措置 ＮＴＴ東日本(株)神奈川事業部 

   ＮＴＴ東日本(株)は、災害時における通信ふくそうの緩和及び重要通信の

確保を図るため、次の措置をとります。 

  （略） 

（略） 

 １ 災害時の通信連絡 

 （略） 

  (2) 加入電話を使用する場合には、回線の状況により東日本電信電話(株)等

が指定した災害時優先電話を利用します。 

（略） 

第６ 東日本電信電話(株)の措置 東日本電信電話(株)神奈川事業部 

   東日本電信電話(株)は、災害時における通信ふくそうの緩和及び重要通信

の確保を図るため、次の措置をとります。 

  （略） 

 

第５章 災害時の応急対策活動 

第４節 避難対策 

（略） 

第６ 要配慮者及び避難行動要支援者支援対策 避難所対策班、要配慮者対策

班、文化スポーツ部、福祉部、こども育成部、保健所部、消防部、茅ケ崎 警

察署 

 ２ 避難所における要配慮者に対する支援 

（略） 

(2) 市は、避難所内の一般避難スペースでの生活が困難な障がい者や高齢者

等については、心身の状態や災害関連死のリスク等を踏まえ、指定福祉避

難所や福祉避難所に係る協定を締結している特別養護老人ホーム等の社

会福祉施設に施設の被災状況や収容可能人数を確認の上、障がい者や高齢

者等の受入れを依頼します。 

また、福祉避難所が収容能力を超えた場合、又は対応が困難な要配慮者

については、県に対し、必要な措置を要請します。 

 （略） 

 

第９ 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理 被災者生活再建対策班、福祉

部、都市部、建設部 

（略） 

 １ 実施機関 

Ｐ１４０ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第４節 避難対策 

（略） 

第６ 要配慮者及び避難行動要支援者支援対策 避難所対策班、要配慮者対策

班、文化スポーツ部、福祉部、こども育成部、保健所部、消防部、茅ケ崎 警

察署 

 ２ 避難所における要配慮者に対する支援 

（略） 

(2) 市は、避難所内の一般避難スペースでの生活が困難な障がい者や高齢者

等については、福祉避難所に係る協定を締結している特別養護老人ホーム

等の社会福祉施設に施設の被災状況や収容可能人数を確認の上、障がい者

や高齢者等の受入れを依頼します。 

また、福祉避難所が収容能力を超えた場合、又は対応が困難な要配慮者

については、県に対し、必要な措置を要請します。 

  （略） 

 

第９ 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理 被災者生活再建対策班、福祉

部、都市部、建設部 

（略） 

 １ 実施機関 

  (1) 災害救助法が適用された場合 
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(1) 災害救助法が適用された場合 

同法に基づき県が行います。ただし、被害の程度等により県から委任さ

れた事務については、市が行います。 

(2) 災害救助法が適用されない場合 

同法が適用されない場合は、被災者に対する仮設住宅等の建設及び住宅

の応急修理は、市が実施します。 

（略） 

 ２ 応急仮設住宅必要戸数の把握 

（略） 

(2) 公営住宅等の活用 

市及び県は、応急仮設住宅として利用可能な民間賃貸住宅等や公営住宅

の空き戸数を調査します。 

（略） 

 ４ 応急仮設住宅への入居者募集及び運営管理 

   市及び県は、応急仮設住宅への入居者募集を行います。その際、建設型応

急住宅については、避難行動要支援者優先の観点から、入居者の優先順位を

設定して選考します。 

また、運営管理にあたっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、

孤独死や引きこもり等を防止するためのこころのケア、入居者によるコミュ

ニティの形成に努めるとともに、男女共同参画の視点に配慮し、女性や子ど

も、若者等の多様な生活者の意見を反映できるよう配慮します。 

（略） 

同法に基づき県が行います。ただし、被害の程度等により県から委任さ

れたときは、市が行います。 

(2) 災害救助法が適用されない場合 

同法が適用されない場合は、被災者に対する応急仮設住宅の建設及び住

宅の応急修理は、市が実施します。 

 （略） 

 ２ 応急仮設住宅必要戸数の把握 

（略） 

(2) 公営住宅等の活用 

市及び県は、応急仮設住宅として利用可能な公営住宅及び民間賃貸住宅

等の戸数を調査します。 

 （略） 

 ４ 応急仮設住宅への入居者募集及び運営管理 

   市及び県は、応急仮設住宅への入居者募集を行います。その際、避難行動

要支援者優先の観点から、入居者の優先順位を設定して選考します。 

 

また、運営管理にあたっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、

孤独死や引きこもり等を防止するためのこころのケア、入居者によるコミュ

ニティの形成に努めるとともに、男女共同参画の視点に配慮し、多様な生活

者の意見を反映できるよう配慮します。 

（略） 

 

第５章 災害時の応急対策活動 

第６節 医療救護・保健活動 

（略） 

第１ 市立病院の活動 市立病院部 

   市立病院は、災害拠点病院として、災害時における地域医療の中核的役割

を果たし、県保健医療福祉調整本部や医療機関、医療救護所と連携し、的確

な医療救護活動を実施します。 

１ 医療救護活動 

(1) 市立病院は、発災後直ちに院内状況等を調査しＥＭＩＳへ入力します。 

Ｐ１５６ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第６節 医療救護・保健活動 

（略） 

第１ 市立病院の活動 市立病院部 

   市立病院は、災害拠点病院として、災害時における地域医療の中核的役割

を果たし、県保健医療調整本部や医療機関、医療救護所と連携し、的確な医

療救護活動を実施します。 

 １ 医療救護活動 

(1) 市立病院は、発災後直ちに院内状況等を調査しＥＭＩＳへ入力します。 
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なお、被災が甚だしく医療機関としての活動が不可能な場合は、県保健

医療福祉調整本部、茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議及び同一ブロック

（湘南東部二次保健医療圏）内の他の災害拠点病院等に速やかにその旨を

報告します。 

(2) 略 

    (3) 略 

    (4) 市立病院は、県保健医療福祉調整本部と連携し、被災地内での医療救護

活動を実施するほか、ＤＭＡＴの派遣受援体制の整備や、重傷病者の広域

医療搬送等の広域的な連携による柔軟な医療救護活動を実施します。 

（略） 

 

第２ 災害協力病院の活動 災害協力病院 

災害協力病院は、災害拠点病院における対応に準じ、災害拠点病院のバッ

クアップ体制に参加し、傷病者等を受け入れるとともに医療救護活動に協力

します。 

災害協力病院の管理者は、発災後直ちに院内状況等を調査し、その結果に

ついてＥＭＩＳへ入力します。被災が甚だしく医療機関としての活動が不可

能な場合は、県保健医療福祉調整本部、茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議

及び二次保健医療圏内の災害拠点病院等に速やかにその旨を報告します。 

 

第３ 茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議の活動 保健所部 

（略） 

   (2) 県保健医療福祉調整本部に対し、必要となる保健医療活動チームのうち

都道府県医療救護班、ＪＭＡＴ（Japan Medical Association Team：日本

医師会災害医療チーム）、日本赤十字社救護班、ＪＤＡＴ（Japan Dental 

Alliance Team：日本災害歯科支援チーム）及び薬剤師チーム等（以下、「都

道府県医療救護班等」という。）の派遣、医薬品の確保、血液製剤の供給

等に関する要請を行うこと 

   （略） 

 

第４ 医療救護活動 救援物資対策班、保健医療対策班、保健所部、医療関係団

体、医療機関、薬品会社、消防部 

なお、被災が甚だしく医療機関としての活動が不可能な場合は、県保健

医療調整本部、茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議及び同一ブロック（湘

南東部二次保健医療圏）内の他の災害拠点病院等に速やかにその旨を報告

します。 

  (2) 略 

    (3) 略 

    (4) 市立病院は、県保健医療調整本部と連携し、被災地内での医療救護活動

を実施するほか、ＤＭＡＴの派遣受援体制の整備や、重傷病者の広域医療

搬送等の広域的な連携による柔軟な医療救護活動を実施します。 

（略） 

 

第２ 災害協力病院の活動 災害協力病院 

災害協力病院は、災害拠点病院における対応に準じ、災害拠点病院のバッ

クアップ体制に参加し、傷病者等を受け入れるとともに医療救護活動に協力

します。 

災害協力病院の管理者は、発災後直ちに院内状況等を調査し、その結果に

ついてＥＭＩＳへ入力します。被災が甚だしく医療機関としての活動が不可

能な場合は、県保健医療調整本部、茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議及び

二次保健医療圏内の災害拠点病院等に速やかにその旨を報告します。 

 

第３ 茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議の活動 保健所部 

（略） 

   (2) 県保健医療調整本部に対し、必要となる保健医療活動チームのうち都道

府県医療救護班、ＪＭＡＴ、日本赤十字社救護班及び薬剤師チーム（以下、

「都道府県医療救護班等」という。）の派遣、医薬品の確保、血液製剤の

供給等に関する要請を行うこと 

   （略） 

 

 

 

第４ 医療救護活動 救援物資対策班、保健医療対策班、保健所部、医療関係団

体、医療機関、薬品会社、消防部 
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（略） 

１ 医療救護活動体制 

災害状況に応じて、医療救護所の開設場所の選定や、医療関係団体への要

員の派遣要請を実施します。 

また、市内の医療機関の被災状況、診療状況を把握し、被災者や医療機関、

医療救護所に情報提供するとともに、医療機関や医療救護所の医療救護活動

を支援します。 

なお、市のみでは医療救護活動の実施が困難であると茅ヶ崎市・寒川町災

害医療対策会議が判断したときは、県保健医療福祉調整本部に対し、都道府

県医療救護班等の派遣要請を行います。 

市は、大規模災害が発生した場合、必要に応じて医療救護班を編成し、医

療救護所へ派遣します。 

（略） 

５ 医薬品等の確保 

（略） 

(1) 医薬品等の搬送

市は、救護所等で必要となる医薬品の搬送を行います。

【医薬品等の確保の基本的な流れ】 

（略） 

１ 医療救護活動体制 

災害状況に応じて、医療救護所の開設場所の選定や、医療関係団体への要

員の派遣要請を実施します。 

また、市内の医療機関の被災状況、診療状況を把握し、被災者や医療機関、

医療救護所に情報提供するとともに、医療機関や医療救護所の医療救護活動

を支援します。 

なお、市のみでは医療救護活動の実施が困難であると茅ヶ崎市・寒川町災

害医療対策会議が判断したときは、県保健医療調整本部に対し、都道府県医

療救護班等の派遣要請を行います。 

市は、大規模災害が発生した場合、必要に応じて医療救護班を編成し、医

療救護所へ派遣します。 

（略） 

５ 医薬品等の確保 

（略） 

(1) 医薬品等の搬送

医薬品等の搬送は、救援物資対策班に手配を依頼します。

【医薬品等の調達系統】 
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   出典 神奈川県災害時保健医療救護計画（令和７年３月） 

 

    (2) 血液の確保 

医療機関から要請があった場合、市は、茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策

会議を通じて、県保健医療福祉調整本部に血液製剤の確保を要請します。 

【血液製剤等の確保の基本的な流れ】 

 
   出典 神奈川県災害時保健医療救護計画（令和７年３月） 

（略） 

 

第５ ＤＭＡＴとの連携 消防部、保健所部、市立病院部 

（略） 

 ２ ＤＭＡＴ調整本部 

ＤＭＡＴ調整本部は、大規模災害発生直後から急性期までの間、県保健医

療福祉調整本部長の指揮下で、県内で活動する全てのＤＭＡＴ等を統括しま

す。 

（略） 

 

 

 (2) 血液の確保 

医療機関から要請があった場合、市は、茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策

会議を通じて、県保健医療調整本部に血液製剤の確保を要請します。 

【医薬品等の調達系統】 

 
 

 

 

 

 

（略） 

 

第５ ＤＭＡＴとの連携 消防部、保健所部、市立病院部 

（略） 

 ２ ＤＭＡＴ調整本部 

ＤＭＡＴ調整本部は、大規模災害発生直後から急性期までの間、県保健医

療調整本部長の指揮下で、県内で活動する全てのＤＭＡＴ等を統括します。 

（略） 
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第６ ＤＰＡＴとの連携 保健所部 

（略） 

 ２ ＤＰＡＴ調整本部 

ＤＰＡＴ調整本部は、大規模災害発生直後から慢性期までの間、県保健医

療福祉調整本部長の指揮下で、神奈川県内で活動する全てのＤＰＡＴ等を統

括します。 

（略） 

 

第７ ＤＨＥＡＴの活動 保健所部 

（略） 

１ ＤＨＥＡＴの活動 

(1) 県保健医療福祉調整本部における指揮調整機能の後方支援 

(2) 保健所の指揮調整機能の後方支援 

（略） 

 

 

第６ ＤＰＡＴとの連携 保健所部 

（略） 

 ２ ＤＰＡＴ調整本部 

ＤＰＡＴ調整本部は、大規模災害発生直後から慢性期までの間、県保健医

療調整本部長の指揮下で、神奈川県内で活動する全てのＤＰＡＴ等を統括し

ます。 

（略） 

 

第７ ＤＨＥＡＴの活動 保健所部 

（略） 

１ ＤＨＥＡＴの活動 

(1) 県保健医療調整本部における指揮調整機能の後方支援 

(2) 保健所の指揮調整機能の後方支援 

（略） 

 

 

第５章 災害時の応急対策活動 

第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 

（略） 

第１ 飲料水の調達・供給 救援物資対策班、経済部、文化スポーツ部、下水道

河川部、県企業庁茅ケ崎水道営業所、自衛隊 

 （略） 

 ２ 飲料水の調達活動 

市は、飲料水兼用貯水槽や耐震性プール、配水池の水の活用を図るととも

に、水道営業所や協定を締結する民間施設等からの飲料水の調達を迅速に行

います。 

３ 飲料水の供給活動 

市及び水道営業所は、応急給水マニュアルに基づき市民に対し飲料水を供

給します。 

(1) 給水方法 

ア 避難所における給水 

Ｐ１６８ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 

（略） 

第１ 飲料水の調達・供給 救援物資対策班、経済部、文化スポーツ部、下水道

河川部、県企業庁茅ケ崎水道営業所、自衛隊 

 （略） 

 ２ 飲料水の調達活動 

市は、飲料水兼用貯水槽や耐震性プール、配水池の水の活用を図るととも

に、水道営業所や協定を締結する民間施設等からの飲料水の調達を迅速に行

います。 

３ 飲料水の供給活動 

市は、次の方法により給水方針に基づき市民に対し供給します。 

 

(1) 給水方法 

ア 避難所における給水 
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市は、避難所の耐震性プールの水をろ過装置等の使用により、飲料水

として確保し、市民に対し給水を行います。 

ア 飲料水兼用貯水槽による給水

市は、自主防災組織等と連携し、必要に応じ飲料水兼用貯水槽から市

民に対し給水を行います。 

イ 給水拠点による給水

水道営業所は、配水池等で飲料水を確保するとともに、市の要請に基

づき、市が指定する応急給水拠点に飲料水を運搬します。 

市は、給水拠点の場所については、防災行政用無線等を活用し、市民

に周知します。 

(2) 応援要請

市及び水道営業所は、飲料水が不足し、確保が必要なときは、次の応援

要請を行います。 

（略） 

市は、避難所の耐震性プールの水をろ過装置等の使用により、飲料水

として確保し、市民に対し給水を行います。 

イ 飲料水兼用貯水槽による給水

市は、自主防災組織等と連携し、必要に応じ飲料水兼用貯水槽から市

民に対し給水を行います。 

ウ 給水拠点による給水

市は、応急給水拠点を定め、水道営業所等の協力のもと、配水池等の

取水場所から給水車、給水タンク等により飲料水を確保し、市民に対し

給水を行います。 

給水拠点の場所については、防災行政用無線等を活用し、市民に周知

します。 

(2) 応援要請

飲料水が不足し、確保が必要なときは、次の応援要請を行います。

（略） 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１０節 教育・保育対策 

第４ 応急教育の実施 子ども育成部、教育部、施設管理者 

（略） 

４ 被災地学び支援派遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ）の要請 

市は、発災後における学びの継続や学校の早期再開に向けて、被災地学び

支援派遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ：Disaster Education Support Team）に基づ

く教職員等の派遣を要請します。 

Ｄ－ＥＳＴの主な取り組みは次のとおりです。 

(1)文部科学省から被災地への職員派遣

(2)被災地外からの学校支援チームの派遣

(3)文部科学省の調整による被災地への応援職員及びスクールカウンセラ

ーの派遣 

（略） 

Ｐ１７２ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１０節 教育・保育対策 

第４ 応急教育の実施 子ども育成部、教育部、施設管理者 

（略） 

（新設） 
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第５章 災害時の応急対策活動 

第１３節 ライフライン等の応急復旧活動 

（略） 

第６ 通信サービス ＮＴＴ東日本(株)神奈川事業部 

（略） 

Ｐ１８２ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１３節 ライフライン等の応急復旧活動 

（略） 

第６ 通信サービス 東日本電信電話(株)神奈川事業部 

（略） 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１５節 広域応援・受援活動 

（略） 

第１ 行政機関等に対する応援要請 総括・情報班、経営総務部、湘南地域県政

総合センター 

（略） 

２ 行政機関等に対する応急措置の要請 

市は、円滑な応急措置の必要があると認めるときは、県に対し、指定行政

機関または関係指定地方行政機関に対する応急措置の実施の要請を求めま

す。 

また、県に対して上記の要求ができない場合は、指定行政機関または関係

指定地方行政機関に対してその旨を伝えるとともに、市域における災害の状

況を通知します。なお、当該通知を受けた機関は、県の要請を待ついとまが

ない等、緊急を要すると認められるときは、県からの要請を待たずして応急

措置を実施します。 

３ 応援要請の手続き 

（略） 

４ 関係団体、企業等への応援要請 

（略） 

５ 国等への応援要請 

（略） 

Ｐ１８７ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１５節 広域応援・受援活動 

（略） 

第１ 行政機関等に対する応援要請 総括・情報班、経営総務部、湘南地域県政

総合センター 

（略） 

２ 新設 

２ 応援要請の手続き 

（略） 

３ 関係団体、企業等への応援要請 

（略） 

４ 国等への応援要請 

（略） 

第５章 災害時の応急対策活動 

Ｐ１９２ 

第５章 災害時の応急対策活動 
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第１６節 ボランティア活動 

（略） 

第７ 被災者援護協力団体への支援協力 統括調整部、各部 

   市は、発災時において被災者援護協力団体の迅速な支援協力を受けるため、

必要に応じて、被災者台帳の共有や災害救助法等を活用した業務を委託しま

す。 

被災者援護協力団体へ委託する主な業務は次のとおりです。 

(1) 避難所の運営 

(2) 炊き出しその他による食品の給与または飲料水の供給 

(3) 被服、寝具その他の生活必需品の供与又は貸与 

(4) 被災した住宅の応急修理又は災害により生じた土砂その他の障害物 

除去 

 (5) 被災者からの相談への対応又は被災者に対する情報の提供・助言 

 (6) ボランティア受入れの実施に係る連絡調整 

 (7) その他被災者の援護を図るために必要な協力業務 

 

第１６節 ボランティア活動 

（略） 

（新設） 

 

第６章 復旧・復興対策 

第２節 被災状況の調査 

第２ 罹災証明書等の交付 市民部、消防部 

   市は、災害対策基本法第９０条の２に基づき、市域で災害が発生した場合、

災害救助法や被災者生活再建支援法等に基づく被災者支援策や市税の減免等

を実施するにあたり必要とされる住家等の被害程度を証明する罹災証明書を

交付します。 

   なお、交付にあたっては、被災者からの申請に基づき、不動産鑑定士や土

地家屋調査士の士業団体と連携しつつ、住家の被害状況を調査し、交付しま

す。 

（略） 

 ３ 被害認定調査活動 

   市は、具体的な調査方法及び判定方法は、内閣府「災害に係る住家の被害

認定基準運用指針」等に基づき判定します。 

  （略） 

Ｐ２０１ 

第６章 復旧・復興対策 

第２節 被災状況の調査 

第２ 罹災証明書等の交付 市民部、消防部 

市は、市域で災害が発生した場合、災害救助法や被災者生活再建支援法等

に基づく被災者支援策や市税の減免等を実施するにあたり必要とされる住家

等の被害程度について、災害対策基本法第９０条の２に基づき、被災者から

の申請に基づき、住家の被害状況を調査し、被害の程度を証明する書面とし

て罹災証明書の交付を行います。 

（略） 

 

 

 ３ 被害認定調査活動 

   市は、具体的な調査方法及び判定方法は、内閣府「災害に係る住家の被害

認定基準運用指針」等に基づき判定します。 

  （略） 
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  (2) 被害認定調査 

  
  ※調査を効率よく実施するため、申請書等の情報から、外観被害は軽微でも、

内部被害が比較的大きいと考えられる住家は、２次調査から実施すること

も考えられる。 

（略） 

  (2) 被害認定調査 

  
 （略） 

 

 

第６章 復旧・復興対策 

第４節 復興対策 

（略） 

第４ 都市基盤施設等の復旧・復興 企画政策部、経済部、文化スポーツ部、環

境部、都市部、建設部、下水道河川部、教育部、京浜河川事務所、横浜国道

事務所、藤沢土木事務所、茅ケ崎水道営業所、東日本旅客鉄道(株)横浜支社、

ＮＴＴ東日本(株)、東京電力パワーグリッド(株)、東京ガスネットワーク(株) 

（略） 

Ｐ２０９ 

第６章 復旧・復興対策 

第４節 復興対策 

（略） 

第４ 都市基盤施設等の復旧・復興 企画政策部、経済部、文化スポーツ部、環

境部、都市部、建設部、下水道河川部、教育部、京浜河川事務所、横浜国道

事務所、藤沢土木事務所、茅ケ崎水道営業所、東日本旅客鉄道(株)横浜支社、

東日本電信電話(株)、東京電力パワーグリッド(株)、東京ガスネットワーク

(株) 

（略） 
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第３章 火山災害対策 

第１節 火山の概要 

 神奈川県に被害を及ぼすおそれのある火山としては、箱根山と富士山があり

ます。 

富士山ハザードマップ検討委員会報告書（令和３年３月）によると、１７０

７年の宝永噴火の規模で富士山が噴火した場合、本市は降灰の可能性が３０cm

の範囲に位置しております。 

火山灰は徐々に降り積もり、触れても危険性は低いことから、地震に比べて

緊急的・直接的な命の危険性は低いものの、目・鼻・のど・気管支への異常等

を生じることがあり、注意が必要です。 

また、火山灰は除去しない限り無くならないことから、建物倒壊のほか、物

資輸送やライフライン、インフラに長期間影響が出る可能性があり、風による

再移動や降雨により固まる等の性質があるため、適切な除灰が必要になります。 

Ｐ２３９ 

第３章 火山災害対策 

第１節 火山の概要 

 神奈川県に被害を及ぼすおそれのある火山としては、箱根山と富士山があり

ます。 

富士山ハザードマップ検討委員会報告書（平成１６年６月）によると、富士

山が噴火した場合において、本市は降灰可能性３０cm の範囲に位置しておりま

す。 

火山灰で命を落とす危険性は小さいものの、吸い込むことによる呼吸器への

影響や灰が眼に入ることで、炎症等を引き起こすことがあり、コンタクトレン

ズを着用している場合は特に注意が必要となります。 

また、堆積した火山灰は、厚さ０．５㎝でも車の走行時に灰を巻き上げ、視

界が悪くなり、自動車等ではスリップを引き起こしやすくなります。さらに、

木造家屋では、屋根に３０㎝以上の降灰が堆積すると、屋根が抜けたり建物が

倒壊するおそれがあります。 
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  降灰可能性マップ（出典：富士山ハザードマップ（改訂版）検討委員会報

告書（令和３年３月（平成１６年度版報告書から再掲）） 

第１ 箱根山の概要 

箱根山は、いくつかの成層火山と単成火山からなる複成火山です。火山

体の中心には南北１１km、東西８kmの大きな鍋状凹地（カルデラ）があり、

その西側を占める芦ノ湖はカルデラ湖です。箱根の名称は、四方を峰々で

囲まれた箱形の山塊という意味でつけられたとも言われています。 

箱根火山の活動が始まったのは、今から６５万年前と推定されており、

その後火山活動を繰り返して、外輪山とカルデラ、カルデラの中に発達す

る２つの中央火口丘群を形成しました。 

外輪山は今から２５万年前までに形成された、玄武岩から安山岩を主体

とする成層火山の集合体で、明神ヶ岳、明星ヶ岳、金時山、三国山、大観

山などがカルデラの縁を形成しています。（改行） 

カルデラの中には新旧２種類の中央火口丘群があり、ます。古い方にあ

たる前期中央火口丘群は、地形的には頂上が平なのが特徴で、安山岩から

デイサイトを主体とする複数の成層火山や溶岩ドームからなります。浅間

山、鷹巣山、屏風山などがこれにあたります。、８万年前頃までに形成され

たと考えられています。新しい方にあたる後期中央火口丘群は、地形的に

は釣鐘状をしているのが特徴で、安山岩の成層火山や溶岩ドームからなり、

神山、駒ヶ岳、二子山などがこれにあたります。（改行） 

外輪山及び前期中央火口丘群は既に活動を停止しており、現在及び将来

の火山活動は後期中央火口丘群で行われるものと考えられます。 

箱根火山の噴火スタイルは長い歴史の間で様々に変化してきており、ま

したが、箱根火山では４万年前以降は、溶岩ドームの形成とそれに伴い発

生する火砕流や山体崩壊を繰り返してきましたいることが知られていま

す。箱根火山でもっとも新しい山体は、大涌谷の南にある冠ヶ岳で、３，

０００年前に形成されました。冠ヶ岳も溶岩ドームですが、この溶岩ドー

ムが地表近くに達した際、神山が崩壊して仙石原方面に岩屑なだれが押し

寄せたほか、火砕流が仙石原を覆い、一部は湖尻峠に達したことが知られ

ています。なお、このとき岩屑なだれが早川を堰き止めたため芦ノ湖が形

成されました。同様の噴火は過去１万年間に限ってみると、神山（７，０

降灰可能性マップ（出典：富士山ハザードマップ検討委員会報告書（平成

１６年６月） 

第１ 箱根山の概要 

箱根山は、いくつかの成層火山と単成火山からなる複成火山です。火山

体の中心には南北１１km、東西８kmの大きな鍋状凹地（カルデラ）があり、

その西側を占める芦ノ湖はカルデラ湖です。箱根の名称は、四方を峰々で

囲まれた箱形の山塊という意味でつけられたとも言われています。 

箱根火山の活動が始まったのは、今から６５万年前と推定されており、

その後火山活動を繰り返して、外輪山とカルデラ、カルデラの中に発達す

る２つの中央火口丘群を形成しました。 

外輪山は今から２５万年前までに形成された、玄武岩から安山岩を主体

とする成層火山の集合体で、明神ヶ岳、明星ヶ岳、金時山、三国山、大観

山などカルデラの縁を成しています。カルデラの中には新旧２種類の中央

火口丘群があります。古い方にあたる前期中央火口丘群は、地形的には頂

上が平なのが特徴で、安山岩からデイサイトを主体とする複数の成層火山

や溶岩ドームからなります。浅間山、鷹巣山、屏風山などがこれにあたり、

８万年前頃までに形成されたと考えられています。新しい方にあたる後期

中央火口丘群は地形的には釣鐘状をしているのが特徴で、安山岩の成層火

山や溶岩ドームからなり、神山、駒ヶ岳、二子山などがこれにあたります。

外輪山及び前期中央火口丘群は既に活動を停止しており、最近の噴火は後

期中央火口丘群で発生しており、将来の活動も後期中央火口丘群で行われ

るものと考えられます。 

箱根火山の噴火スタイルは長い歴史の間で様々に変化してきましたが、

箱根火山では４万年前以降、溶岩ドームの形成とそれに伴って発生する火

砕流や山体崩壊を繰り返していることが知られています。箱根火山でもっ

とも新しい山体は、大涌谷の南にある冠ヶ岳で、３，０００年前に形成さ

れました。冠ヶ岳も溶岩ドームですが、この溶岩ドームが地表近くに達し

た際、神山が崩壊して仙石原方面に岩屑なだれが押し寄せたほか、火砕流

が仙石原を覆い、一部は湖尻峠に達したことが知られています。なお、こ

のとき岩屑なだれが早川を堰き止めたため芦ノ湖が形成されました。同様

の噴火は過去１万年間に限ってみると、神山（７，０００年前）、二子山（５，
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００年前）、二子山（５，０００年前）でに発生しています。 

箱根火山は噴火の歴史記録はありませんが、地質調査により１２～１３

世紀頃に３回ほど小規模な水蒸気爆発があったことが最近の研究で明らか

になりました。これらは、マグマの関与があまり明確ではなく、規模も大

きいものではありませんが、観光地化がきわめて進んでいる箱根において

は重要視すべきものです。なお、同様の噴火は３，０００年前頃と２，０

００年前頃にもありましたったことが知られています。 

その他、火山災害としては大涌谷、早雲山、湯ノ花沢、硫黄山の４つの

噴気地帯での噴気活動があげられます。大涌谷と湯ノ花沢では過去に火山

ガスによる事故で死者が出ています。 

近年では特に平成１３年の活動が活発であり、無感地震を含めて、約半

年間にわたって、約１６，０００回の地震が観測されました。また、平成

２７年４月以降、火山性地震が多く観測され、一時は噴火警戒レベルを「３

（入山規制 ）」まで引き上げられましたが、同年９月に「２（火口周辺規

制）」に引き下げられ、同年１１月に「１（活火山であることに留意）」へ

更に引き下げられました。 

なお、平成２７年に改正された活動火山対策特別措置法に伴い、平成２

８年２月に同法に基づく、噴火への備えを必要とする火山災害警戒地域に

「神奈川県」及び「箱根町」が指定されました。これを受け、県と箱根町

は、同法に基づく法定協議会である「箱根山火山防災協議会」を設置して

います。 

 

第２ 富士山の概要 

 １ 富士山の活動史 

富士山は、山梨県と静岡県にまたがり、小御岳（こみたけ）・古富士の両

火山上に生成した成層火山で日本の最高峰であり、体積は約４００ k ㎥、

基底は直径５０㎞の大きさです。主に玄武岩からなりますが、１７０７年

にはデイサイト・安山岩の軽石・スコリアも噴出しました。側火山が約１

００個あります。標高２，４５０ｍ以上は露岩地帯で、風食作用が著しく、

特に西斜面は崩壊が激しくなっており、「大沢崩れ」として知られておりま

す。 

富士山は、古い時代から順に、小御岳、古富士火山、狭義の富士火山（新

０００年前）に発生しています。 

箱根火山は噴火の歴史記録はありませんが、地質調査により１２～１３

世紀頃に３回ほど小規模な水蒸気爆発があったことが最近の研究で明らか

になりました。これらは、マグマの関与があまり明確ではなく、規模も大

きいものではありませんが、観光地化がきわめて進んでいる箱根において

は重要視すべきものです。なお、同様の噴火は３，０００年前頃と２，０

００年前頃にもあったことが知られています。 

その他、火山災害としては大涌谷、早雲山、湯ノ花沢、硫黄山の４つの

噴気地帯での噴気活動があげられます。大涌谷と湯ノ花沢では過去に火山

ガスによる事故で死者が出ています。 

近年では特に平成１３年の活動が活発であり、無感地震を含めて、約半

年間にわたって、約１６，０００回の地震が観測されました。また、平成

２７年４月以降、火山性地震が多く観測され、一時は噴火警戒レベルを「３

（入山規制 ）」まで引き上げられましたが、同９月に「２（火口周辺規制）」

に引き下げられ、同１１月に「１（活火山であることに留意）」へ更に引き

下げられました。 

なお、平成２７年に改正された活動火山対策特別措置法に伴い、平成２

８年２月に同法に基づく、噴火への備えを必要とする火山災害警戒地域に

「神奈川県」及び「箱根町」が指定されました。これを受け、県と箱根町

は、同法に基づく法定協議会である「箱根山火山防災協議会」を設置して

います。 

 

第２ 富士山の概要 

 

富士山は、山梨県と静岡県にまたがり、小御岳（こみたけ）・古富士の両

火山上に生成した成層火山で日本の最高峰であり、体積は約４００ k ㎥、

基底は直径５０㎞の大きさです。主に玄武岩からなりますが、１７０７年

にはデイサイト・安山岩の軽石・スコリアも噴出しました。側火山が約１

００個あります。標高２，４５０ｍ以上は露岩地帯で、風食作用が著しく、

特に西斜面は崩壊が激しくなっており、「大沢崩れ」として知られておりま

す。 

富士山は、古い時代から順に、小御岳、古富士火山、狭義の富士火山（新
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富士火山）の３火山から形成されなりますが、このうち最新の火山である

新富士山についての活動史は以下のようにまとめられています。 

  

活動期 年代 主な噴火口の位置 噴火の特徴 

Ⅰ 約 11000年前 

～約 8000年前 

山頂、山腹等 多量の溶岩流の噴出 

Ⅱ 約 8000年前 

～約 4500年前 

山頂 間欠的に比較的小規模な

テフラが噴出 

Ⅲ 約 4500年前 

～約 3200年前 

山頂、山腹等 多量な溶岩流と小規模な

テフラが噴出 

Ⅳ 約 3200年前 

～約 2200年前 

山頂 大規模なテフラが噴出・少

量の火砕流と溶岩流が噴

出 

Ⅴ 約 2200年前以

降 

山腹等 大規模なテフラと溶岩が

噴出 

 

このうち側火山の顕著な活動期は、１万１０００～８０００年前、４５

００～３０００年前、２０００年前～１７０７年の３時期であるとされて

います。 

気象庁では、噴火警戒レベルは「１（活火山であることに留意 ）」とし

て、監視・観測が行われていますが、令和８年１月末日現在、火山活動に

特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。 

 

 ２ 富士山火山防災対策協議会 

なお、平成２７年に改正された活動火山対策特別措置法に伴い、平成２

８年２月に同法に基づく、噴火への備えを必要とする火山災害警戒地域と

して静岡、山梨両県及び周辺１５の市町村が指定されました。これを受け、

関係自治体は、同法に基づく法定協議会である「富士山火山防災対策協議

会」を設置しています。 

同協議会は、火山防災対策の確立のために富士山ハザードマープを作成

しており、また、令和３年３月に富士山ハザードマップがの改訂で溶岩流

による被害範囲が拡大されたことから、神奈川県内では、相模原、小田原、

富士火山）の３火山からなりますが、このうち最新の火山である新富士山

についての活動史は以下のようにまとめられています。 

１万１０００年～８０００年前：山頂火口及び側火口から極めて多量な

溶岩が流出 

８０００年～４５００年前：山頂火口から小規模なテフラが間欠的

に噴出 

４５００年～３０００年前：山頂火口及び側火山群から大量な溶岩

と小規模なテフラが噴出 

３０００年～２０００年前：主として山頂火口から大規模なプリニ

ー式噴火のテフラが頻繁に噴出し、少

量の火砕流と溶岩がこれに伴った。 

２０００年前～１７０７年：側火山郡から小規模～大規模なストロ

ンボリ式噴火のテフラと溶岩が噴出 

 

 

 

このうち側火山の顕著な活動期は、１万１０００～８０００年前、４５

００～３０００年前、２０００年前～１７０７年の３時期であるとされて

います。 

気象庁では、噴火警戒レベルは「１（活火山であることに留意 ）」とし

て、監視・観測が行われていますが、令和７年１月末日現在、火山活動に

特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。 

 

 （新設） 

なお、平成２７年に改正された活動火山対策特別措置法に伴い、平成２

８年２月に同法に基づく、噴火への備えを必要とする火山災害警戒地域に

静岡、山梨両県及び周辺１５の市町村が指定されました。これを受け、関

係自治体は、同法に基づく法定協議会である「富士山火山防災対策協議会」

を設置しています。 

また、令和３年３月に富士山ハザードマップが改訂され溶岩流による被

害範囲が拡大されたことから、神奈川県内では、相模原、小田原、南足柄

の３市と、大井、松田、山北、開成の４町が火山警戒地域に指定されまし
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南足柄の３市と、大井、松田、山北、開成の４町が火山警戒地域に指定さ

れました。 

  

 ３ 国による降灰対策の検討 

   国は、大規模噴火降灰時にどのような現象や被害が起こるのかを検討し、

広域降灰への基本的な考え方を示すため、令和２年４月に「大規模噴火時

の広域降灰対策について―首都圏における降灰の影響と対策―～富士山噴

火をモデルケースに～（報告）」を公表しました。 

   この報告に基づき、首都圏における富士山噴火を想定した広域降灰対策

を検討するため、令和６年７月から首都圏における広域降灰対策検討会が

開催され、翌年３月に「首都圏における広域降灰対策に関するガイドライ

ン（以下、広域降灰ガイドライン）」が取りまとめられました。広域降灰ガ

イドラインは、今後、課題検討の結果や予報精度の向上、社会的構造の変

化等に応じて適宜改訂されます。 

 

 ４ 想定される影響 

   広域降灰ガイドラインでは、富士山の宝永噴火（１７０７年）の規模を

想定し、人口・資産への影響がもっとも大きいケースに基づき対策を検討

しています。 

 内    容 

 

噴火の規模等 

規模・噴出率 宝永噴火の規模・噴出率 

継 続 時 間 １５日間 

被 害 の 原 因 降灰 

風 向 西南西風が卓越（平成２２年１０月１４～２８日の風） 

降 灰 分 布 神奈川県と東京都を中心に火山から東北東方面に分布 

特 徴 堆肥厚１０ｃｍ以上の降灰範囲の人口・資産が比較的大

きい 

被 害 の 程 度 県内西部等で３０ｃｍの降灰 

  ※実際の噴火時には、風向・噴火の規模・噴火の継続時間等により、降灰の状

況が変化することに留意。 

 

   上記ケースで想定される影響は次のとおりです。 

た。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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鉄道 微量の降灰で地上路線の運行が停止。大部分が地下の路線で

も、需要増加や車両・作業員の不足等により運行停止や輸送

量の低下が発生。 

道路 乾燥時１０ｃｍ以上、降雨時３ｃｍ以上の降灰で二輪駆動車

が通行不能。当該値未満でも、視界不良による安全通行困難

及び、道路上の火山灰や鉄道停止に伴う交通量増等による速

度低下や渋滞が発生。 

航空 ０．４ｍｍ以上になると滑走路等の除灰が検討され、２ｍｍ

以上になると除灰が必要。除灰中は滑走路の利用不可。大気

中に火山灰が存在する空域では、航空機は迂回等の措置が必

要。 

物資 一時滞留者や人口の多い地域では、少量の降灰でも、買い占

め等による食料及び飲料水等の売り切れが生じる。交通支障

が生じると物資の配送や店舗の営業困難等により生活物資

の入手が困難 

電力 降雨時３ｍｍ以上の降灰で碍子の絶縁低下による停電が発

生。数ｃｍ以上の降灰で火力発電所の吸気フィルタの交換頻

度の増加等による発電量の低下、電力供給量の低下が著し

く、需要の抑制や電力融通等の対応でも必要な供給力が確保

できない場合は、停電に至る。 

通信 噴火直後には利用者増による電話の輻輳が発生。降雨時に、

火山灰が基地局等の通信アンテナに付着すると、通信を阻

害。停電エリアの基地局等で非常用発電設備の燃料切れが生

じると通信障害が発生。 

上水道 原水の水質が悪化し、浄水施設の処理能力を超えることで、

水道水が飲用に適さなくなる又は断水となる。停電による浄

水場及び配水施設等の運転停止により、断水が発生。 

下水道 降雨時、下水管理（雨水）の閉塞により、閉塞上流から雨水

があふれる。停電エリアによる処理施設等の停止により、下

水道の使用制限が生じる。 

建物 降雨時３０ｃｍ以上の降灰量で木造家屋に火山灰の重みに

より倒壊するものが発生。 
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体育館等の大スパン・緩勾配屋根の大型建物は、積雪荷重を

超えると損壊するものが発生。５ｃｍ以上の降灰量で、空調

設備の室外機に不具合が生じる。 

健康被害 目・鼻・のど・気管支等に以上を生じることがある。 

呼吸器疾患や心疾患のある人々は症状が増悪する等の影響

を受ける可能性が高い。 

   ※「首都圏における広域降灰対策ガイドライン（令和７年３月）」内閣府

（防災担当） 

 

 

第３章 火山災害対策 

第２節 予防対策 

 第１ 首都圏における広域降灰対策の考え方 

  １ 広域降灰対策の基本方針 

    広域降灰ガイドライン（令和７年３月）では、広域降灰対策の前提と

して、緊急的・直接的な命の危険性は低いこと※、首都圏の人口が非常

に多いこと、予測の不確実性から、噴火前から社会活動を著しく制限す

ることは現実的でないことを踏まえ、「できる限り降灰域内に留まって自

宅等で生活を継続する」ことを広域降灰対策の基本方針とし、降灰量等

に基づく４つの被害の様相の区分に応じて対策を整理しています。 
   ※降灰量が３０ｃｍ以上の木造家屋、降灰後土石流の危険がある地域、降灰

に伴う社会活動の低下等により自助・共助による生活が継続できず直ちに

生命に危険が及ぶ人等は、状況によっては直ちに命の危険があるため避難

行動をとる必要がある。 

Ｐ２４２ 

第３章 火山災害対策 

第２節 火山情報の伝達体制等 

（新設） 
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 ※１：一時的に供給困難となることもあるが、応急対応により生活継続が可能な

状況。 

 ※２：降灰中で視界が低下する等により屋外での行動が危険を伴う場合は、基本

的に自宅等の屋内へとどまる。健康被害防止のため、屋外での行動時には

ゴーグル及びマスクの着用等の対策が望ましい。呼吸器疾患等の持病等を

持つ人は特に留意。 

 ※３：降灰に伴う社会活動の低下等により自助・共助による生活が継続できず直

ちに生命に危険が及ぶ人を想定。要配慮者のうち、自宅等で生活を継続可

能な人は、一般住民と同様の行動をとる。 

 

 

 第２ 災害情報受伝達体制の充実 

１ 災害情報の収集・受伝達体制の充実 

災害情報の受伝達体制は、地震災害対策計画第４章第２節「災害情報

受伝達体制の充実」により行いますが、火山災害発生時の降灰量に関す

る情報等を関係機関で共有するとともに、適切に市民に周知する体制を

強化します。 

  ２ 通信手段の確保 

市は、広域降灰等の火山災害時の情報通信手段について、平常時より

その確保に努め、無線設備の点検を定期的に実施するとともに、非常通

信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け、防災関係機関との連携による

通信訓練に積極的に参加します。 

  ３ 被災者等への情報提供 

(1) 市は、被災者を支援するため、災害発生前後の時間経過（警戒期、

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※現行計画の第３章第３節第１より移動 

 第１ 情報の収集・連絡 

１ 災害情報の収集・伝達体制の拡充 

市は、県及び防災関係機関との情報の収集・連絡体制の整備を図り、

災害情報受伝達体制を強化します。 

   

 

２ 通信手段の確保 

市は、火山災害時の情報通信手段について、平常時よりその確保に努

め、無線設備の点検を定期的に実施するとともに、非常通信の取扱い、

機器の操作の習熟等に向け、防災関係機関との連携による通信訓練に積

極的に参加します。 

  ３ 被災者等への情報提供 

(1) 市は、被災者を支援するため、災害発生前後の時間経過（警戒期、
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発災期、避難救援期、応急復旧期、復興期）に応じた情報の収集、提

供に努めます。なお、要配慮者に配慮した提供方法とするよう努めま

す。 

(2) 市は、市民や避難所、救護活動拠点等への情報提供等について、ホ

ームページ等各種通信手段の活用を図ります。 

第３ 資機材の整備 

市は、広域降灰等の火山災害時における応急対策活動を速やかに実施

するため、必要な資機材を整備するとともに、民間企業等と協定を締結

することで資機材を確保するよう努めます。 

第４ 火山防災知識の普及・啓発 

  １ 市民等に対する防災知識の普及・啓発 

市は、広域降灰時には自宅等で生活を継続すること等の基本方針を適

切に周知し、噴火時及び広域降灰時における社会的な影響、身を守るた

めの対策、生活の継続や健康維持等への備え等に関する情報の提供等、

火山防災に関する知識の普及・啓発に努めます。 

  ２ 園児、児童、生徒に対する防災知識の普及・啓発 

保育園、幼稚園、学校等は、火山に関する正しい知識及び火山防災対

策を学習内容等に組み入れ、火山防災教育の推進に努めます。 

  ３ 自己備蓄の推進 

火山災害発生時は、噴火の長期化等の可能性も考えられることから、

市の備蓄では十分ではないため、日頃から市民一人一人が必要な飲料水

や食料、生活必需物資、降灰対策特有の備蓄品（防塵マスクや防塵ゴー

グル、清掃器具等）を備えておくことが大切です。 

そのため市は、自主防災組織と連携し、市民及び企業等に対し、自己

備蓄の重要性及び積極的な確保について広く周知を図ります。 

発災期、避難救援期、応急復旧期、復興期）に応じた情報の収集、提

供に努めます。なお、要配慮者に配慮した提供方法とするよう努めま

す。 

(2) 市は、市民や避難所、救護活動拠点等への情報提供等について、ホ

ームページ等各種通信手段の活用を図ります。 

（新設） 

※現行計画の第３章第３節第６より移動・一部追記

（新設） 

第３章 火山災害対策 

第３節 火山情報の伝達体制等 

（略） 

Ｐ２４５ 

第３章 火山災害対策 

第３節 予防対策  ※現行計画の第３章第２節第１より移動・一部修正

（略） 
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第１ 噴火警報等の発表 

   気象庁は、平成１９年から、噴火に伴って生命に危険を及ぼす火山現象

（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等）が予想される場合、重大な災

害が起こるおそれがあるとして「警戒が必要な範囲（生命に危険を及ぼす

範囲）」を明示して、市町村単位で噴火警報を発表しています。 

富士山と箱根山は、気象庁が警戒等を必要とする市区町村を明示し、噴

火警戒レベルに応じての噴火警報及び噴火予報を発表する活火山となりま

す。 

 （略） 

第１ 噴火警報等の発表 

   平成１９年１２月１日の気象業務法等の改正に伴い、従前の火山情報（緊

急火山情報、臨時火山情報、火山観測情報）及び火山活動度レベルは廃止

され、これに代わり、新たに噴火警報・予報及び噴火警戒レベルが定めら

れました。 

富士山と箱根山は、気象庁が警戒等を必要とする市区町村を明示し、噴

火警戒レベルに応じての噴火警報及び噴火予報を発表する活火山となりま

す。 

 （略） 

 

 

第３章 火山災害対策 

第４節 避難対策 

第１ 市民等への周知 

   災害時に、的確な避難行動がとられるためには、市民が降灰被害の様相

の４つのステージに応じた避難行動を理解した上で、平常時より検討して

おく必要があります。 

   そのため、市は、防災研修会やまなび講座等、様々な機会や手段を通じ

て、広域降灰等の火山災害に求められる避難行動の周知を図り、市民が適

切な避難行動をとれるよう周知に努めます。 

  

区 分 降 灰 厚 影 響 等 
避  難 

 要配慮者等※ 

ステージ１ 
微量以上 

３cm 未満 
・鉄道等への影響 自宅等で生活を継続 

 

ステージ２ 

 

被害が 

比較的小さい 

 

 

 

 

 

３cm 以上 

30cm 未満 

 

 

 

・ライフラインへの影

響 

・降灰厚が 10cm 以上

の場合、二輪駆動車

の通行不能 

 

 

自宅等で 

生活を継続 

自宅等で 

生活を継続 

（状況に応じ

医療の対応可

能な地域へ移

動） 

 

ステージ３ 

自宅等で生

活を継続 

 

 

Ｐ２４７ 

第３章 火山災害対策 

第４節 災害時の応急対策活動  

※現行計画の第３章第３節第４より移動・追記 
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被害が 

比較的大きい 

・物資供給が困難 （状況に応

じ生活可能

な地域へ移

動） 

原則避難 

ステージ４ 30cm 以上 

・四輪駆動の通行不能

・木造建物の倒壊のお

それ 

原則避難 原則避難 

※首都圏における広域降灰対策ガイドライン（令和７年３月）より抜粋

※降灰に伴う社会活動の低下等により自助・共助による生活が継続できず直ちに生命に

危険が及ぶ人を想定（通院による人工透析患者や介護サービスが必要な人等）。要配慮

者のうち、自宅等での生活を継続可能な人は、一般住民と同様の行動をとる。 

第２ 要配慮者の避難対策 

市は、関係機関と連携し、降灰に伴う社会活動の低下等により自助・共

助による生活が継続できず、直ちに生命に危険が及ぶ要配慮者等の生活の

整備を図るため、保健医療、域外広域一時滞在の調整、移送方法など、要

配慮者の支援体制の整備に努めます。 

第３ 広域避難対策 

市は、協定自治体等への一時的な避難を円滑に行うため、平常時から担

当窓口や連絡先、要請の手続き、移動手段等を調整することで実効性の確

保に努めます。 

第３章 火山災害対策 

第５節 救助・救急・医療救護体制の充実 

第１ 消防活動 

１ 救助・救急活動 

市は、被災者の早急な把握のため、平常時から関係機関と連携を図り、

救出・救助体制の整備に努めます。 

２ 消火活動 

(1) 市は、平常時から消防団、自主防災組織等の連携強化を図るとともに、

出火、延焼拡大予防のための初期消火等の指導の徹底、消防力の整備強化

及び消防水利の整備に努めます。

※現行計画の第３章第３節第２、第３より移動・一部修正 
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(2) 市は、防火水槽、自然水利利用施設、消防ポンプ自動車等の消防用機械・

資機材の整備強化を図ります。

第２ 医療救護活動 

市は、県及び防災関係機関と調整のうえ、神奈川県災害時保健医療救護

計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めるともに、救護活動に必要な

医薬品等の整備に努めます。 

第３章 火山災害対策 

第６節 降灰等対策 

第１ 市民等による平常時の備え 

市は、火山灰から身を守るため、マスク、目も守るゴーグル等の備えに

加えて、自宅等で生活を継続できるよう、市民及び企業等に対し、自己備

蓄の確保について広く周知を図ります。 

第２ 帰宅困難者対策 

  市は、広域降灰時には、鉄道等の運行が停止することが想定されるため、

自力で帰宅することが困難な住民が大量に発生するおそれがあることか

ら、一時滞在施設の確保に努めるとともに、開設基準や運営マニュアルの

作成及び一時滞在施設における支援物資等の計画的な備蓄を進めます。 

第３ 緊急輸送道路等の確保対策 

県及び市は、応急対策活動及び復旧活動の実施に必要な物資、資機材、

要員等の緊急輸送を行うため、各拠点や市災害対策本部、防災備蓄倉庫等

を有機的に連絡する路線を緊急輸送道路等として指定しています。 

市は、広域降灰時の輸送・移動手段の確保のために、道路管理者と連携

して道路啓開の優先度を検討し、速やかに応急対応に必要な経路の確保に

努めます。 

第４ 物資供給対策 

市は、道路啓開等によって輸送手段が確保され次第、必要な物資を速や

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 
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かに輸送できるよう、関係機関及び協定締結先との連携強化に努めます。 

第５ ライフライン等の応急復旧対策 

市は、平常時からライフライン関係機関との連携を強化するため、連絡

手段や被害状況の収集方法等の情報受伝達体制の整備を進めます。 

第６ 火山灰の処理 

市は、国や関係機関と連携しつつ、実際の降灰状況や被害状況等を踏ま

えて適切に火山灰を処理できるよう、平常時から仮置き場や最終的な処分

の候補地等の選定に努めます。 

また、大規模噴火降灰時の火山灰の最終処分について、法的整備を早急

に進めるよう、国に対して要望していきます。 

（新設） 

（新設） 

第３章 火山災害対策 

第７節 災害時の応急対策活動 

第１ 発災直後の情報の収集・連絡 

１ 災害情報の収集・連絡 

市は、火山災害発生と同時に、的確な情報収集を速やかに行い、市民に

対して、必要な安全対策の措置等について広報を実施します。 

２ 災害発生による被害情報の収集・連絡 

市は、火山災害が発生したときは、人的被害の状況、建築物等の被害、

火災の発生状況、降灰の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関

する情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

３ 応急対策活動情報の連絡 

市は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡しま

す。 

４ 県への報告 

市は、有線通信（加入電話）、防災行政通信網、災害情報管理システム等

を利用し、県に対して情報の伝達及び被害状況の収集報告を速やかに行い

ます。 

５ 通信手段の確保 

第３章 火山災害対策 ※現行計画の第３章第４節から移動・一部修正・追記 
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(1) 市は、災害発生時において、災害情報の連絡通信手段を確保するため

に、各種の情報通信手段の機能確認を行うとともに、障害が発生したと

きには、必要な要員を直ちに現場に配置して、速やかな通信の復旧を図

ります。

(2) ＮＴＴ東日本（株）は、電気通信設備の被災によりそ通に著しく支障

がある場合は、被災地からのそ通を優先させます。

また、非常・緊急通話のそ通確保のため、一般加入電話については利

用制限等を行います。 

（略） 

第３ 避難対策 

市は、「できる限り降灰域内に留まって自宅等で生活を継続する」という

方針に基づき、降灰被害の４つのステージに応じた避難対策を検討します。  

ステージ１からステージ３は、自宅等で生活を継続することを基本とし

ますが、要配慮者等が自宅等での生活が困難な場合、ライフライン等が機

能している等の生活可能な地域への避難を検討します。 

ステージ４は、堆積量や降灰継続時間等の予測が困難なことから、木造

建物の崩壊や降灰後土石流、ライフラインの途絶等のリスクに応じて、避

難を検討します。 

なお、広域降灰からの避難については、都市機能が発達した現代社会に

おいて大規模降灰の事例が無いことから、今後、新たな知見等が得られた

場合、国のガイドラインや報告書等を踏まえて適宜修正していきます。 

１ 避難情報 

市は、災害対策基本法第６０条第１項に基づき、災害が発生し、又は発

生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、

その他災害の拡大を防止するため、特に必要があると認めるときは、必要

と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示

するため、高齢者等避難、避難指示（以下「避難情報」という。）を発令し

ます。 

なお、市は、広域降灰時の避難判断に必要となる情報について、国や県

に対しガイドライン等の整備を進めるように継続して要望していきます。 

第３ 避難対策 

市は、火山災害の発生後、人命の安全を第一に市民等の避難誘導を行う

とともに、避難場所や災害危険箇所等の所在、災害の概要、その他避難に

関する情報の提供に努めます。 

また、市は、避難誘導、情報提供、相談、避難所の運営等にあたっては、

要配慮者に配慮するとともに、男女共同参画の視点に配慮した生活環境の

確保等に努めます。 

１ 避難情報 

市は、災害対策基本法第６０条第１項に基づき、災害が発生し、又は発

生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、

その他災害の拡大を防止するため、特に必要があると認めるときは、必要

と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示

するため、高齢者等避難、避難指示（以下「避難情報」という。）を発令し

ます。 
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 ２ 避難情報の伝達 

(1) 伝達方法 

避難情報の伝達は、風水害対策計画第５章第３節「第２災害時の広報」

により行いますが、その周知には、防災関係機関及び自主防災組織と協

力し実施します。 

(2) 避難情報の内容 

市長は、避難情報を発令する際、原則として次の内容を明示しますが、

広域降灰時の発令については、国や県の方針やガイドライン等を踏まえ

て適宜修正していきます。  

   ア 避難を要する理由 

   イ 避難指示対象地域 

   ウ 避難先 

   エ 避難に関する注意事項 

(3) 県への報告 

市長は、避難情報を発令したときは、災害対策基本法第６０条第４項

に基づき、速やかに県知事に報告するとともに、茅ケ崎警察署等防災関

係機関に対し、その旨を連絡します。 

(4) 避難情報の解除 

市長は、避難の必要がなくなったときは、災害対策基本法第６０条第

５項に基づき、直ちにその旨を多様な伝達手段を用いて住民に周知する

とともに、県知事等に報告します。 

 

 ３ 避難誘導 

   市は、降灰量３０ｃｍ以上や降灰後土石流等の危険がある場合、警察及

び防災関係機関等の協力を得て適切な避難誘導等を行い、混乱なく避難を

実施します。なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方

が安全な場合等やむを得ないときは、「緊急安全確保」を講ずべきことにも

留意します。 

 

 ４ 避難所の開設 

   市は、降灰後土石流等の局所的な避難が必要となった際には、公立小・

 

２ 避難情報の伝達 

(1) 伝達方法 

避難情報の伝達は、風水害対策計画第５章第３節「第２災害時の広報」

により行いますが、その周知には、防災関係機関及び自主防災組織と協

力し実施します。 

(2) 避難情報の内容 

市長は、避難情報を発令する際、原則として次の内容を明示します。  

    

 

ア 避難を要する理由 

   イ 避難指示対象地域 

   ウ 避難先 

   エ 避難に関する注意事項 

(3) 県への報告 

市長は、避難情報を発令したときは、災害対策基本法第６０条第４項

に基づき、速やかに県知事に報告するとともに、茅ケ崎警察署等防災関

係機関に対し、その旨を連絡します。 

(4) 避難情報の解除 

市長は、避難の必要がなくなったときは、災害対策基本法第６０条第

５項に基づき、直ちにその旨を多様な伝達手段を用いて住民に周知する

とともに、県知事等に報告します。 

 

 ３ 避難誘導 

   市は、警察及び防災関係機関等の協力を得て適切な避難誘導等を行い、 

混乱なく避難を実施します。なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に

留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、「緊急安全確保」を講

ずべきことにも留意します。 

 

 

 ４ 避難所の開設 

   市は、災害発生時には、公立小・中学校を避難所として開設し、被災者
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中学校のうち堅牢な建物を避難所として開設し、被災者の受け入れを行い

ます。避難所においては、避難生活に必要な食料・救援物資等の配布及び

災害情報等の提供を行いますが、降灰の状況によっては公的支援が迅速に

行き届かないことも想定されます。そのため、避難者自身が７日分以上の

飲料水、食料及び生活必需物資等を持参することが必要です。 

５ 広域避難体制の確保 

市長は、降灰の影響域外へ避難する広域一時滞在を必要と認めるときは、

災害対策基本法第８６条の８第１項に基づき、当該住民の受入れについて

他市町村の市町村長に協議します。 

市長は、他市町村への一時的な避難について協議しようとするときは、

災害対策基本法第８６条の８第２項に基づき、その旨を県知事に報告しま

す。ただし、事前の報告が困難な場合は、協議開始の後、遅滞なく、報告

することとします。 

第４ 消防活動 

災害発生時、市民の一人一人が、「自らの身は自ら守る」「出火防止に努

める」とともに、消火活動や被災者の救助・救急活動等を行い、災害の拡

大の防止に努めます。 

１ 市は、速やかに火災の全体状況を把握し、消火活動を行います。 

２ 市は、早急に被災者及び被害状況の把握に努め、関係機関と一体となっ

て被災者の救助・救急活動を実施します。 

３ 消防団は、地域防災の中核として、自主防災組織と連携し、発災直後の

初期消火や被災者の救出・救助を行うとともに、常備消防を補佐し、各種

消防活動を行います。 

第５ 医療救護活動 

  市は、負傷者の応急措置について、県、医療関係団体等に対して救護班

の現地派遣を要請します。 

また、県及び日本赤十字社神奈川県支部は、必要に応じてその他の救援

救助対策を実施します。 

の受け入れを行います。避難所においては、避難生活に必要な食料・救援

物資等の配布及び災害情報等の提供を行いますが、災害の状況によっては

公的支援が迅速に行き届かないことも想定されます。そのため、避難者自

身が７日分以上の飲料水、食料及び生活必需物資等を持参することが望ま

れます。 

（新設） 

※現行計画の第３章第４節第３から移動

※現行計画の第３章第４節第４から移動
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第６ 帰宅困難者対策 

 １ 市は、必要に応じて帰宅困難者用の一時滞在施設を開設し、円滑な管理

運営を行うとともに、帰宅困難者への開設状況の広報、鉄道事業者への情

報伝達等を行います。 

また、帰宅困難者に対して必要に応じて飲料水等を提供します。 

 ２ 企業等は、災害関連の情報を収集し、組織内に的確に伝達するとともに、

施設利用者等が安全に帰宅できることが確認できるまでは、建物内に留め

るよう努めます。 

 ３ 不特定多数の者が利用する施設の管理者は、発災後の施設利用者の混乱

を防止するため、自らの施設機能を十分活用しますするとともに、必要に

応じあらかじめ定められた地域の避難所に誘導するものとします。 

４ 鉄道機関等の関係各機関は、それぞれの機関の施設に加えて駅周辺の民

間施設が有する機能を十分活用しますするとともに、必要に応じて地域の

避難所等を案内するものとします。 

 

第７ 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送対策 

災害発生後、特に初期には、救助・救急、消火及び医療救護活動を迅速

に行うため、緊急通行車両の通行を確保する必要があります。特に、降灰

の状況によっては車の走行に困難が伴う状況が予想されるため、市は警察

と連携して一般車両の通行禁止等の交通規制を直ちに実施し、緊急交通路

を確保します。 

また、緊急物資の供給や応急復旧要員の確保を図るため、陸・海・空の

あらゆる手段を利用し、緊急輸送ルートの確保に努める等、総合的な交通

の確保、緊急輸送対策を実施します。 

 

第８ 物資供給対策 

   市は、道路啓開等によって輸送手段が確保され次第、必要な物資を速や

かに輸送できるよう、防災関係機関及び協定締結事業者と連携を図ります。 

 

第９ ライフライン等の応急復旧対策 

   市民が自宅等での生活を継続するため、各ライフライン事業者は、広域

降灰時における活動体制を確立するとともに、降灰状況を踏まえ、道路事

※現行計画の第３章第４節第６から移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現行計画の第３章第４節第７から移動 

第７ 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送対策 

災害発生後、特に初期には、救助・救急、消火及び医療救護活動を迅速

に行うため、緊急通行車両の通行を確保する必要があります。特に、降灰

の状況によっては車の走行に困難が伴う状況が予想されるため、市は警察

と連携して一般車両の通行禁止等の交通規制を直ちに実施し、緊急交通路

を確保します。 

また、緊急物資の供給や応急復旧要員の確保を図るため、陸・海・空の

あらゆる手段を利用し、緊急輸送ルートの確保に努める等、総合的な交通

の確保、緊急輸送対策を実施します。 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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業者を含む行政機関等と連携を図りながら応急対策を実施します。 

第１０ 火山灰の処理 

市は、除去作業等により発生した火山灰の仮置き場について、次の基

準に基づき、関係機関と連携しながら候補地を選定します。 

なお、火山灰の処理等の作業時には、防塵マスクやゴーグルを着用す

る等の防塵対策を行います。 

※首都圏における広域降灰対策ガイドライン（令和７年３月）

第１１ 災害広報の実施 

 市は、県及び防災関係機関、危険物取扱施設と連携して適切かつ迅速

な広報活動を実施します。 

（新設） 

※現行計画の第３章第４節第８から移動

Ｐ３０１ 
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１１章 竜巻等突風災害対策 

第２節 竜巻注意情報 

（略） 

第３ 竜巻注意情報の発表回数 

竜巻注意情報の発表は、全国で約〇〇〇回／年（令和７年実績、うち竜

巻目撃による情報の発表は〇回）となっています。 

（出典：気象庁ホームページ） 

第１１章 竜巻等突風災害対策 

第２節 竜巻注意情報 

（略） 

第３ 竜巻注意情報の発表回数 

竜巻注意情報の発表は、全国で約５６１回／年（令和６年実績、うち竜

巻目撃による情報の発表は９回）となっています。 

（出典：気象庁ホームページ） 
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